
『風
俗志
』
に
み
る
儀
礼
と
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俗
の
変
化
記
録
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生
儀
礼
　
関
沢
ま
ゆ
み

〔
臣
轟
⑫
。
・
ぼ
司
。
巨
6
弓
⑰
ε
目
6
⑰
一
目
．
．
『
日
o
犀
9
匡
．
．
‥
閑
6
8
己
乱
↑
誉
日
言
巴
・
・
芦
仔
6
国
⑫
嘗
飴
且
目
旬
富
『
o
喝
6
ユ
昆
・
・

o
n国臣
N
き
落
旬
∨
昆
昆

0
は
じ
め
に

②
『
飾
磨
郡
風
俗
調
査
』
に
つ
い
て

③
『
奈
良
県
風
俗
志
』
に
つ
い
て

④論
点

［論文
要
旨
］

　
本
稿は
、
明
治
末
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
の
地
方
改
良
運
動
の
時
期
に
行
な
わ
れ
た
風
俗
調
査
　
　
　
　
に
よ
っ
て
医
療
と
衛
生
の
領
域
へ
と
移
行
し
て
い
く
当
時
の
状
況
に
あ
っ
て
も
、
産
稜
を
め
ぐ
る
部

『飾
磨
郡
風
俗
調
査
』
（
兵
庫
県
飾
磨
郡
教
育
会
）
と
『
奈
良
県
風
俗
志
』
資
料
（
奈
良
県
教
育
会
）
　
　
　
分
は
な
か
な
か
そ
の
よ
う
な
変
化
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
（
3
）
婚
姻
の
習
俗
や
出
産
の
習
俗
と
比

の

両者
に
お
け
る
婚
姻
、
妊
婦
・
出
産
、
葬
儀
の
習
俗
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
た
も
の
で
あ
り
、
論
　
　
　
　
較
し
て
、
葬
送
の
習
俗
の
場
合
に
は
あ
ま
り
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
中
に
あ
っ

点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
両
者
の
風
俗
調
査
の
間
に
は
、
旧
来
の
慣
行
を
一
方
的
に
　
　
　
　
て
も
葬
式
の
参
加
者
た
ち
に
よ
る
盛
ん
な
飲
酒
や
飲
食
の
風
習
が
廃
れ
て
き
て
い
た
。
当
時
の
刷
新

「刷
新
改
良
」
し
よ
う
と
い
う
飾
磨
郡
教
育
会
と
、
「
我
ガ
風
俗
ノ
何
種
ハ
本
ノ
マ
・
ニ
シ
テ
、
何
種
　
　
　
　
改
良
の
眼
目
が
、
①
無
礼
講
か
ら
礼
節
へ
、
②
虚
栄
奢
修
か
ら
堅
実
倹
約
へ
、
③
迷
信
か
ら
衛
生
へ
、

ハ如
何
二
変
化
シ
将
タ
西
洋
ヨ
リ
入
来
レ
ル
カ
ヲ
調
べ
置
カ
ン
」
と
す
る
奈
良
県
教
育
会
と
の
そ
の
　
　
　
④
祝
祭
か
ら
哀
悼
へ
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
た
め
に
、
葬
儀
で
の
盛
大
な
飲
食
は
、
こ
の
①
と
②
と

動
機
づ
け
と
姿
勢
の
上
で
大
き
な
差
異
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
こ
で
、
第
二
に
、
『
奈
良
　
　
　
④
に
抵
触
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
一
方
で
は
、
先
の
出
産
習
俗

県
風
俗
志
』
に
報
告
さ
れ
た
奈
良
県
下
の
各
村
落
に
お
け
る
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
当
時
の
婚
姻
、
　
　
　
の
中
の
産
積
に
か
か
わ
る
部
分
と
同
様
に
葬
送
習
俗
の
死
稜
に
か
か
わ
る
部
分
に
は
ま
だ
強
い
介
入

妊婦
・
出
産
、
葬
儀
の
習
俗
に
つ
い
て
、
そ
の
当
時
す
で
に
変
化
が
起
こ
っ
て
い
た
習
俗
と
、
い
　
　
　
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
第
三
は
、
民
俗
の
変
化
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
民
俗
の
伝
承
の
過

ま
だ
に
変
化
が
起
こ
っ
て
い
な
い
習
俗
と
の
両
者
の
実
情
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
（
1
）
　
　
　
程
に
お
け
る
変
遷
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
集
団
的
で
集
合
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
相
対
的
な
変
遷

婚
姻
の

儀式
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
上
流
、
中
流
、
下
流
の
階
層
差
で
あ
る
（
結
納
や
嫁
入
り
、
自
　
　
　
史
で
あ
り
絶
対
的
な
年
代
で
単
純
化
し
て
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で

由
結
婚
に
対
す
る
意
識
な
ど
）
。
（
2
）
妊
婦
と
出
産
に
関
し
て
変
化
の
み
ら
れ
た
習
俗
と
変
化
の
み
　
　
　
　
は
風
俗
志
の
資
料
分
析
に
よ
っ
て
、
そ
の
民
俗
の
変
遷
が
具
体
的
な
地
域
に
お
け
る
変
化
と
し
て
具

ら
れ
な
い
習
俗
に
つ
い
て
は
、
民
俗
慣
行
と
し
て
の
妊
産
婦
を
め
ぐ
る
伝
統
的
な
営
為
が
、
近
代
化
　
　
　
　
体
的
な
年
代
を
当
て
て
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

5
5

3
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は
じ
め
に

近
代
化
と
民
俗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
安
丸
良
夫
「
『
近
代
化
』
の
思
想
と
民
俗
」
は
、
一
八
世
紀
末
か
ら
明
治
維
新
を

は
さ
ん
で
明
治
中
期
ま
で
の
一
世
紀
間
に
お
け
る
近
代
化
と
民
俗
に
つ
い
て
論
じ
た

も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
民
衆
の
習
俗
に
ふ
み
こ
ん
で
そ
の
生
活
様
式
の
改
革
を
行
な

お
う
と
し
た
政
策
と
し
て
一
八
世
紀
末
の
寛
政
改
革
に
お
け
る
風
俗
統
制
に
注
目

し
、
そ
の
内
容
は
、
一
般
的
な
瀟
洒
の
禁
止
や
倹
約
の
奨
励
も
あ
る
が
、
主
な
目
的

と
し
て
は
、
「
①
祭
礼
・
講
・
勧
進
な
ど
民
俗
宗
教
の
諸
側
面
の
統
制
な
い
し
禁
制
、

②
男
女
混
浴
、
隠
売
女
、
女
師
匠
、
女
浄
瑠
璃
な
ど
性
に
か
か
わ
る
禁
制
、
③
通
り

者
、
無
宿
、
物
も
ら
い
、
勧
化
を
強
要
す
る
若
者
組
な
ど
、
逸
脱
的
な
集
団
や
個
人

に
た
い
す
る
統
制
」
（
同
書
四
五
ニ
ペ
ー
ジ
）
に
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ

は
江
戸
市
中
か
ら
後
に
天
領
・
私
領
を
問
わ
ず
、
農
村
部
ま
で
対
象
と
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
つ
づ
い
て
文
政
一
〇
年
（
一
八
二
七
）
の
取
締
改
革
に
お

い
て

は
さ
ら
に
民
俗
的
な
も
の
へ
の
規
制
が
厳
し
く
な
り
、
た
と
え
ば
「
婚
礼
な
ど

に
さ
い
し
て
若
者
た
ち
が
祝
儀
な
ど
を
強
要
す
る
習
俗
が
、
地
域
社
会
の
秩
序
の
な

か
に

統
合

さ
れ
た
民
俗
と
し
て
で
な
く
、
秩
序
を
乱
す
行
為
と
し
て
取
締
り
の
対
象

と
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
四
五
四
ペ
ー
ジ
）
。
そ
し
て
そ

の
後
、
明
治
初
年
の
府
県
の
府
達
に
み
る
、
「
若
者
組
、
節
句
、
念
仏
講
と
念
仏
踊
、

神
よ
せ
に
よ
る
託
宣
、
祭
礼
の
踊
り
、
日
待
・
月
待
、
年
始
・
歳
暮
・
盆
祭
り
の
さ

い

の

贈
答
、
門
松
、
男
女
混
浴
、
裸
体
で
の
往
来
、
堕
胎
、
い
れ
ず
み
、
観
相
・
方

位
・
卜
占
、
歳
徳
神
・
金
神
な
ど
の
民
俗
神
、
孟
蘭
盆
会
な
ど
に
た
い
す
る
禁
止
令
」

か

ら
は
、
こ
の
明
治
初
年
に
お
い
て
は
民
俗
的
な
も
の
へ
の
規
制
が
厳
し
さ
を
増
し

た
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
明
治
五
年
以
降
、
廃
藩
置
県
を
へ
て
近
代
国

家
へ
向
け
て
の
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
ゆ
く
な
か
で
民
俗
的
な
も
の
へ
の
抑
圧
が
全
国

で
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
。

　
そ
し
て
、
コ
八
世
紀
末
の
寛
政
改
革
の
時
期
あ
た
り
を
始
点
と
し
て
明
治
中
期

ま
で
の
お
よ
そ
一
世
紀
間
に
は
、
民
俗
的
な
も
の
は
、
あ
る
い
は
抑
圧
さ
れ
、
あ
る

い

は
編
成
替
え
を
う
け
て
、
近
代
国
家
の
支
配
体
制
の
な
か
へ
繰
り
こ
ま
れ
て
い
っ

た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
（
中
略
）
祭
礼
、
村
芝
居
、
若
者
組
、
民
俗
宗
教
な
ど
に
た

い

し
、
統
制
の
枠
を
は
め
、
秩
序
の
一
部
に
く
み
こ
ん
で
ゆ
く
こ
と
は
、
近
代
国
家

に
不
可
欠
な
存
立
条
件
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
近
世
後
期
の
幕
藩
政
治
の
改
革
者
た

ち
も
、
草
葬
国
学
や
報
徳
社
運
動
も
、
明
治
国
家
も
、
明
六
社
な
ど
の
啓
蒙
思
想
も
、

自
由
民
権
派
も
、
民
俗
的
な
も
の
を
愚
昧
で
秩
序
素
乱
的
な
存
在
と
み
る
と
い
う
一

点
で
は
、
基
本
的
に
は
共
通
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
た
」
（
四
五
九
ペ
ー
ジ
）
と
述

べ

て
、
明
治
維
新
を
は
さ
む
近
代
化
の
過
程
は
「
民
俗
的
な
も
の
を
啓
蒙
の
対
象
と

し
て
、
文
明
の
対
極
へ
と
分
割
し
抑
圧
し
て
ゆ
く
時
代
」
で
あ
り
、
「
若
者
組
と
ヨ

バ

イ
、
地
域
の
秩
序
を
乱
す
よ
う
な
祭
り
・
芝
居
・
踊
り
、
現
世
利
益
的
な
祈
禧
と

結
び

つ
い

た
民
俗
信
仰
な
ど
が
、
国
家
の
富
強
と
文
明
化
を
め
ざ
す
立
場
か
ら
、
愚

昧
、
迷
信
、
非
文
明
な
ど
と
し
て
、
国
家
と
文
明
の
対
極
へ
と
”
分
割
”
さ
せ
ら
れ
、

既
価
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
」
（
四
六
ニ
ペ
ー
ジ
）
で
あ
っ
た
と
と
ら
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　

こ
の
よ
う
な
視
点
に
対
し
て
一
方
、
牧
原
憲
夫
「
文
明
開
化
論
」
は
、
府
県
の
布

達
類
や
『
明
治
建
白
書
集
成
』
、
『
東
京
日
日
新
聞
』
、
『
新
潟
新
聞
』
ほ
か
の
記
事
を

も
と
に
、
明
治
初
期
に
お
け
る
政
府
の
近
代
化
政
策
が
人
び
と
に
す
ん
な
り
と
受
入

れ

ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
地
域
社
会
に
お
い
て
は
「
開
化
の
推
進
役
に
な
っ
た
府

県
庁
や
地
域
指
導
者
層
と
、
旧
来
の
生
活
ス
タ
イ
ル
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
一
般
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

衆
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
」
が
各
地
で
み
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
明
治
維
新
全
体
と
同
様
、
文
明
開
化
も
明
確
な
プ
ラ
ン
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、

政
策
が
そ
の
ま
ま
実
現
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
」
（
二
五
三
ペ
ー
ジ
）
と
い
い
、
明

治
初
期
の
近
代
化
は
、
明
治
政
府
が
”
文
明
の
視
線
”
に
反
応
し
て
着
手
さ
れ
た

も
の
で
、
人
び
と
の
風
俗
（
日
常
生
活
）
に
つ
い
て
は
「
開
港
場
や
三
都
か
ら
は
じ

ま
っ
た
規
制
は
や
が
て
、
刺
青
、
道
路
や
川
へ
の
汚
物
投
棄
、
荷
車
・
人
力
車
に
よ

356
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る
通
行
妨
害
、
春
画
販
売
、
喧
嘩
な
ど
の
禁
止
を
ふ
く
め
た
違
式
註
違
条
例
に
ま
と

め

ら
れ
、
し
だ
い
に
各
地
に
普
及
し
て
い
っ
た
」
（
二
五
五
ペ
ー
ジ
）
と
し
て
比
較

的
緩
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
と
と
ら
え
て
い
る
。

戊
辰
詔
書
と
地
方
改
良
運
動

　

こ
の
よ
う
な
文
明
開
化
期
の
動
向
に
対
し
て
、
日
清
戦
争
、
三
国
干
渉
、
そ
し
て

日
露
戦
争
を
経
た
後
の
明
治
後
期
に
お
け
る
近
代
化
政
策
は
、
あ
ら
た
め
て
地
方
改

良
運
動
と
い
う
か
た
ち
で
強
力
に
推
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
宮
地
正
人

「
地

方
改
良
運
動
の
論
理
と
展
開
」
に
よ
れ
ば
、
「
日
露
戦
後
、
日
本

が
欧
米
帝
国
主
義
諸
列
強
と
対
等
の
経
済
力
（
こ
の
中
に
は
当
然
国
家
財
政
の
輩
固

さ
も
ふ
く
ま
れ
る
）
と
国
民
の
つ
よ
い
国
家
意
識
・
団
結
力
と
を
も
っ
て
国
際
舞
台

に
突
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
実
に
そ
の
時
期
に
、
日
本
帝
国
の
基
盤
た
る

農
村
1
1
町
村
の
動
揺
・
疲
弊
・
分
解
の
諸
相
が
広
汎
に
現
象
し
は
じ
め
た
」
（
一
四

～
一
⊥
ハ
ペ
ー
ジ
）
の
だ
と
い
い
、
そ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
に
は
「
帝
国
主
義
諸

列
強
に
伍
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
新
段
階
の
日
本
帝
国
に
ふ
さ
わ
し
い
財
政

的
・
経
済
的
・
人
的
基
盤
を
創
出
す
る
こ
と
、
こ
の
課
題
が
困
難
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
国
家
権
力
に
よ
り
強
圧
的
に
遂
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
（
一
八
ペ
ー
ジ
）

の
だ

と
指
摘
し
て
い
る
。
日
露
戦
後
、
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
五
月
、
第
一
次

西

園
寺
内
閣
は
、
内
務
省
か
ら
地
方
長
官
会
議
で
「
地
方
事
務
二
関
ス
ル
注
意
参
考

事
項
」
と
し
て
、
＝
、
神
社
合
祀
勧
奨
二
関
ス
ル
件
　
一
、
招
魂
社
創
立
二
関
ス

ル

件
　
一
、
神
職
任
用
二
関
ス
ル
件
　
一
、
神
職
団
体
二
関
ス
ル
件
、
一
、
地
方
団

体

ノ
監
督
指
導
二
関
ス
ル
件
　
一
、
基
本
財
産
ノ
充
実
並
保
管
二
関
ス
ル
件
　
一
、

部
落
有
財
産
ノ
統
一
並
利
用
二
関
ス
ル
件
　
一
、
地
方
公
債
並
滞
納
処
分
二
関
ス
ル

件
一
、
時
局
記
念
事
業
並
戦
後
地
方
経
営
二
関
ス
ル
件
一
、
警
察
行
政
二
関
ス

ル

件
　
一
、
衛
生
行
政
二
関
ス
ル
件
」
を
提
示
し
て
、
「
帝
国
主
義
列
強
に
対
峙
し

う
る
日
本
帝
国
に
ふ
さ
わ
し
い
財
政
的
・
経
済
的
・
社
会
的
基
盤
を
全
国
の
町
村
に

創
出
し
よ
う
と
し
て
き
た
が
、
「
課
題
」
と
現
実
と
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
亀
裂
は

埋

め
る
べ
く
も
な
か
っ
た
」
（
一
九
ペ
ー
ジ
）
。
そ
こ
で
、
第
二
次
桂
内
閣
は
、
明
治

四
一
年
（
一
九
〇
八
）
一
〇
月
の
『
戊
辰
詔
書
』
発
布
に
よ
り
、
「
町
村
に
お
け
る
、

生

産
発
達
‖
国
富
増
強
、
教
育
普
及
U
国
家
の
国
民
掌
握
、
国
家
財
政
の
基
礎
た

る
町
村
財
政
の
確
立
、
こ
れ
ら
の
国
家
の
緊
急
課
題
を
強
力
に
遂
行
」
（
同
書
二
七

ペ

ー
ジ
）
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
な
か
で
「
国
運
の
発
展
を
さ
ま
た
げ
る
「
古
風
」

「
旧
俗
」
は
、
そ
れ
が
い
か
に
共
同
体
的
関
係
を
内
包
し
て
い
よ
う
と
も
、
い
か
に

団
結
力
に
富
み
、
協
同
一
致
の
精
神
に
豊
ん
で
い
よ
う
と
、
そ
の
存
在
は
断
じ
て
許

容

さ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
村
落
共
同
体
の
物
質
的
基
礎
を
な
す

部
落
有
林
野
は
、
国
家
の
強
力
な
指
導
の
も
と
に
行
政
町
村
に
統
］
さ
せ
ら
れ
る
こ

と
に
よ
り
消
滅
さ
せ
ら
れ
よ
う
と
し
、
ま
た
、
村
落
共
同
体
的
秩
序
で
あ
り
か
つ
そ

の
精
神
的
表
現
で
も
あ
っ
た
若
連
中
・
若
衆
組
は
、
そ
の
存
在
を
上
か
ら
の
青
年
会

設
立
と
と
も
に
否
定
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
」
（
七
〇
ペ
ー
ジ
）
。
そ
の
一
方
、
「
醇

風
美
俗
」
「
隣
保
輯
睦
」
「
共
同
一
致
」
な
ど
の
言
葉
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
、

宮
地
は
＝
方
で
は
国
家
的
利
益
に
対
立
す
る
共
同
体
的
な
も
の
が
す
べ
て
否
定
さ

れ
、
排
除
さ
れ
な
が
ら
も
、
他
方
日
本
帝
国
の
進
運
を
さ
さ
え
る
べ
き
共
同
体
的
な

も
の
が
国
民
統
合
の
上
で
強
く
要
求
さ
れ
て
い
く
。
（
中
略
）
自
己
の
よ
っ
て
た
つ

基
盤

た
る
町
村
を
、
日
本
帝
国
の
発
展
を
下
か
ら
さ
さ
え
推
進
さ
せ
る
に
た
る
だ
け

の

も
の
に
す
べ
く
、
町
村
を
「
国
家
の
た
め
の
共
同
体
」
に
転
化
さ
せ
る
た
め
、
町

村
自
治
の
強
化
を
意
図
す
る
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
七
三
ペ
ー
ジ
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
ま
た
、
有
泉
貞
夫
「
明
治
国
家
と
民
衆
統
合
」
は
、
地
方
改
良
運
動
に
つ
い
て
「
空

前
の
国
民
教
化
・
生
活
改
善
運
動
」
（
二
二
六
ペ
ー
ジ
）
の
展
開
と
位
置
づ
け
、
「
日

露
戦
後
の
そ
れ
（
風
俗
矯
正
・
勤
倹
貯
蓄
奨
励
の
こ
と
　
筆
者
注
）
は
単
に
節
倹
の

成
果
を
あ
げ
て
家
計
と
町
村
財
政
破
綻
を
救
う
た
め
だ
け
で
な
く
、
伝
統
的
な
生
活

習
俗
を
改
変
し
て
天
皇
制
国
家
へ
の
一
体
感
を
町
村
民
に
日
常
的
に
感
覚
さ
せ
る
よ

う
な
あ
ら
た
な
生
活
の
秩
序
と
リ
ズ
ム
を
作
り
だ
す
こ
と
を
目
差
し
た
」
も
の
で
あ

る
と
い
い
、
な
か
で
も
「
風
俗
矯
正
の
働
き
か
け
は
一
八
七
二
年
太
陽
暦
採
用
以

来
の
懸
案
で
あ
っ
た
旧
暦
に
よ
る
生
活
習
俗
の
改
変
を
基
調
と
し
て
進
め
ら
れ
た
」
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（
6
）

（二
三
七

～
二
三
八
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
強
力
な
政
策
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
早
く
に
有
泉
が
「
種
々

の
施
策
に
対
す
る
当
時
の
断
片
的
な
批
判
的
証
言
や
、
運
動
が
実
施
さ
れ
て
数
年
を

経
過

し
た
時
点
で
の
軍
当
局
者
の
町
村
状
況
観
察
報
告
『
大
正
二
年
］
二
月
調
各

連

隊
区
管
内
民
情
風
俗
思
想
界
ノ
現
状
』
（
東
京
大
学
法
学
部
所
蔵
）
な
ど
か
ら
、

地

方
改
良
運
動
に
托
し
た
権
力
者
の
願
望
は
達
せ
ら
れ
な
か
っ
た
と
想
定
す
る
」

（
二
二
三

ペ

ー
ジ
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
後
の
研
究
に
お
い
て
も
、
必
ず

し
も
一
村
一
社
の
神
社
合
併
、
部
落
有
林
野
の
統
一
、
農
法
の
変
革
な
ど
が
全
国

津
々
浦
々
十
分
に
実
行
さ
れ
た
と
は
い
え
ず
、
ま
た
五
節
句
の
禁
止
も
不
徹
底
な
ま

ま
で
あ
り
、
な
お
旧
来
の
共
同
的
慣
行
が
人
び
と
の
生
活
に
大
き
な
影
響
力
を
持
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

続
け
て
い
た
側
面
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

風
俗
調
査
資
料

　

こ
う
し
た
日
露
戦
後
に
推
進
さ
れ
た
地
方
改
良
運
動
を
背
景
に
、
あ
る
い
は
大
正

天

皇
の
即
位
記
念
を
契
機
と
し
て
、
全
国
各
地
で
行
な
わ
れ
た
の
が
風
俗
調
査
で
あ

り
、
そ
の
主
体
と
な
っ
た
の
は
主
に
郡
教
育
会
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
調
査
内

容
は
地
方
の
風
俗
の
実
態
の
把
握
と
そ
れ
に
対
す
る
矯
風
正
興
事
業
と
し
て
の
性
格

を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
「
公
教
育
と
慣
習
世
界
は
し
ば
し
ば
対
立
す

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

る
も
の
と
し
て
描
か
れ
」
、
た
と
え
ば
、
太
陽
暦
の
使
用
お
よ
び
神
武
天
皇
即
位
紀

元
等
大
祭
日
の
制
定
、
時
間
の
励
行
、
納
税
・
兵
役
義
務
、
衛
生
法
の
施
行
、
公
徳

心
の

育
成
、
そ
し
て
青
年
会
に
よ
る
矯
風
正
興
、
等
々
の
政
府
の
政
策
の
浸
透
の
程

度
と
そ
れ
を
妨
げ
る
要
因
、
お
よ
び
「
弊
風
」
と
称
さ
れ
る
文
明
的
で
な
い
行
為
の

改
善
の
必
要
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
風
俗
調
査
資
料
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
地
域
の
迷
信
・

因
習
な
ど
と
称
さ
れ
る
矯
風
正
興
の
対
象
の
記
述
だ
け
で
な
く
、
そ
の
当
時
の
人
び

と
が
同
時
代
の
視
点
で
当
時
の
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
点
で
も
近
代
に
お
け
る
地
域

社

会
の
生
活
変
化
を
知
る
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
単
に
国
家
の
政
策
と

地
方
の
旧
来
の
風
習
と
の
齪
酷
の
実
態
を
示
す
資
料
と
し
て
引
用
す
る
に
と
ど
ま
ら

ず
、
そ
の
時
代
の
民
俗
の
実
態
を
記
録
し
た
も
の
と
読
み
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ

（
9
）

る
。
衣
食
住
や
生
業
な
ど
の
経
済
伝
承
を
は
じ
め
、
家
族
の
あ
り
方
や
村
の
運
営
な

ど
の
社
会
伝
承
、
ま
た
年
中
行
事
や
人
生
儀
礼
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
信
仰
・
儀
礼
伝
承
、

伝
説
や
民
謡
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
言
語
・
芸
能
伝
承
な
ど
、
民
俗
全
般
に
つ
い
て
そ
こ

で

は
記
録
さ
れ
て
お
り
、
現
在
で
は
失
な
わ
れ
て
い
る
民
俗
伝
承
が
同
時
代
的
に
現

場
で

目
撃
さ
れ
数
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
は
貴
重
で
あ
る
。

『明
治
大
正
史
世
相
篇
』

　
柳
田
國
男
が
、
明
治
大
正
期
の
世
相
や
風
俗
の
変
遷
を
論
じ
る
『
明
治
大
正
史
世

　
（
1
0
）

相
篇
』
を
著
す
の
は
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
の
こ
と
で
あ
り
、
続
い
て
戦
中
、
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

後

に
か
け
て
『
現
代
日
本
文
明
史
1
8
世
相
史
』
）
（
一
九
四
三
年
）
、
『
明
治
文
化
史
1
3

　
（
1
2
）

風
俗
』
（
一
九
五
四
年
）
な
ど
を
著
し
て
い
る
。
つ
ま
り
柳
田
は
、
明
治
大
正
期
の

同
時
代
史
を
自
ら
生
き
な
が
ら
そ
の
世
相
の
変
化
を
観
察
し
、
そ
の
現
場
的
な
情
報

を
ふ
ま
え
た
上
で
、
あ
ら
た
め
て
昭
和
の
時
代
に
立
ち
な
が
ら
過
去
の
生
活
の
変
遷

史
の
解
説
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
以
降
の
西
洋
の
文
物
の
影
響

を
受
け
た
風
俗
の
変
遷
に
注
目
し
、
と
く
に
地
方
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
重
視
し
て
い
る
。

柳
田
は
、
風
俗
と
は
「
ク
ニ
ブ
リ
・
ヒ
ナ
ブ
リ
」
の
こ
と
で
あ
り
、
も
と
の
意
味
は
「
土

地

に
行
な
わ
れ
て
い
る
暮
し
方
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
そ
し
て
「
物
質
文
化
を
透
し

て

精
神
文
化
を
も
う
か
が
う
こ
と
、
そ
の
表
面
に
現
わ
れ
た
も
の
が
風
俗
」
だ
と
述

べ
て

い

る
。
そ
し
て
、
「
風
俗
史
と
い
う
以
上
は
、
そ
れ
が
都
市
の
み
の
事
実
で
あ
っ

て

は
な
ら
な
い
。
農
村
漁
村
な
ど
全
国
に
わ
た
っ
て
の
記
述
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
述
べ
、
地
方
の
民
間
伝
承
に
も
と
つ
く
風
俗
史
の
記
述
の
必
要
性
を
指

摘
し
、
さ
ら
に
「
風
俗
の
変
遷
は
い
つ
も
斜
線
を
え
が
い
て
か
わ
っ
て
い
く
の
で
、

そ
れ
を
知
る
こ
と
が
風
俗
史
の
任
務
だ
と
思
っ
て
い
る
。
た
だ
大
き
な
都
会
の
世
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

だ

け
を
見
て
い
て
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
、
大
都
会
と
地
方
の
村
落
と
に
お

け
る
風
俗
の
表
れ
方
や
波
及
時
期
の
差
異
な
ど
、
そ
の
伝
承
の
変
遷
と
地
域
差
に
注
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（
1
4
）

目
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
近
代
史
の
研
究
者
が
と
く
に
関
心
を
示
し
、
か
つ
て
柳
田

も
重
視
し
て
い
た
地
方
の
風
俗
史
の
資
料
に
注
目
す
る
こ
と
と
す
る
。
柳
田
の
い
う

風
俗
の

変
遷
と
い
う
視
点
を
含
み
お
き
な
が
ら
、
兵
庫
県
と
奈
良
県
の
二
つ
の
風
俗

史
関
係
の
資
料
に
よ
り
、
明
治
末
か
ら
大
正
初
期
に
お
け
る
婚
姻
、
出
産
、
葬
儀
の

習
俗
を
例
に
、
第
一
に
、
地
方
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
習
俗
、
慣
行
が
当
時
の
教
育

者
に
よ
っ
て
指
導
の
対
象
と
さ
れ
た
の
か
、
第
二
に
、
何
が
変
わ
り
、
何
が
変
わ
り

に
く
い
習
俗
と
し
て
残
っ
た
の
か
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
分
析
を
試
み
る
こ
と
と
す

る
。
こ
こ
で
対
象
資
料
と
す
る
の
は
、
明
治
四
］
年
（
一
九
〇
八
）
に
戊
辰
詔
書

が
発
布
さ
れ
た
直
後
に
調
査
が
行
な
わ
れ
て
た
だ
ち
に
編
纂
が
な
さ
れ
た
兵
庫
県
の

『飾
磨
郡
風
俗
調
査
』
と
、
や
や
時
期
を
お
い
て
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
に
奈

良
教
育
会
の
御
大
典
記
念
事
業
の
一
つ
と
し
て
調
査
が
行
な
わ
れ
、
未
編
集
の
ま
ま

奈
良
県
立
図
書
情
報
館
に
保
管
さ
れ
て
き
た
『
奈
良
県
風
俗
志
』
資
料
で
あ
る
。

②
『
飾
磨
郡
風
俗
調
査
』
に
つ
い
て

（
1
）
『
飾
磨
郡
風
俗
調
査
』
の
目
的

　
兵
庫
県
飾
磨
郡
教
育
会
で
は
、
戊
辰
詔
書
が
発
布
さ
れ
た
明
治
四
一
年
二
九
〇
九
）

一
〇

月
一
三
日
か
ら
ニ
カ
月
後
の
一
二
月
一
四
日
、
風
俗
調
査
の
企
画
検
討
が
開
始

さ
れ
た
。
非
常
に
早
い
対
応
で
あ
る
。
調
査
委
員
と
な
っ
た
曾
左
村
長
川
口
木
市
郎
、

白
濱
村
長
井
上
木
太
郎
、
高
岡
尋
常
高
等
小
学
校
長
河
野
三
代
松
、
古
知
尋
常
高
等

小
学
校
長
米
澤
眞
太
郎
、
水
上
尋
常
小
学
校
長
中
安
薫
、
糸
引
尋
常
小
学
校
長
辰
巳

卓
郎
の
六
名
が
、
郡
役
所
に
会
合
し
て
、
調
査
項
目
の
検
討
に
入
り
、
そ
の
後
、
年

が
明
け
て
明
治
四
二
年
二
月
一
六
日
か
ら
五
月
二
六
日
ま
で
に
各
町
村
委
員
部
に
お

い
て
調
査
が
実
施
さ
れ
、
ま
た
調
査
委
員
は
そ
の
間
合
計
二
一
二
回
も
の
会
合
を
も
ち
、

一
二
月
ま
で
に
再
調
査
が
行
な
わ
れ
、
刷
新
改
良
の
意
見
を
附
す
な
ど
し
て
、
明
治

四
四
年
（
一
九
一
二
）
一
〇
月
三
一
日
に
そ
の
成
果
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
た
。

　
1
．
目
的

　

そ
の
調
査
の
背
景
と
目
的
に
つ
い
て
、
飾
磨
郡
教
育
会
長
川
口
木
七
郎
の
序
文
に

　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
「
新
し
き
良
風
を
追
ふ
と
共
に
古
き
弊
俗
を
去
り
、
所
謂
日
進
月
歩
を
努
む
る
は

何
れ
の
世

に
も
必
要
の
條
件
で
あ
る
。
殊
に
世
界
共
通
の
弘
き
文
明
時
代
と
な
り
て

は

如
何
な
る
僻
阪
の
地
迄
も
皆
文
教
を
盛
に
し
風
俗
を
改
善
す
べ
き
の
急
な
る
は
言

を
侯
た
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
學
校
教
育
が
全
く
新
し
き
式
に
よ
り
新
し
き
智
識

を
普
及
せ
し
め
ら
る
・
の
今
日
に
於
て
当
然
之
に
伴
ふ
て
進
む
べ
き
一
般
の
社
会
が

却
っ
て
遠
く
後
れ
た
る
が
如
き
観
あ
る
は
實
に
遺
憾
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
略
）
我

飾
磨
郡
教
育
会
は
主
と
し
て
社
会
的
風
教
改
善
の
方
面
に
働
か
ん
と
す
る
の
で
あ

る
。
然
る
に
社
会
の
風
俗
は
大
体
郡
内
一
様
相
似
た
る
が
如
く
み
え
て
居
て
も
仔
細

に
云
へ
ば
も
と
大
小
無
数
の
社
会
が
千
差
万
様
の
歴
史
習
慣
を
有
し
て
相
重
り
相
混

じ
て
居
っ
て
非
常
に
複
雑
を
極
め
て
居
る
と
云
ふ
事
実
で
あ
る
か
ら
、
教
育
会
の
事

業
も
亦
少
数
の
当
事
者
が
一
室
で
考
へ
た
り
相
談
じ
た
り
し
た
丈
の
事
を
以
て
働
い

て

見
て

も
或
い
は
其
の
要
領
に
外
る
・
事
を
免
れ
ぬ
か
ら
、
先
づ
各
地
方
そ
れ
ぐ

の
風
俗
習
慣
を
細
大
と
な
く
調
査
し
て
之
を
基
礎
と
し
て
事
業
に
移
る
が
適
当
で
あ

る
。
此
の
見
地
か
ら
本
会
委
員
諸
君
の
賛
同
を
得
る
と
共
に
前
後
数
年
間
に
亘
っ
て

多
大
の
労
力
を
煩
は
し
た
る
結
果
此
の
風
俗
調
査
書
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
本
教
育

会
は
此
の
調
査
を
主
な
る
基
礎
と
し
て
将
来
一
層
社
会
教
育
に
奮
蓋
せ
ん
事
を
期
す

る
は
勿
論
で
あ
る
が
、
本
会
が
如
何
に
活
動
す
る
も
各
地
方
の
風
俗
改
良
の
上
に
は

到
底
助
動
詞
た
る
は
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。
各
町
村
部
落
は
皆
立
憲
国
内
に
於
け
る

自
治
民
人
計
り
の
集
団
で
あ
る
と
云
ふ
事
を
充
分
自
覚
さ
れ
て
本
調
査
の
上
に
現
れ

た
る
事
項
に
於
て
全
く
矯
正
す
べ
き
も
の
又
は
改
善
す
べ
き
も
の
助
長
す
べ
き
も
の

等
そ
れ
ぐ
適
宜
の
取
捨
を
な
し
且
つ
其
の
実
行
に
鋭
な
ら
ん
事
を
希
望
す
る
の
で

あ
る
。
何
と
な
ら
ば
各
地
方
自
身
が
本
調
査
を
活
用
さ
る
・
こ
そ
其
の
奏
効
が
速
か

で
且
つ
顕
著
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
学
校
教
育
と
家
庭
及
び
社
会
と
皆
其
の
徳
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風
を
一
貫
調
和
す
る
の
幸
福
に
達
す
る
の
捷
径
で
あ
る
。
本
調
査
の
目
的
は
本
会
の

基
礎
材
料
を
作
っ
た
の
で
は
あ
る
が
其
の
活
用
は
直
接
に
各
地
方
本
位
な
ら
ん
事
が

却
っ
て
希
望
の
至
り
で
あ
る
」
（
二
～
二
ニ
ペ
ー
ジ
）
。

　
つ
ま
り
、
飾
磨
郡
教
育
会
が
社
会
的
風
教
改
善
の
方
面
に
働
か
ん
と
す
る
こ
と
、

そ

の
基
礎
資
料
と
し
て
各
地
方
の
風
俗
習
慣
の
調
査
を
行
な
う
こ
と
、
そ
の
う
え
で

全
く
矯
正
す
べ
き
も
の
又
は
改
善
す
べ
き
も
の
助
長
す
べ
き
も
の
等
そ
れ
ぞ
れ
適
宜

の
取
捨

を
な
し
且
つ
其
の
実
行
に
つ
い
て
意
見
を
附
す
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。
そ
し

て

そ
れ
は
世
界
共
通
の
弘
き
文
明
時
代
と
な
り
て
は
如
何
な
る
僻
娠
の
地
迄
も
皆
文

教
を
盛
に
し
風
俗
を
改
善
す
べ
き
の
急
な
る
は
言
を
侯
た
ぬ
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ

る
。　

2
．
項
目

　
調
査
項
目
は
、
明
治
四
一
年
＝
一
月
の
第
一
回
会
議
で
、
社
会
人
生
行
事
、
年
中

行
事
、
雑
件
、
の
三
項
目
が
提
示
さ
れ
、
そ
の
翌
年
一
月
九
日
の
第
二
回
会
議
で
、

細
目
の
検
討
が
行
な
わ
れ
、
第
一
章
社
交
、
第
二
章
公
徳
、
第
三
章
神
事
仏
事
、
第

四

章
迷
信
、
第
五
章
言
語
風
儀
、
第
六
章
法
令
、
第
七
章
規
律
と
習
慣
、
第
八
章
衛

生
、
の
八
項
目
と
な
っ
た
。

　

3
．
特
徴

　

こ
の
『
飾
磨
郡
風
俗
調
査
』
の
本
文
は
そ
の
全
文
に
振
り
仮
名
が
ふ
ら
れ
て
い
る

の

が
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
が
、
同
時
に
「
経
費
の
許
す
限
り
部
数
を
多
く
印
刷
し
郡

内
に
治
ね
く
配
布
す
る
事
と
し
た
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
単
な

る
こ
の
時
代
の
風
俗
調
査
記
録
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
県
内
各
地
に
お
け
る
風
教

改
善
上
の
啓
蒙
書
と
し
て
広
く
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
慣
例
を
記
し
た
各
項
目
ご
と
に
、
教
育
会
委
員
に
よ
っ
て
「
刷
新
改
良
上
の

意

見
」
が
付
帯
意
見
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
が
ま
た
こ
の
報
告
書
の
も
う
一
つ
の

特
徴
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
婚
姻
、
妊
婦
・
出
産
、
葬
儀
に
つ
い
て
の
当
時
の
慣
習
と
「
刷
新
改
良

上
の

意
見
」
を
確
認
し
て
み
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
2
）
婚
姻
縁
組
に
関
す
る
行
事
と
「
刷
新
改
良
上
の
意
見
」

　
1
．
婚
姻
縁
組
の
慣
習

　
第
五
章
「
風
儀
と
言
語
」
の
四
項
目
目
に
お
い
て
「
婚
姻
縁
組
に
関
す
る
行
事
」

に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

「
野
合
結
婚
を
な
す
も
の
多
き
地
方
あ
り
。

　
　
婚
約
調
へ
ば
、
酒
肴
及
扇
子
を
贈
る
。

　
　
婚
姻
の
日
を
定
め
た
る
時
は
結
納
を
贈
る
。
資
産
の
程
度
に
応
じ
て
差
あ
り
。

　
　
結
納
を
受
け
た
る
方
は
、
頼
み
見
せ
と
称
し
て
、
女
客
を
招
待
し
、
裾
分
け
を

　
　
配

る
風
習
あ
る
所
あ
り
。

　
　
実
家
を
出
つ
る
時
の
出
立
式
に
は
、
先
祖
の
霊
及
両
親
兄
弟
に
暇
を
告
げ
、
終

　
　
り
に
水
盃
を
行
ふ
て
出
立
つ
地
方
あ
り
。

　
　
式
の
当
日
は
見
立
呼
び
と
称
し
て
、
客
を
招
き
、
荷
物
を
送
る
。
（
隣
家
又
は

　
　
出
入
の
若
者
等
酒
気
を
帯
び
て
卑
狼
な
る
歌
を
唄
ふ
て
運
び
行
く
）
荷
物
は
大

　
　
抵
途
中
に
て
中
継
を
な
す
。
此
時
祝
儀
及
酒
肴
を
受
取
る
定
め
な
り
。

　
　
嫁
入

り
の
時
は
、
親
戚
近
隣
の
も
の
送
り
出
す
。
取
り
方
は
提
灯
を
点
じ
て
列

　
　
を
な
し
て
出
迎
ふ
。

新
婦
の
父
親

は
、
其
村
の
区
長
の
許
に
挨
拶
に
行
く
処
も
あ
り
。

儀
式
は
三
々
九
度
の
式
を
行
ふ
。

宴
会
は
資
産
の
貧
富
に
関
し
、
盛
否
の
別
あ
れ
ど
も
、
一
般
に
盛
大
な
り
。

酒
肴
を
強
ひ
て
進
め
、
終
に
無
礼
に
渉
る
所
多
し
。
大
抵
は
長
夜
の
飲
を
な
し
、

宴
会
の
終
る
は
翌
日
に
し
て
、
甚
し
き
は
翌
日
の
午
後
に
亘
る
が
如
き
事
な
き

に
し
も
あ
ら
ず
。

懇
意
な
る
も
の
は
、
祝
物
を
贈
る
を
常
と
す
。

三

日
目
に
は
部
屋
見
舞
を
贈
る
。
此
品
は
村
内
及
親
類
へ
分
配
す
。

　
但
し
南
部
地
方
は
、
菓
子
を
贈
り
、
北
部
は
赤
飯
に
限
る
も
の
・
如
し
。

祝

と
称
し
、
親
里
よ
り
荷
物
と
共
に
、
持
ち
来
り
た
る
精
米
を
用
ひ
て
、
赤
飯
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と
し
親
戚
へ
三
四
日
目
に
配
る
を
例
と
す
。

　
　
五

日
目
に
は
、
初
あ
る
き
と
称
し
て
、
親
許
に
往
き
、
即
日
婚
家
に
帰
る
。
此

　
　
の

際
、
婚
家
の
親
兄
弟
付
添
ひ
、
盛
宴
を
張
る
。
親
許
へ
の
土
産
物
は
、
酒
及

　
　
肴
と
す
。

　
　
三

日
又
は
五
日
目
に
、
地
方
に
よ
り
膝
直
し
と
て
、
新
夫
婦
共
に
親
里
へ
行
く

　
　
所
も
あ
り
」
（
一
一
八
～
一
二
〇
ペ
ー
ジ
）
。

　
2
．
「
刷
新
改
良
上
の
意
見
」

　

そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
、
飾
磨
郡
教
育
会
に
よ
る
「
刷
新
改
良
上
の
意
見
」

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
人
生
一
度
の
盛
事
で
あ
る
か
ら
、
成
る
丈
け
丁
重
に
盛
に
や
る
が
よ
い
、
然
れ

ば

と
て
、
夜
を
通
じ
て
酒
宴
を
催
し
、
客
が
酔
ひ
つ
ぶ
れ
る
か
、
取
持
が
酔
ひ
潰
れ

る
か
、
二
つ
に
一
つ
の
倒
し
合
ひ
を
す
る
が
如
き
蛮
風
は
、
絶
対
に
矯
正
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
礼
に
始
ま
っ
て
乱
に
終
る
が
如
き
は
、
大
に
い
ま
し
め
改
良
す
べ
き
点
で
あ

る
。
要
は
儀
式
行
事
は
十
分
に
丁
重
に
し
て
、
虚
栄
奢
修
に
渉
る
事
は
、
断
じ
て
改

良
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
所
謂
華
を
去
っ
て
実
に
就
く
方
針
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
よ
ろ

し
く
時
代
の
趨
勢
に
適
合
せ
し
む
べ
く
、
改
良
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
荷
物
の
如
き
も
徒

ら
に
何
が
何
枚
あ
っ
た
と
か
、
箪
笥
が
何
本
で
長
持
が
何
竿
あ
っ
た
と
云
ふ
や
う
な

事
、
又
は
襟
見
せ
と
云
ふ
虚
栄
心
に
か
ら
れ
て
、
妄
り
に
多
額
の
費
用
を
要
す
る
が

如
き
は
改
良
す
べ
き
要
点
で
あ
る
」
（
一
二
一
ペ
ー
ジ
）
。

（
3
）
妊
婦
・
出
産
の
慣
習
と
「
刷
新
改
良
上
の
意
見
」

　
1
．
出
産
の
慣
習

　
第
二
章
公
徳
、
六
項
目
に
「
汚
物
の
処
置
法
」
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
第
一

項

に
「
出
産
死
亡
の
時
の
汚
物
は
、
墓
地
に
設
備
せ
る
汚
物
穴
に
捨
つ
る
所
多
し
」

（三
七

ペ

ー
ジ
）
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
飾
磨
郡
教
育
会
の
「
刷
新
改
良
上
の
意
見
」

は
、
「
出
産
汚
物
の
処
置
法
は
、
明
治
三
十
四
年
四
月
二
十
日
本
県
令
第
四
十
二
号

胞
衣
及
産
褥
汚
物
取
締
規
則
に
全
然
従
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
今
同
規
則

中
吾
人
の
常
に
心
得
て
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
点
を
抄
録
せ
ん
に
。
第
一
条
出
産
汚
物
は

分
娩
後
二
十
四
時
間
以
内
に
、
埋
没
若
く
は
焼
却
す
る
こ
と
、
第
二
条
右
の
場
所
は

所
轄
警
察
署
の
認
可
を
得
た
る
場
所
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
埋
没
若
し
く
は
焼
却
す
る
を

得
ず
、
第
十
二
条
此
の
規
則
に
違
反
し
た
る
も
の
は
拘
留
又
は
科
料
の
罰
あ
る
こ
と
」

（三
八
～
三
九
ペ
ー
ジ
）
と
な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
妊
娠
中
お
よ
び
出
産
に
関
し
て
は
、
第
八
章
衛
生
、
第
一
項
「
妊
婦
の
衛

生
」
に
、
次
の
六
項
目
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
し
な

　
（
1
）
　
腰
部
に
灸
を
据
ゑ
、
又
は
干
菜
等
の
湯
を
立
て
・
時
々
入
浴
せ
し
め
、
腰

　
　
　
部
及
腹
部
を
温
む
。

　
（
2
）
　
妊
娠
中
は
腹
帯
を
な
し
、
産
後
は
殊
に
枕
を
高
く
し
、
産
児
に
は
、
直
ち

　
　
　

に
母
乳
を
與
へ
ざ
る
等
、
旧
習
を
守
る
も
の
甚
だ
多
し
。

　
（
3
）
　
姫
路
市
富
屋
の
振
出
し
薬
を
服
用
す
る
も
の
あ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
こ
　
　
　
い
り
こ

　
（
4
）
　
妊
娠
中
の
食
物
と
し
て
は
、
蝦
、
■
賊
、
章
魚
、
海
鼠
の
類
を
忌
み
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
も
く
き

　
　
　
分

娩
後
に
は
、
一
般
に
餅
、
味
噌
汁
、
芋
茎
を
食
し
、
蓮
根
、
葱
を
忌

　
　
　
む
も
の
も
あ
り
。

　
（
5
）
　
高
き
所
に
あ
る
も
の
を
取
る
こ
と
、
及
転
ば
ぬ
様
に
注
意
を
な
す
こ
と
。

　
（
6
）
　
或
地
方
は
、
大
抵
産
婆
の
診
察
を
受
け
、
全
く
其
指
揮
に
従
ふ
。

　
　
〔
附
〕
　
懐
胎
中
に
、
産
神
を
奉
祀
せ
る
加
古
郡
大
野
神
社
に
参
詣
し
、
安
産
を

　
　
　
　
祈

り
、
鈴
の
緒
を
借
り
て
腹
帯
と
し
、
守
り
札
を
受
け
、
之
に
偏
頼
し
、

　
　
　
　
又
は

男
の
下
帯
を
腹
帯
と
す
れ
ば
、
安
産
す
と
云
ひ
て
、
衛
生
の
何
物
た

　
　
　
　
る
を
、
心
得
ざ
る
も
の
多
し
」
（
一
九
七
～
一
九
八
ペ
ー
ジ
）
。

　
2
．
「
刷
新
改
良
上
の
意
見
」

　

こ
れ
ら
に
対
す
る
、
飾
磨
郡
教
育
会
に
よ
る
「
刷
新
改
良
上
の
意
見
」
は
次
の
通

り
で
あ
る
。

　
「
妊
婦
の
身
体
を
大
切
に
す
る
の
は
、
一
般
に
す
・
め
ず
と
も
、
よ
く
気
を
付
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

る
か
ら
、
い
ろ
く
の
事
を
し
た
り
、
甚
し
さ
は
諸
種
の
迷
信
に
陥
る
の
で
あ
る
。

故

に
、
婦
人
会
又
は
処
女
会
等
に
於
て
、
産
婆
を
聰
し
て
、
予
じ
め
衛
生
上
、
注
意
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す
べ
き
事
を
、
親
切
に
又
平
易
に
、
且
つ
土
地
及
び
貧
富
等
に
よ
っ
て
、
適
切
に
話

し
て
聞
か
せ
る
の
が
、
最
も
根
本
的
改
良
の
方
法
で
あ
る
か
ら
郡
衛
生
会
等
で
は
、

此
方
法
を
取
っ
て
貰
ひ
た
い
の
で
あ
る
」
（
一
九
九
ペ
ー
ジ
）
。

（
4
）
葬
儀
の
慣
習
と
「
刷
新
改
良
上
の
意
見
」

　
1
．
葬
式
に
関
す
る
行
事

　
葬
儀
の
慣
習
に
つ
い
て
は
主
に
第
一
章
「
社
交
」
の
中
の
「
葬
儀
の
慣
習
」
と
、

第
五
章
「
風
儀
と
言
語
」
の
中
の
「
葬
式
に
関
す
る
行
事
」
と
の
二
章
に
お
い
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
第
五
章
「
風
儀
と
言
語
」
の
「
葬
式
に
関
す
る
行
事
」
と

い
う
項
目
に
は
次
の
よ
う
な
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
非
時
は
精
進
料
理
に
し
て
、
本
膳
、
平
、
壷
、
チ
ヤ
ツ
、
汁
位
の
献
立
な
り
。

　
　
稀
に
酒
を
饗
す
る
も
あ
り
。

　
　
炊
事
手
伝
人
は
、
同
行
と
云
ふ
も
の
あ
り
て
、
其
人
よ
り
頼
み
入
る
・
も
の
と

　
　
す
。
又
隣
家
若
干
戸
の
組
合
中
、
親
類
以
外
の
も
の
・
手
伝
ふ
地
方
も
あ
り
。

　
　
部
落
に
よ
り
て
は
、
手
伝
人
の
風
儀
甚
だ
良
し
か
ら
ず
し
て
、
喰
ひ
荒
す
所
も

　
　
あ
り
。

　
　
盛
物
は
大
抵
粗
末
な
る
菓
子
及
果
物
を
用
ふ
。

　
　
花

は
近
来
大
に
流
行
し
、
親
類
懇
意
の
も
の
よ
り
贈
る
も
の
多
し
。

　
　
地
方
に
よ
り
て
は
非
時
の
膳
部
は
、
焼
豆
腐
二
つ
に
卸
し
生
姜
を
入
れ
た
る
も

　
　
の
・
外
漬
物
の
み
を
以
て
す
る
も
あ
り
。

　
　
鹿
谷
地
方
は
、
米
は
平
素
積
み
立
て
居
る
も
の
を
用
ひ
、
漸
次
に
其
返
却
を
な

　
　
す
も
の
と
す
。
又
村
香
料
と
て
死
去
あ
る
毎
に
、
戸
々
各
壱
銭
宛
集
め
て
貯
蓄

　
　
す
る
の
習
慣
あ
り
。

　
　
他
村
よ
り
親
類
付
合
等
に
て
会
葬
せ
し
者
に
は
、
特
に
下
宿
を
借
り
て
、
酒
を

　
　
饗
す
る
も
あ
り
」
（
一
二
三
～
一
二
四
ペ
ー
ジ
）

　
2
．
「
刷
新
改
良
上
の
意
見
」

　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
、
飾
磨
郡
教
育
会
に
よ
る
「
刷
新
改
良
上
の
意
見
」

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
前
記
手
伝
人
の
風
儀
野
蛮
な
る
も
の
・
如
き
は
、
絶
対
に
矯
正
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

同
情
の
心
の
な
い
の
も
極
点
に
達
し
た
も
の
と
云
っ
て
よ
い
。
其
他
の
改
良
意
見
に

就
て

は
、
交
際
の
章
に
於
て
詳
述
し
た
か
ら
、
此
処
で
は
之
を
省
く
が
、
要
は
葬
儀

に
関
す
る
行
事
は
、
ど
こ
迄
も
真
面
目
に
、
喪
家
に
対
す
る
深
厚
な
る
同
情
心
を

持
っ
て
執
行
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
一
二
五
ペ
ー
ジ
）
。

　
3
．
葬
儀
の
慣
習

　
そ
し
て
、
第
一
章
社
交
の
第
五
項
「
葬
儀
の
慣
習
」
に
は
、
次
の
八
項
目
が
報
告

さ
れ
て
い
る
。

　
（
1
）
　
会
葬
者
に
は
礼
儀
の
心
得
乏
し
く
、
社
杯
を
つ
け
な
が
ら
、
煙
草
入
を
腰

　
　
　

に
し
襟
巻
を
な
せ
る
者
あ
り
。
不
規
律
に
し
て
誠
意
を
か
き
、
笑
語
雑
談
同

　
　
　
情
の

認

む
る
に
由
な
く
、
甚
し
き
は
読
経
を
終
ら
ざ
る
に
、
早
く
も
供
物
を

　
　
　
荒
す
が
如
き
悪
風
あ
る
所
あ
り
。

　
（
2
）
　
服
装
は
白
衣
を
着
す
る
を
通
例
と
し
、
其
数
の
多
き
を
誇
る
地
方
あ
り
。

　
　
　
一
般
会
葬
者
は
羽
織
を
着
す
、
袴
を
着
す
る
は
身
分
あ
る
も
の
・
み
也
。
女

　
　
　
子
の

白
衣
を
着
す
る
も
の
に
し
て
、
か
つ
ぎ
を
畳
み
た
る
ま
・
手
に
持
ち
て

　
　
　
見
送
る
地
方
あ
り
。

　
（
3
）
　
近
親
の
も
の
は
お
寺
を
招
待
し
て
会
葬
す
、
為
め
に
お
寺
の
会
葬
者
多
き

　
　
　
を
以
て
よ
き
葬
式
と
称
し
て
相
誇
る
の
弊
風
あ
る
所
あ
り
。

　
（
4
）
　
送
葬
当
時
喪
家
の
状
態
は
、
湯
灌
と
て
、
夜
中
死
人
に
沐
浴
せ
し
む
。
こ

　
　
　
れ

に
携
は
る
人
々
は
皆
裸
体
と
な
る
。
此
際
湯
灌
酒
と
て
茶
碗
酒
を
呑
む
風

　
　
　
習
あ
る
地
方
あ
り
。

　
　
　
喪
家
の
家
族
は
、
葬
送
準
備
は
勿
論
火
葬
亦
埋
葬
等
に
至
る
迄
、
一
切
関
係

　
　
　
せ
ず
、
同
行
若
く
は
近
隣
の
人
に
一
任
す
。

　
　
　
天
死

は
悼
み
、
老
死
は
祝
す
る
風
あ
り
て
老
死
の
際
は
一
般
に
酒
を
饗
し
、

　
　
　
子
供

に
は
餅
を
配
與
す
る
所
も
あ
り
。

　
　
　
会
葬
者
に
対
し
て
、
葬
送
の
翌
日
主
人
の
礼
に
行
く
地
方
あ
り
。
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（
5
）
　
会
葬
者
に
は
、
一
般
に
非
時
と
称
し
て
飲
食
の
饗
応
を
な
し
、
又
会
葬
者

　
　
　

は
香
料
と
し
て
応
分
の
封
金
を
持
参
す
。

　
（
6
）
　
死
亡
者
あ
れ
ば
、
村
内
一
般
に
、
喪
家
に
就
き
て
弔
詞
を
述
べ
、
近
隣

　
　
　
の

も
の
及
同
行
者
は
直
ち
に
喪
家
に
集
り
て
片
付
け
其
他
凡
て
の
準
備
を
な

　
　
　

し
、
近
隣
の
女
子
は
、
死
人
の
側
に
通
夜
し
て
之
を
弔
ふ
。

　
（
7
）
　
会
葬
者
は
、
如
何
程
遠
方
の
も
の
と
難
も
、
厚
き
親
戚
の
外
は
、
遠
慮
し

　
　
　
て

宿
泊
せ
ざ
る
美
風
あ
り
。

　
　
　
　
　
　
お
く
り

　
　
　
悔

み
、
送
葬
等
は
、
極
め
て
丁
寧
に
つ
と
め
、
且
つ
喪
家
に
対
し
て
相
当
の

　
　
　
同
情
を
有
す
る
美
風
あ
る
処
も
あ
り
。

　
　
　
村
内
は
、
死
亡
者
の
老
幼
を
問
は
ず
、
各
戸
よ
り
一
名
づ
・
必
ず
会
葬
す
る

　
　
　
美
風
あ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
い
ま
ね

　
（
8
）
　
喪
家
は
葬
送
の
二
、
三
日
後
礼
招
き
と
て
、
手
伝
ひ
呉
れ
し
同
行
等
を
招

　
　
　
き
て
饗
応
す
る
所
あ
り
。

　
　
　
香
料
を
う
け
し
も
の
に
は
、
香
典
返
し
と
て
、
餅
、
乾
物
、
又
は
端
書
等
を

　
　
　
贈
る
（
一
八
～
二
一
ペ
ー
ジ
）
。

　
4
．
「
刷
新
改
良
上
の
意
見
」

　
そ

し
て
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
、
飾
磨
郡
教
育
会
に
よ
る
「
刷
新
改
良
上
の
意
見
」

は

次
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
第
一
項
に
記
し
た
る
は
、
現
在
に
於
け
る
弊
風
中
の
弊
風
で
あ
る
。
凡
そ
人
生

の

悲
惨
死
よ
り
大
な
る
は
な
い
の
で
あ
る
。
老
幼
を
問
は
ず
、
死
人
に
別
れ
た
家
族

の

愁
傷
は
、
言
葉
に
も
筆
に
も
蓋
さ
れ
な
い
。
然
る
に
此
葬
儀
に
列
し
て
、
笑
語
、

雑
談

を
す
る
に
至
っ
て
は
、
些
の
同
情
心
を
も
認
む
る
事
が
出
来
な
い
。
実
に
言
語

道
断
の
事
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
殊
に
読
経
の
終
ら
ざ
る
に
、
早
く
も
供
物
を
荒
す

に
至
っ
て
は
実
に
免
し
が
た
き
人
道
の
罪
人
で
あ
る
。
此
の
如
き
悪
事
は
、
絶
対
的

に

な
か
ら
し
む
る
や
う
矯
正
を
要
す
。
か
く
て
最
も
深
厚
な
る
同
情
と
誠
意
と
を
以

て
、
会
葬
す
る
や
う
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
項
の
服
装
は
、
紋
付
羽
織
に
袴
と
云
ふ
事
に
定
め
て
、
白
衣
は
漸
次
廃
止
し

た
い
と
思
う
。
白
衣
必
し
も
悪
い
の
で
は
な
い
、
否
む
し
ろ
習
慣
と
し
て
存
続
し
た

い

の

で

あ
る
が
、
時
勢
の
し
か
ら
し
む
る
処
、
漸
次
減
少
し
て
今
日
に
て
は
整
頓
し

た
る
白
衣
は
殆
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
。
実
に
不
体
裁
極
ま
る
白
衣
を
認
む
る
事
が
多

い

の

で

あ
る
か
ら
、
断
然
改
め
て
紋
付
羽
織
に
袴
と
云
ふ
事
に
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
か
さ

　

第
三
項
お
寺
を
招
待
し
て
其
傘
の
数
多
き
を
誇
る
は
、
本
末
を
誤
っ
て
徒
ら
に
虚

栄
を
競
ふ
事
と
な
る
か
ら
、
此
弊
風
は
除
去
す
べ
き
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
第
四
項
は
美
風
な
れ
ど
も
、
其
内
老
死
を
祝
ふ
と
云
ふ
意
味
の
有
る
の
は
甚
だ
よ

ろ
し
く
な
い
、
老
死
た
り
と
も
、
決
し
て
家
族
と
し
て
祝
ふ
心
は
露
も
あ
る
べ
き
筈

は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
酒
を
飲
ん
だ
り
餅
を
ま
く
等
の
事
は
、
断
じ
て
廃
止
す
べ

き
事
で
あ
る
。

　

第
五
項
非
時
の
饗
応
は
成
る
べ
く
廃
し
た
い
。
殊
に
酒
は
一
切
や
め
る
事
と
し
た

い

が
、
長
き
旧
慣
の
事
に
て
、
急
に
断
行
も
し
が
た
い
点
も
あ
ら
う
か
ら
、
此
等
は

よ
ろ
し
く
地
方
の
申
合
せ
に
よ
っ
て
、
や
め
る
方
針
を
と
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
第
六
項
以
下
は
凡
て
美
風
と
認
む
べ
き
点
な
れ
ば
、
一
層
助
長
発
達
せ
し
め
る
事

に
努
め
た
い
。

　
要
す
る
に
、
喪
家
に
対
し
て
多
大
な
る
同
情
と
深
厚
な
る
誠
意
と
を
以
て
、
凡
て

に
当
る
や
う
注
意
し
た
い
も
の
で
あ
る
」
（
二
一
～
二
三
ペ
ー
ジ
）
。

　

こ
の
よ
う
に
、
第
五
章
「
風
儀
と
言
語
」
に
お
け
る
「
葬
式
に
関
す
る
行
事
」
に

比

べ

て
、
こ
の
第
一
章
「
社
交
」
に
お
け
る
「
葬
儀
の
慣
習
」
に
関
す
る
事
例
に
対

し
て
は
よ
り
多
く
の
改
良
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
教
育
会
の
視
点
と
し
て
は
、

行
事
内
容
よ
り
も
付
合
い
の
旧
習
の
改
善
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
の
表
れ
と
い
え
よ

・
つ
。

　

こ
の
ほ
か
の
章
に
お
い
て
も
葬
儀
に
ふ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
た
と

え
ば
「
葬
式
場
に
於
て
、
式
後
会
葬
者
引
取
り
の
際
、
喪
家
の
一
族
、
設
け
の
場
に

於

て
、
会
葬
者
に
一
々
座
礼
を
以
て
挨
拶
す
る
が
一
般
な
り
。
之
は
立
礼
に
改
む
る

を
よ
し
と
す
」
（
一
二
九
ペ
ー
ジ
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
近
畿
地
方
の
野
辺
送
り
の
慣

習
の
一
つ
で
あ
る
、
喪
主
あ
る
い
は
喪
家
に
よ
る
会
葬
者
へ
の
座
礼
を
行
う
姿
を
否
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定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
や

　
ま
た
、
当
時
の
墓
地
の
様
子
に
つ
い
て
、
「
鹿
谷
の
一
部
に
て
は
、
凡
て
埋
葬
な
り
。

葬
式
は
日
没
後
に
し
て
、
穴
は
浅
く
墓
地
は
各
戸
別
々
に
し
て
、
自
己
の
持
山
又
は

畑
に
埋
葬
し
、
共
同
墓
地
に
葬
る
も
の
少
し
」
（
一
五
九
ペ
ー
ジ
）
、
「
埋
葬
火
葬
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
ば
カ
）

と
も
に
墓
地
狭
隆
に
し
て
普
通
両
者
共
に
草
荘
々
の
荒
野
の
如
し
然
ら
ず
ん
ぼ
農
家

の
物
置
場
所
か
牛
繋
場
所
の
如
き
有
様
な
り
」
（
一
六
〇
ペ
ー
ジ
）
と
報
告
さ
れ
て

い
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
、
火
葬
と
埋
葬
に
つ
い
て
は
宗
教
上
か
ら
も
土
地
の
習
慣
上
か
ら

も
な
か
な
か
改
め
に
く
い
こ
と
で
あ
る
が
、
今
後
の
人
口
増
加
を
考
え
る
と
、
火
葬

に
し
た
い
も
の
だ
と
い
い
、
ま
た
、
そ
の
火
葬
場
の
建
設
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
き
が
ま

な
「
刷
新
改
良
上
の
意
見
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
規
則
上
焼
竈
だ
け
に
は
垣
様

の

も
の
を
造
り
た
る
も
其
は
単
に
形
式
的
に
し
て
墓
地
と
し
て
の
観
念
を
も
つ
と
明

瞭

に
し
且
つ
村
々
に
於
て
も
注
意
し
て
清
潔
に
墓
地
ら
し
く
火
葬
場
の
完
成
を
も
期

す
べ
き
で
あ
る
が
、
之
れ
は
ど
こ
共
無
頓
着
な
様
な
風
だ
か
ら
矢
張
講
話
と
か
説
教

と
か
に
待
つ
か
或
は
部
落
に
て
規
約
を
定
め
て
改
良
す
る
よ
り
外
に
道
は
あ
る
ま

い
」
（
一
六
〇
～
一
六
］
ペ
ー
ジ
）
。

（
5
）
『
飾
磨
郡
風
俗
調
査
』
の
特
徴

　
以
上
の

よ
う
に
、
飾
磨
郡
教
育
会
が
当
時
の
婚
姻
、
妊
婦
・
出
産
、
お
よ
び
葬
儀

に
関
す
る
慣
習
に
つ
い
て
調
査
し
た
「
内
容
」
と
、
そ
れ
に
対
す
る
「
刷
新
改
良
上

の

意
見
」
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
前
者
の
「
内
容
」
に
つ
い

て

は
こ
の
調
査
報
告
書
で
は
調
査
さ
れ
た
す
べ
て
の
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
は

限
ら
ず
、
一
定
の
編
集
整
理
の
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
後
者
の
「
刷
新
改
良
上
の
意
見
」
は
当
時
の
飾
磨
郡
教
育
会
が
内
外
に
向
け
て

発
信

し
て
い
る
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
そ
こ
で
、
当
時
の
慣
習
の

「
内
容
」
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
報
告
書
で
注
目
さ
れ
る
の
は
飾
磨
郡
教
育
会

の

姿
勢
で
あ
る
。
改
良
意
見
の
基
本
を
整
理
し
て
み
る
な
ら
ば
、
以
下
の
点
を
そ
の

特
徴
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
第
一
に
、
飾
磨
郡
教
育
会
に
は
、
当
時
の
慣
習
に
対
し
て
そ
れ
を
伝
承
し
て
き
た

社
会
や
人
び
と
の
意
識
や
行
為
に
つ
い
て
そ
の
背
景
や
理
由
を
分
析
も
し
く
は
理
解

を
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。
第
二
に
、
飾
磨
郡
教
育
会
が
蛮

風
、
悪
風
、
弊
風
と
み
な
し
て
廃
止
す
べ
き
だ
強
調
す
る
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
事

柄
で
あ
る
。
ま
ず
、
（
一
）
婚
姻
縁
組
に
関
す
る
行
事
で
は
、
一
、
夜
を
通
し
て
飲

食
す
る
こ
と
。
二
、
酔
い
つ
ぶ
れ
る
ほ
ど
飲
む
こ
と
、
三
、
虚
栄
奢
修
に
渉
る
こ
と
。

（
二
）
妊
婦
・
出
産
の
慣
習
で
は
、
一
、
諸
種
の
迷
信
に
陥
る
こ
と
。
（
三
）
葬
儀
の

慣
習
で
は
、
一
、
葬
儀
に
際
し
て
の
笑
語
雑
談
、
二
、
読
経
も
終
わ
ら
ぬ
う
ち
か
ら

供
物
を
荒
ら
す
こ
と
。
三
、
だ
ら
し
な
く
不
体
裁
な
白
衣
、
四
、
寺
僧
の
招
待
の
多

寡
に
よ
り
虚
栄
を
競
う
こ
と
、
五
、
老
死
を
祝
う
飲
酒
や
餅
撒
き
、
六
、
非
時
（
食

事
）
の
饗
応
や
飲
酒
。
七
、
喪
主
と
喪
家
に
よ
る
会
葬
者
へ
の
座
礼
。

　

そ
し
て
、
第
三
に
、
飾
磨
郡
教
育
会
が
美
風
と
認
め
助
長
発
達
さ
せ
た
い
と
い
っ

て

い

る
の
は
、
先
の
（
三
）
葬
儀
の
慣
習
の
う
ち
、
死
者
や
喪
家
に
対
し
て
同
情
と

誠
意
を
も
っ
て
死
を
悼
む
姿
勢
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
飾
磨
郡
教
育
会
の
風
俗
改
良
へ

の
基
本
姿
勢
は
、
旧
来
の
慣
習
へ
の
「
同
情
と
誠
意
」
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
「
時

代
の
趨
勢
に
適
合
」
す
べ
き
改
良
の
推
進
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
①
無
礼
講
か
ら
礼
節

へ

、
②
虚
栄
奢
修
か
ら
堅
実
倹
約
へ
、
③
迷
信
か
ら
衛
生
へ
、
④
祝
祭
か
ら
哀
悼
へ
、

と
い
う
改
良
運
動
で
あ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
伝
統
的
な
慣
習
と
し
て
の
民
俗
の
論
理
を
考
え
て
み
る

と
い
う
姿
勢
は
微
塵
も
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
こ
の
記
述
だ
け
で
は
判
断
で
き
な

い

部
分
も
あ
る
が
、
現
在
の
民
俗
学
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
上
記
の
（
三
）
葬
儀
の

慣
習
の
、
二
、
読
経
も
終
わ
ら
ぬ
う
ち
か
ら
供
物
を
荒
ら
す
こ
と
、
に
つ
い
て
も
、

い

た
ず
ら
に
葬
式
の
供
物
を
荒
ら
す
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
生
者
が
食
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
長
生
き
で
き
る
と
か
、
餓
鬼
仏
へ
の
施
し
と
な
り
死
者
が
成
仏
で
き
る
な
ど

の
民
俗
信
仰
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
長
寿
の
者
が
死
亡
し
た
場

合

に
も
、
そ
の
長
寿
の
生
命
力
に
あ
や
か
ろ
う
と
す
る
信
仰
が
酒
や
餅
、
あ
る
い
は
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赤
飯
な
ど
の
飲
食
に
込
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
衣
服
の
上
で
も
、
死
者
の

死
装
束
と
同
じ
白
色
の
衣
服
を
着
用
し
て
喪
主
や
親
族
が
葬
儀
や
野
辺
送
り
を
行
な

う
こ
と
の
中
に
は
、
死
者
が
一
人
で
旅
立
つ
と
き
に
寂
し
が
ら
な
い
よ
う
に
家
族
も

同
じ
白
色
を
身
に
つ
け
て
送
る
と
か
、
親
族
は
死
者
と
同
じ
く
死
藏
を
被
る
存
在
と

み

な
す
民
俗
信
仰
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
慣
習
と
し
て

の

白
衣
も
す
で
に
不
体
裁
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
、
紋
付
羽
織
に
袴
を
着
用
す
る
こ

と
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
死
者
の
霊
魂
を
無
事
に
成
仏
さ
せ
る
た
め
に
は
、
仏
教
の

引
導
渡
し
と
い
う
宗
教
儀
礼
だ
け
で
な
く
、
重
ね
が
さ
ね
の
断
絶
の
意
味
を
も
つ
儀

礼

を
必
要
と
す
る
と
い
う
民
俗
信
仰
に
も
と
つ
く
霊
魂
観
に
つ
い
て
の
理
解
は
そ
こ

で
は

ま
る
で
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
不
衛
生
と
観
察
さ
れ
た
出
産
と
死
亡
の
際
の
汚
物
処
理
に
つ
い
て
も
、
後

産
の
処
理
の
場
合
に
は
な
る
べ
く
日
に
当
て
ず
家
の
玄
関
の
敷
居
の
下
や
便
所
付
近

に
埋
め
る
の
を
慣
習
と
す
る
の
は
、
そ
れ
が
単
に
不
衛
生
な
排
泄
物
と
し
て
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

く
一
定
の
民
俗
信
仰
の
対
象
と
み
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
墓

地

が
荒
野
の

如
し
と
い
う
描
写
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
近
畿
地
方
の
村
落
の

墓
地

の
場
合

に
は
、
近
畿
地
方
独
特
の
歴
史
を
反
映
し
た
墓
地
の
景
観
つ
ま
り
遺
骸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

に

対
す
る
執
着
が
希
薄
な
墓
地
が
存
在
す
る
こ
と
が
、
現
在
の
民
俗
学
の
知
見
か
ら

は
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
そ
の
よ
う
な
視
点
は
こ
の
段
階
の
飾
磨
郡
教

育
会
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

　
つ

ま
り
、
飾
磨
郡
教
育
会
の
視
線
は
、
そ
の
土
地
に
生
活
し
な
が
ら
も
そ
の
土
地

の
生
活
者
の

も
の
で
は
な
く
、
慣
習
を
迷
信
や
弊
風
と
み
る
ま
さ
に
近
代
的
な
「
教

育
者
」
の
視
線
で
あ
り
、
科
学
的
な
知
識
の
普
及
に
よ
っ
て
因
習
を
打
破
す
べ
き
だ

と
す
る
他
者
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
で
は
、
こ
の
明
治
末
か
ら
大
正

初
期

に
か
け
て
の
「
風
俗
調
査
」
と
い
う
の
は
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
姿
勢
で
実
施
さ

れ
た

も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
地
方
改
良
運

動
の
推
進
の
中
で
実
施
さ
れ
た
「
風
俗
調
査
」
に
あ
っ
て
も
地
方
に
よ
り
ま
た
担
当

者

に
よ
り
、
そ
れ
な
り
の
特
徴
が
あ
っ
た
の
も
事
実
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に

『奈
良
県
風
俗
志
』
に
つ
い
て
み
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

③
『
奈
良
県
風
俗
志
』
に
つ
い
て

（
1
）
「
奈
良
県
風
俗
志
』
資
料
調
査

　

1
．
主
旨

　
大
正
四

年
（
一
九
一
五
）
『
奈
良
県
風
俗
志
』
は
、
奈
良
県
教
育
会
に
お
け
る
大

正
天
皇
即
位
御
大
典
記
念
事
業
と
し
て
そ
の
編
纂
事
業
が
計
画
さ
れ
、
資
料
調
査
が

　
　
　
　
（
1
8
）

行

な
わ
れ
た
。
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）
に
創
立
さ
れ
た
奈
良
県
教
育
会
は
、
大

正

四
年
（
一
九
一
五
）
二
月
に
奈
良
県
編
『
大
和
志
料
』
（
上
下
二
巻
）
を
刊
行
し

た
後
、
六
月
に
各
郡
教
育
会
を
通
じ
て
こ
の
風
俗
志
資
料
調
査
を
依
頼
し
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
『
奈
良
県
政
七
十
年
史
』
は
「
大
典
記
念
の
県
事
業
と
し
て
、
男
女
青
年

団
の
振
興
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
と
関
連
し
、
県
民
生
活
の
改
善
に
資
そ
う
と
し
た
も

　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

の

で
あ
っ
た
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
資
料
調
査
は
郡
教
育
会
か
ら
町
村
の
小
学
校
校
長
を
通
し
て
教
員
た
ち
に
委
嘱

さ
れ
て
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
鹿
谷
勲
「
『
奈
良
県
風
俗
誌
』
に

　
　
（
2
0
）

つ
い

て
」
の
紹
介
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
奈
良
県
師
範
学
校
教
諭
高
田
十
郎

（
一
八

八
一
～
一
九
五
二
）
が
編
集
委
員
嘱
託
と
な
っ
て
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
、
そ
の
高
田
に
よ
れ
ば
「
編
纂
の
暇
な
く
て
其
儘
に
な
っ
た
」
こ
と
、
な
ど
が

わ
か
る
。
高
田
は
そ
の
後
、
戦
後
の
昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
）
三
月
に
池
田
源
太
、

仲
川
明
、
岸
田
定
雄
、
岸
田
文
男
、
笹
谷
良
造
、
梅
木
春
和
、
保
仙
純
剛
、
栢
木
喜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

一
ら
と
大
和
民
俗
学
会
創
設
に
携
わ
っ
た
人
物
で
も
あ
る
。
そ
の
と
き
高
田
は
学
会

の
名
称
に
つ
い
て
、
「
『
大
和
民
俗
学
会
』
よ
り
も
『
奈
良
民
俗
学
会
』
と
し
た
方
が

　
　
　
　
　
（
2
2
）

国
際
性
が
あ
る
」
と
言
っ
て
い
た
と
い
う
が
、
こ
の
風
俗
志
に
つ
い
て
も
大
和
風
俗

志
で

は
な
く
『
奈
良
県
風
俗
志
』
と
称
し
て
い
る
。

　
高
田
は
こ
れ
を
「
奈
良
縣
風
俗
志
編
纂
ノ
タ
メ
の
準
備
ノ
又
準
備
」
、
つ
ま
り
県
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内
百
五
十
四
個
市
町
村
基
礎
資
料
の
収
集
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
。
そ
し
て
調
査

の

必
要
性

に
つ
い
て
「
今
日
我
ガ
国
二
用
ヰ
ラ
ル
・
衣
食
住
其
の
他
ノ
物
品
ニ
テ
、

本
、
西
洋
ノ
型
ニ
ヨ
レ
ル
モ
ノ
甚
ダ
少
カ
ラ
ズ
、
又
各
種
生
活
上
社
交
上
ノ
所
作
法

式
ニ
モ
上
ハ
朝
廷
ノ
儀
式
ヨ
リ
下
、
ア
サ
タ
ノ
鷹
答
マ
デ
本
、
西
洋
ノ
風
習
ヲ
採
レ

ル

モ

ノ
亦
頗
ル
多
シ
、
今
後
益
々
同
ジ
方
向
二
進
マ
ン
事
ハ
世
界
ノ
交
通
ノ
一
層
容

易
ト
ナ
リ
頻
繁
ト
ナ
ル
ト
共
二
殆
ド
疑
ナ
キ
所
ナ
リ
ト
難
モ
、
其
ノ
分
量
モ
程
度
モ

恐

ラ
ク
ハ
過
ギ
シ
明
治
ノ
大
御
代
二
於
ケ
ル
ガ
如
ク
多
大
ニ
ハ
ア
ラ
ジ
ト
思
フ
、
サ

レ
バ
今
ノ
時
二
方
リ
テ
我
ガ
風
俗
ノ
何
種
ハ
本
ノ
マ
・
ニ
シ
テ
、
何
種
ハ
如
何
二
変

化

シ
将
タ
西
洋
ヨ
リ
入
来
レ
ル
カ
ヲ
調
べ
置
カ
ン
事
ハ
、
億
萬
斯
年
二
彌
栄
工
彌
メ

デ

タ
カ
ル
ベ
キ
我
ガ
国
ノ
後
ノ
鏡
ト
シ
テ
必
要
ナ
ル
事
ト
イ
フ
ベ
シ
」
と
述
べ
て
い

（2
3
）

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
柳

田
國
男
が
『
郷
土
生
活
の
研
究
法
』
を
著
し
て
生
活
の
中
の
「
古
風
と
流
行
」
、

そ
れ
ぞ
れ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
た
の
は
、
昭

和
一
〇
年
（
一
九
三
五
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
高
田
は
こ
の
時
点
で
早
く
も
そ
の

よ
う
な
視
点
に
立
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
柳
田
は
「
新
時
代
の
教
育
を
充
分
受

け
ず
、
新
し
い
文
化
の
た
だ
中
に
入
っ
て
行
け
な
か
っ
た
人
々
の
所
業
と
観
念
と
に

は
、
何
か
外
か
ら
見
て
一
般
の
気
風
な
い
し
は
慣
行
と
折
り
合
わ
ず
、
い
わ
ゆ
る
現

代
の
生
活
と
連
関
を
絶
っ
て
、
孤
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

だ

け
が
我
々
の
こ
れ
か
ら
利
用
す
べ
き
文
字
以
外
の
資
料
だ
と
言
う
の
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
が
、
高
田
は
奈
良
県
教
育
会
の
事
業
と
し
な
が
ら
も
、
近
代
教
育
や
科

学
、
衛
生
知
識
の
普
及
、
迷
信
の
打
破
、
と
い
う
い
わ
ゆ
る
上
か
ら
の
指
導
と
い
う

態
度
で
臨
む
の
で
は
な
く
、
「
我
ガ
風
俗
ノ
何
種
ハ
本
ノ
マ
・
」
で
あ
る
か
、
そ
の

具
体
的
な
資
料
収
集
を
意
図
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

2
．
項
目

　

調
査
項
目
は
大
項
目
、
中
項
目
、
小
項
目
に
わ
か
れ
て
お
り
、
そ
の
大
項
目
は
、

第
一
類
建
物
造
作
　
第
二
類
衣
服
附
容
器
裁
縫
具
　
第
三
類
飲
食
並
関
連
事
項
　
第

四

類
身
体
装
飾
　
第
五
類
衛
生
清
潔
附
用
具
　
第
六
類
療
養
看
護
附
用
具
用
品
　
第

七
類
採
暖
採
涼
防
火
防
寒
防
風
雨
具
　
第
八
類
防
虫
防
鼠
防
鳥
獣
及
其
用
具
用
品

第
九
類
点
火
点
燈
附
用
具
　
第
十
類
寝
具
　
第
十
一
類
文
房
具
　
第
十
二
類
家
具

第
十
三
類
記
録
帳
簿
日
記
類
　
第
十
四
類
家
族
　
第
十
五
類
子
供
並
育
児
　
第
十
六

類
慰
籍
娯
楽
　
第
十
七
類
人
情
風
儀
　
第
十
八
類
対
他
郷
感
情
　
第
十
九
類
制
裁

第
二
十
類
交
際
　
第
二
十
一
類
冠
婚
葬
祭
並
其
他
の
内
祝
　
第
二
十
二
類
年
中
行
事

　
第
二
十
三
類
神
仏
・
宗
教
・
迷
信
・
観
念
　
第
二
十
四
類
社
会
組
織
　
第
二
十
五

類
共
益
団
体
及
事
業
　
第
二
十
六
類
言
語
　
第
二
十
七
類
僅
謡
　
第
二
十
八
類
伝
説

お

伽
噺
　
第
二
十
九
類
山
河
　
第
三
十
類
村
内
大
土
功
　
第
三
十
一
類
交
通
道
路

第
三
十
二
類
旅
行
　
第
三
十
三
類
農
家
四
季
ノ
一
日
　
第
三
十
四
類
非
常
警
備
及
変

災
処
置
法
　
第
三
十
五
類
郡
内
各
種
職
業
　
第
三
十
六
類
特
殊
社
会
ノ
慣
習
　
第

三
十
七
類
飼
養
動
物
　
第
三
十
八
類
大
奇
木
石
類
　
第
三
十
九
類
経
済
、
か
ら
な
る
。

　

そ
し
て
、
共
同
の
項
目
調
査
の
場
合
よ
く
指
示
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
と
く
に

高
田
は
、
先
の
『
奈
良
県
風
俗
志
記
載
事
項
調
』
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
想
定
し

設
定
し
た
こ
れ
ら
を
基
本
項
目
と
し
な
が
ら
も
、
調
査
の
現
場
で
必
要
な
項
目
が
あ

れ
ば
自
由
に
項
目
を
補
っ
て
記
載
す
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
市
町
村

制
小
學
校
令
サ
テ
ハ
民
法
商
法
刑
法
警
察
令
等
國
家
ノ
制
度
法
令
ノ
規
定
ノ
結
果
ナ

ル

モ

ノ
又
ハ
赤
十
字
社
愛
國
婦
人
會
等
其
ノ
本
部
ガ
首
都
其
ノ
他
ニ
ア
リ
テ
全
國
共

通

ナ
ル
ガ
ゴ
ト
キ
モ
ノ
ハ
凡
テ
之
ヲ
除
外
セ
リ
（
但
就
學
ヲ
嫌
フ
風
習
ト
カ
赤
十
字

社
加
盟
ノ
状
況
ト
カ
バ
風
俗
志
二
入
ル
）
」
と
記
し
、
国
家
が
制
定
し
た
規
定
や
組

織
よ
り
も
そ
の
運
用
の
実
態
を
記
す
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
記
載
ハ
勉

テ

具
躰
的
ニ
シ
テ
實
際
ノ
事
實
ヲ
尊
ビ
考
讃
的
総
括
的
を
尊
バ
ズ
」
「
其
ノ
事
物
ノ

沿
革
、
最
近
ノ
傾
向
等
必
要
二
雁
ジ
記
述
ノ
事
」
と
述
べ
て
、
辞
典
的
な
一
般
的
な

説

明
や
調
査
者
の
考
察
に
は
価
値
を
置
か
な
い
こ
と
、
ま
た
現
状
に
つ
い
て
だ
け
で

な
く
可
能
な
範
囲
で
過
去
の
沿
革
、
つ
ま
り
変
遷
史
に
も
注
意
す
る
な
ど
、
実
態
の

詳
細
な
把
握
を
重
視
し
た
調
査
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
「
市
町
村
記

載

ノ
執
筆
ハ
イ
ヅ
レ
主
ト
シ
テ
學
校
教
員
諸
君
ヲ
煩
ス
事
ナ
ル
ベ
キ
ガ
其
ノ
氏
名
ハ

必
ズ

巻
頭

又
ハ
巻
尾
二
記
載
シ
置
カ
レ
タ
キ
モ
ノ
ナ
リ
」
と
執
筆
者
名
を
明
示
し
て
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お

く
こ
と
も
付
さ
れ
、
情
報
の
信
頼
度
の
確
保
に
つ
と
め
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
高
田
の
方
針
を
受
け
て
、
提
出
さ
れ
た
『
奈
良
県
風
俗
志
』
資
料
に

は
調
査
に
あ
た
っ
た
教
員
に
よ
る
指
導
的
意
見
が
少
な
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
こ

れ

は
、
先
に
み
た
兵
庫
県
の
飾
磨
郡
教
育
会
に
よ
る
『
飾
磨
郡
風
俗
調
査
』
と
比
較

し
て
と
く
に
大
き
な
相
異
で
あ
る
。

　

3
．
調
査

　
そ

の

調
査

は
、
巻
頭
の
緒
言
に
よ
れ
ば
、
郡
教
育
会
長
か
ら
各
町
村
の
風
俗
志

材
料
収
集
委
員
へ
の
委
嘱
が
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
六
月
に
な
さ
れ
、
そ

の

後
、
九
月
中
に
提
出
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
翌
五
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

（
一
九
一
六
）
に
な
っ
て
か
ら
提
出
さ
れ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。

　

4
．
吉
野
郡
教
育
会
の
場
合

　
奈
良
県
の
吉
野
郡
教
育
会
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
委
員
各
位
の
場
合
、
他
の
郡
の
場
合

と
比
べ
て
、
こ
の
風
俗
志
資
料
調
査
の
巻
頭
に
緒
言
を
記
し
て
い
る
例
が
多
い
。
そ

の

う
ち
、
吉
野
郡
小
川
村
の
例
を
み
て
み
る
と
、
「
我
等
不
肖
の
身
に
し
て
朝
に
夕

に
任
重
き
教
養
の
公
務
多
け
れ
ば
こ
を
写
し
出
さ
ん
は
な
か
、
に
容
易
の
業
に

は
非
ざ
り
き
。
或
時
は
物
知
り
よ
と
呼
ば
る
・
翁
を
訪
ひ
、
或
は
人
寄
り
よ
き
家
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

誰
彼
が
夜
話
の
友
と
な
り
、
又
は
心
に
も
な
き
井
戸
端
会
議
に
組
し
て
口
さ
が
き
女

の
連

と
な
る
。
時
に
は
権
兵
衛
を
捕
へ
、
田
吾
作
と
語
り
、
権
公
、
熊
八
の
徒
と
伍

し
て
苦
心
惨
憺
、
亀
勉
、
夜
を
日
に
つ
ぎ
て
得
た
る
も
の
即
ち
こ
の
冊
子
」
と
記
し

て

い

る
。
こ
れ
は
、
小
川
第
一
尋
常
高
等
小
学
校
職
員
五
名
（
内
女
性
二
名
）
の
執

筆
者
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
教
員
と
し
て
の
本
務
の
か
た
わ
ら

村
の
人
々

へ
の

聞
き
取
り
調
査
を
行
な
い
な
が
ら
調
査
資
料
を
ま
と
め
る
こ
と
が
い

か

に
大
変
で
あ
っ
た
か
が
伺
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
調
査
は
村
の
物
知
り
の
老
人
や

生
活
者

と
し
て
の
女
性
た
ち
の
経
験
の
語
り
を
も
と
に
記
述
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
が
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
吉
野
郡
黒
瀧
村
の
例
で
は
、
そ
の
緒
言
に
は
「
本
志
材
料
蒐
集
ニ
ツ
キ
黒

瀧
村
教
員
組
合
会
員
井
二
本
村
教
育
会
長
辻
村
萬
二
郎
氏
、
学
事
主
任
羽
根
正
夫
氏

等
各
自
調
査
分
類
を
担
当
シ
熱
心
二
調
査
セ
ラ
レ
シ
モ
専
門
家
ノ
手
ヲ
煩
ハ
サ
レ
バ

到
底
素
人
ノ
及
バ
サ
ル
所
ア
リ
テ
杜
撰
ノ
誹
ヲ
免
レ
ズ
。
村
内
各
大
字
ニ
ヨ
リ
テ
モ

風
俗
習
慣
ヲ
異
ニ
セ
ル
ヲ
以
テ
綿
密
ナ
ル
調
査
ハ
短
日
内
ニ
テ
到
底
調
査
シ
能
ハ
ザ

ル

ヲ
以
テ
大
体
二
止
メ
タ
リ
」
、
と
大
正
五
年
一
月
付
け
で
黒
瀧
村
調
査
委
員
保
田

林
太
郎
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
短
期
間
で
は
納
得
の
い
く
細
部
に
わ
た
る
十
分

な
調
査
を
行
な
う
こ
と
が
難
し
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
同
郡
国
楳
村
の
場
合
も
、
緒
言
に
お
い
て
村
落
の
地
理
的
概
況
を
記
し
た
後
、

「
道
路
は
大
川
、
小
川
に
沿
ひ
て
縦
横
に
通
し
、
車
馬
の
往
来
に
便
な
り
。
風
俗
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

般

に
質
朴
に
し
て
勤
倹
な
れ
ど
も
柳
か
看
習
を
墨
守
す
る
の
声
未
だ
残
れ
り
。
本
村

の

最
も
誇
と
せ
る
は
『
国
棟
の
翁
』
の
子
孫
た
る
こ
と
是
な
り
。
こ
の
風
俗
志
上
採

録
せ
る
所
、
繁
閑
精
粗
其
宣
し
き
を
期
し
難
く
ロ
ハ
見
聞
の
ま
・
を
載
せ
て
報
告
す
る

に
止
め
し
は
誠
に
遺
憾
の
点
多
け
れ
ど
、
公
務
の
傍
、
且
短
時
日
の
調
査
な
れ
ば
見

る
人
其
心
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
乞
ふ
」
と
記
し
て
お
り
、
や
は
り
短
期
間
で
の
調
査
が

困
難
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
時
間
的
に
余
裕
が
あ
れ
ば
よ
り
詳
細
な
調
査
が
可

能
で
あ
る
と
の
認
識
が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
慣
習
に
対
す
る
調
査
に
つ
い

て

の

潜
在
的
な
意
欲
と
能
力
の
存
在
が
う
か
が
え
る
。

（
2
）
婚
姻
と
階
層
差

　

1
．
冠
婚
葬
祭

　
『
奈
良
県
風
俗
志
』
資
料
の
「
第
二
十
一
類
冠
婚
葬
祭
並
其
他
の
内
祝
」
は
、
一
冠
、

二
婚
、
三
葬
、
四
祭
、
五
其
他
ノ
内
祝
、
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
葬

に
つ
い
て
の
み
、
各
小
項
目
の
最
後
に
「
其
他
」
の
項
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の

調
査
項
目
を
設
定
し
た
奈
良
県
教
育
会
が
、
死
と
葬
送
の
習
俗
に
つ
い
て
は
共
通
項

目
だ
け
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
こ
と
を
予
想
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
出
産
習
俗
に
つ
い
て
は
婚
姻
や
葬
送
の
よ
う
に
独
立
し
た
項
目
と
は
な
ら
ず

に
、
「
其
他
ノ
内
祝
」
の
一
つ
と
な
っ
て
お
り
い
わ
ゆ
る
人
生
儀
礼
全
体
に
占
め
る

割
合
が
低
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
な
お
、
こ
の
風
俗
志
資
料
に
お
い
て
は
、
質
問
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項
目
に
も
そ
の
各
地
の
事
例
報
告
に
お
い
て
も
婚
姻
、
葬
式
、
出
産
に
関
す
る
習
俗

に
つ
い
て
「
冠
婚
葬
祭
」
と
か
「
結
婚
二
関
ス
ル
行
事
」
「
婚
姻
ノ
儀
式
行
事
」
「
儀

式
」
「
仏
事
行
事
」
な
ど
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
「
儀
礼
」
と
い
う
用

語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

　

こ
こ
で
は
、
婚
姻
、
葬
送
、
出
産
の
風
俗
、
な
ど
の
習
俗
に
関
す
る
記
述
か
ら
、

当
時
の
社
会
の
階
層
差
と
習
俗
の
沿
革
に
注
意
し
て
、
そ
の
実
態
を
み
て
い
き
た
い
。

　

2
．
婚
姻
に
み
る
階
層
差

　
婚
姻
、
葬
送
、
出
産
・
産
育
の
う
ち
、
婚
姻
の
調
査
に
の
み
上
流
、
中
流
、
下
流

の

階
層
差
を
想
定
し
た
項
目
が
複
数
み
ら
れ
る
。
「
結
婚
二
関
ス
ル
行
事
ノ
階
級
ニ

ヨ
ル
著
シ
キ
差
」
と
い
う
調
査
項
目
が
あ
り
、
こ
の
項
目
以
外
に
も
婚
姻
全
体
に
つ

い
て

階
層
差
に
留
意
し
た
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
例
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の

よ
う
に
階
層
差
に
留
意
し
た
記
録
が
な
さ
れ
て
い
る
例
と
し
て
、
吉
野
郡
の
紀
ノ
川

沿
い
の
あ
る
村
の
事
例
を
紹
介
し
て
み
る
。

　
①
媒
酌
人
を
つ
と
め
る
人
物
、
②
見
合
い
と
成
婚
、
③
結
納
の
贈
答
内
容
、
④
結

婚
の

行
事
に
み
る
階
級
差
、
⑤
自
由
結
婚
に
対
す
る
観
念
に
つ
い
て
具
体
的
に
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

①

「媒
酌
人
」
に
つ
い
て

　
「
仲
人
ニ
ハ
男
子
ナ
ル
モ
ア
リ
女
子
ナ
ル
モ
ア
リ
一
定
セ
ズ
、
サ
レ
共
比
較
的

（
マ

マ

）

単
簡
ナ
ル
中
流
以
下
ニ
ハ
女
仲
人
多
ク
、
上
流
者
流
ノ
複
雑
ナ
ル
モ
ノ
ニ
至
ツ
テ
ハ

殆
ド
男
子
ノ
仲
人
ナ
リ
ト
ス
」

②

「
見
合
ヒ
ト
成
婚
ト
ノ
関
係
」
に
つ
い
て

　
「
上
流
若
ク
ハ
中
流
ノ
心
得
タ
ル
家
ニ
ア
リ
テ
ハ
見
合
ヲ
ナ
ス
迫
二
於
テ
双
方
大

略
ノ
取
調
ヲ
ナ
シ
殆
ト
婚
意
ノ
熟
セ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
婚
者
双
方
ニ
モ
実
二
其
心
コ
ソ

ア

ル

ベ

ケ
レ
、
多
ク
ハ
見
合
ヒ
ス
レ
バ
其
事
ハ
成
立
ス
、
男
子
ニ
シ
テ
其
意
二
適
シ

タ
ル
時
ハ
自
己
ノ
携
ヘ
タ
ル
扇
子
ヲ
談
家
二
置
キ
其
意
思
ヲ
示
ス
ノ
風
ア
リ
。
サ
レ

共
中
流
（
不
注
意
ノ
家
）
若
ク
ハ
下
流
二
於
テ
ハ
双
方
ノ
諸
種
ノ
探
求
ヲ
凌
エ
シ
見

合

ヒ
ヲ
先
キ
ニ
ス
ル
モ
ノ
多
ケ
レ
バ
見
合
ヒ
ヲ
ナ
シ
テ
其
事
ノ
不
成
立
二
至
ル
モ
ノ

ナ
キ
ニ
非
ズ
、
之
レ
等
ハ
主
ト
シ
テ
容
貌
二
重
キ
ヲ
置
キ
結
婚
ノ
重
大
ナ
ル
真
意
ヲ

真
面

目
二
思
慮
了
解
セ
サ
ル
ニ
ヨ
ル
ナ
ラ
ン
」

③

「結
納
ノ
贈
答
」
（
内
容
）
に
つ
い
て

　
「
結
納
贈
答
品
ハ
身
分
、
家
柄
、
習
慣
等
ニ
ョ
リ
種
々
ア
リ
テ
一
定
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、

　
今
現
品
ノ
場
合
ノ
上
流
ノ
一
例
ヲ
左
二

　
　
憂
斗
　
末
広
　
被
服
（
嬬
衿
、
上
衣
、
中
衣
、
下
衣
、
帯
）
　
化
粧
品
　
履
物

　
　
樽
　
肴
　
時
計
　
指
環
等
ナ
リ

　
中
流
ノ
一
例

　
　
慰
斗
　
末
広
壱
箱
　
衣
服
料
壱
封
　
樽
料
壱
封
　
肴
料
壱
封
　
化
粧
料
壱
封

　
　
延
紙
壱
束
　
履
物
料
壱
封

　
下

流
ニ
ア
リ
テ
ハ
扇
子
、
樽
位
二
金
封
ヲ
添
ヘ
テ
済
ス
ナ
リ
、
又
少
量
ノ
金
封
ノ

　

ミ
ナ
ル
ア
リ
」

④

「
結
婚
二
関
ス
ル
行
事
ノ
階
級
ニ
ヨ
ル
著
シ
キ
差
」
に
は
、
下
層
社
会
の
場
合
と

上
層
社
会
の
場
合
と
で
、
見
合
い
、
結
納
、
輿
入
れ
、
披
露
か
ら
式
後
ま
で
を
対
比
し
、

「
要
ス
ル
ニ
結
婚
全
般
ヨ
リ
見
レ
バ
表
記
ノ
如
ク
上
下
ニ
ョ
リ
テ
其
ノ
行
事
ノ
数
二

於
テ

甚
ダ
シ
キ
差
ナ
リ
。
又
同
一
名
目
ナ
ル
行
事
二
付
キ
テ
モ
己
二
（
（
1
）
正
式

結
婚
）
二
於
テ
記
シ
タ
ル
如
ク
其
ノ
行
事
ヤ
一
ハ
簡
略
粗
漏
ニ
シ
テ
一
ツ
ハ
厳
格
綿

密
ニ
シ
テ
礼
ヲ
重
ン
ズ
、
其
ノ
差
ヤ
甚
ダ
シ
事
毎
二
其
ノ
著
シ
キ
差
ア
ル
モ
ノ
ナ
リ
」

と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
最
下
層
社
会
ニ
ア
リ
テ
ハ
所
謂
結
婚
ノ
形
式
ヲ
踏
マ

ズ

自
己
ノ
欲
ス
ル
マ
・
二
夜
人
知
レ
ズ
婦
タ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ヲ
連
レ
帰
リ
翌
日
ヨ
リ
一

家
夫
妻
ノ
形
ヲ
ナ
セ
ル
モ
ノ
、
又
娼
妓
社
会
ヨ
リ
連
レ
帰
リ
テ
一
家
ヲ
形
成
ス
ル
モ

ノ
等
ハ
無
キ
ニ
ア
ラ
ズ
、
是
等
二
至
ツ
テ
ハ
何
等
結
婚
ノ
行
事
ト
テ
ハ
ナ
キ
モ
ノ
ナ

リ
」
と
記
述
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
調
査
者
は
結
納
の
沿
革
に
つ
い
て
「
往
昔
ハ
頗
ル
厳
格
慎
重
二
其
式
ヲ
行

ヒ
明
治
初
代
ハ
猶
其
事
ノ
行
ハ
レ
シ
モ
ノ
ナ
ル
モ
文
化
ノ
発
達
ト
共
二
年
ヲ
追
フ
テ

簡
単
ト
ナ
リ
明
治
中
年
頃
ハ
殆
ト
古
式
ヲ
用
フ
ル
モ
ノ
ナ
キ
ニ
至
レ
リ
、
其
レ
ヨ
リ

又
交
通
通

信
ノ
機
関
年
々
利
便
ト
ナ
リ
明
治
末
年
殊
二
大
正
ノ
昨
今
ハ
全
ク
古
式
ヲ
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去

リ
、
金
銭
時
間
等
ノ
経
済
上
ヨ
リ
割
出
シ
テ
ロ
バ
其
ノ
精
神
ノ
存
ス
ル
所
二
重
キ
ヲ

置
キ
形
式
方
法
等
ハ
大
二
略
セ
ラ
ル
・
二
至
レ
リ
」
と
記
し
、
大
正
四
年
当
時
は
明

治
初
期
に
比
べ
て
簡
略
化
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

⑤
自
由
結
婚
に
つ
い
て
　
そ
の
よ
う
な
厳
格
慎
重
な
結
納
を
経
て
、
婚
姻
の
儀
式
が

執
り
行
な
わ
れ
た
一
方
、
「
自
由
結
婚
ナ
ル
モ
ノ
ハ
相
当
学
識
ア
ル
モ
ノ
・
間
二
行

ハ
ル
・

モ

ノ
稀
ニ
ハ
無
キ
ニ
ア
ラ
サ
ル
モ
殆
ト
ナ
シ
、
最
モ
行
ハ
ル
・
ハ
下
層
社
会

な
り
」
、
こ
れ
に
対
す
る
土
地
の
人
の
感
想
と
し
て
は
、
「
自
由
結
婚
ハ
寧
ロ
下
卑
ス

ル

ノ
風
ア
リ
、
但
シ
下
層
二
至
リ
テ
ハ
別
二
何
ノ
感
ナ
キ
モ
ノ
・
如
し
」
と
い
う
よ

う
に
下
層
社
会
に
お
い
て
は
自
由
結
婚
が
「
何
ノ
感
ナ
キ
モ
ノ
・
如
し
」
行
な
わ
れ

て

い
た
と
い
う
。

　

3
．
他
の
町
村
の
報
告
に
み
る
階
層
差

　
婚
姻

に
み
る
階
層
差
は
他
の
町
村
の
調
査
資
料
に
お
い
て
も
顕
著
で
あ
っ
た
。
た

と
え
ば
、
結
納
及
び
儀
式
そ
の
他
の
諸
費
に
つ
い
て
、
下
層
社
会
で
は
「
拾
五
円
位

ヲ
要
ス
ル
ノ
ミ
」
で
あ
る
の
に
対
し
上
流
社
会
で
は
「
五
百
円
位
二
達
ス
ル
モ
ノ
ア

リ
」
（
吉
野
郡
）
、
「
下
層
社
会
ノ
例
、
結
婚
二
関
ス
ル
諸
行
事
ハ
総
ベ
テ
簡
単
ナ
リ
。

上
流
社
会
ノ
例
、
結
婚
二
関
ス
ル
諸
行
事
ハ
総
ベ
テ
複
雑
ナ
リ
」
（
吉
野
郡
）
、
ま
た
「
下

層
社
会
ハ
極
ク
簡
単
ニ
シ
テ
猫
ノ
子
ヲ
貰
フ
如
キ
感
ア
リ
。
上
流
社
会
ハ
丁
寧
ニ
シ

テ

却
ツ

テ

虚
礼
ノ
如
キ
感
ア
リ
」
　
（
添
上
郡
）
、
「
下
層
社
会
二
於
テ
ノ
結
婚
ハ
家
二

依

リ
テ
ハ
小
規
模
ナ
レ
共
挙
式
ヲ
ナ
シ
三
々
九
度
ノ
盃
モ
挙
グ
レ
共
、
唯
何
ノ
式
典

モ
挙
ゲ

ズ
犬
ノ
子
ヤ
猫
ノ
子
ヲ
貰
ツ
タ
様
ナ
態
度
デ
結
婚
シ
テ
ヰ
ル
ノ
モ
ア
ル
。
上

流
社
会
ノ
人
ノ
如
ク
見
合
等
ス
ル
ガ
如
キ
コ
ト
少
ク
親
族
知
人
ノ
モ
ノ
ヲ
招
待
シ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

結
婚
ノ
式
ヲ
挙
ゲ
結
婚
披
露
ヲ
ナ
ス
ガ
如
キ
コ
ト
少
シ
、
飲
食
物
（
料
理
食
器

献
立
等
ハ
極
貧
弱
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
（
添
上
郡
）
、
な
ど
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
結
納
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
「
昔
時
ハ
勉
メ
テ
内
容
ノ
豊
富
ト
鄭
重
二

扱
フ

コ

ト
ニ
意
ヲ
用
ヒ
タ
リ
シ
ガ
現
今
ハ
一
般
二
節
倹
ヲ
旨
ト
シ
、
簡
略
ヲ
尊
ビ
相

互

二
可

成
財
ト
時
ト
ヲ
浪
費
セ
ザ
ラ
ン
ト
ス
ル
傾
向
ア
リ
」
（
吉
野
郡
）
と
い
う
例

も
あ
れ
ば
、
一
方
、
「
結
納
ノ
贈
答
ハ
昔
ヨ
リ
ア
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
只
た
の
み
（
筆
者

注
一
現
金
、
衣
類
、
憂
斗
等
）
ノ
ミ
ハ
年
々
重
ヌ
ル
ニ
従
ヒ
漸
次
其
価
格
増
加
ス
ル

ノ
傾
キ
ア
リ
明
治
初
年
ト
現
今
ト
其
額
ヲ
比
較
ス
ル
ニ
其
金
額
十
数
倍
以
上
二
達
セ

リ
」
（
吉
野
郡
）
、
と
い
う
例
も
あ
り
、
節
約
化
と
増
加
傾
向
と
い
う
相
反
す
る
両
者

の
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
嫁
入
り
道
具
の
運
搬
に
つ
い
て
は
、
「
上
流
者
間
ニ
ハ
入
輿
ト
共
二
人
夫

ヲ
シ
テ
運
搬
セ
シ
ム
レ
ド
モ
、
多
ク
ハ
所
謂
『
荷
（
二
）
ヨ
リ
モ
産
（
三
）
が
先
』

ニ
テ

入
輿
後
数
年
ヲ
経
テ
長
キ
ハ
五
、
六
人
ノ
子
ヲ
挙
ゲ
タ
ル
上
ニ
テ
ナ
ス
モ
ノ
ア

リ
」
（
吉
野
郡
）
、
と
い
う
よ
う
な
記
述
も
み
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
自
由
結
婚
に
つ
い
て
は
、
「
未
婚
ノ
モ
ノ
相
思
ト
ナ
リ
テ
妊
娠
セ
ル
ト

キ
」
に
行
な
わ
れ
、
「
其
日
暮
シ
ニ
送
レ
ル
モ
ノ
ニ
多
シ
、
昔
ハ
自
由
結
婚
ハ
殆
当

然

ノ
様
二
行
ハ
レ
タ
ル
モ
今
ハ
自
由
結
婚
ス
ル
モ
ノ
ナ
シ
。
近
年
マ
デ
多
カ
リ
シ
タ

メ
ニ
甚
ダ
シ
ク
嘲
笑
又
ハ
卑
ム
コ
ト
ナ
カ
リ
シ
ガ
近
来
少
ク
ナ
ル
ト
共
二
冷
笑
ノ
多

ク
ナ
ル
傾
ア
リ
」
（
吉
野
郡
）
と
い
う
報
告
が
あ
り
、
近
年
ま
で
自
由
結
婚
が
む
し

ろ
当
然
の
よ
う
に
多
か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
自
由
結
婚
は
「
野
合
ノ
結

果
、
妊
娠
ス
ル
者
多
シ
、
無
論
中
流
以
下
ノ
者
タ
ル
ベ
シ
」
（
宇
陀
郡
）
と
い
う
。
「
結

婚
二
関
ス
ル
行
事
ノ
階
級
ニ
ヨ
ル
著
キ
差
」
と
し
て
「
下
層
社
会
ノ
例
、
婚
姻
披
露
、

衣
装
見
セ
等
行
ハ
ズ
。
上
流
社
会
ノ
例
、
之
ヲ
行
フ
」
（
宇
陀
郡
）
、
ま
た
「
下
層
社

会
ノ
例
、
人
目
ニ
ツ
カ
ヌ
夜
間
ニ
ツ
レ
帰
リ
テ
其
ノ
マ
マ
盃
モ
何
モ
セ
ズ
嫁
入
、
上

流
社
会

ノ
例
、
都
会
ヨ
リ
板
場
人
、
芸
者
、
仲
居
等
ヲ
呼
ブ
コ
ト
モ
ア
リ
、
村
中
ノ

人
ヲ
呼
ビ
テ
祝
フ
コ
ト
ア
リ
」
（
吉
野
郡
）
、
な
ど
と
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
結
婚
そ
の
も
の
が
基
本
的
に
若
い
男
女
の
縁
結
び
と
新
た
な
家
庭
設
営

で

あ
り
、
そ
れ
に
と
も
な
い
盛
大
な
儀
式
や
行
事
を
行
な
う
か
否
か
は
、
ま
さ
に
上

流
社
会
と
下
層
社
会
の
経
済
力
に
よ
る
選
択
次
第
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

上
流
社
会
ほ
ど
資
金
を
か
け
て
儀
式
や
行
事
を
盛
大
に
行
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
り
、
下
層
社
会
で
は
そ
れ
こ
そ
「
猫
ノ
子
ヲ
貰
フ
如
キ
」
と
か
「
犬
ノ
子
ヤ
猫
ノ

子

ヲ
貰
ツ
タ
様
ナ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
そ
の
犬
の
子
や
猫
の
子
と

い
う
表
現
は
当
時
の
調
査
者
た
ち
の
視
線
を
よ
く
表
す
言
葉
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
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た
だ
し
、
ひ
る
が
え
っ
て
か
つ
て
は
自
由
結
婚
が
決
し
て
め
ず
ら
し
く
な
か
っ
た
と

い
う
記
述
は
注
目
さ
れ
る
。

　
な
お
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
上
流
、
中
流
、
下
層
の
基
準
は
か
な
ら
ず
し
も
明

示

さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
現
地
の
教
員
層
か
ら
の
印
象
的
な
視
点
に
よ
る
分
類
と
い
え

よ
う
が
、
上
流
は
地
主
や
旧
家
、
下
層
は
零
細
小
作
農
、
そ
し
て
中
流
は
文
字
通
り

そ
の
中
間
層
の
自
小
作
農
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
婚
姻
と
披
露
の
儀
礼
を
盛
大

に

行

な
う
の
は
当
然
な
が
ら
そ
れ
を
支
え
る
経
済
力
、
資
金
力
の
あ
る
上
流
社
会
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
上
流
社
会
で
は
早
く
か
ら
自
由
結
婚
が
行
な
わ
れ
な
く
な
り
中

流
か

ら
下
層
社
会
に
そ
れ
ら
が
ま
だ
残
っ
て
い
た
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
点
も
興
味
深

い
。

（
3
）
出
産
と
衛
生

　
次
に
、
出
産
前
後
の
習
俗
に
つ
い
て
そ
の
沿
革
を
中
心
に
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
1
．
産
婆
の
登
場

　
近
代
日
本
に
お
け
る
職
業
的
産
婆
の
誕
生
に
つ
い
て
は
、
大
出
春
江
「
病
院
出
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

の

成
立
と
加
速
－
正
常
産
を
め
ぐ
る
攻
防
と
産
師
法
制
定
運
動
を
中
心
と
し
て
ー
」

に
よ
れ
ば
、
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
七
月
の
産
婆
規
則
公
布
に
よ
っ
て
、
専

門
職
と
し
て
の
産
婆
が
全
国
レ
ヴ
ェ
ル
で
法
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
産
婆
資
格
は
一

年
以
上
の
産
婆
学
を
学
ん
だ
後
に
産
婆
試
験
に
合
格
し
た
者
で
あ
る
こ
と
、
試
験
は

道
府
県
単
位
で
実
施
さ
れ
る
、
二
〇
歳
以
上
の
女
子
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
授
与
さ

れ
、
産
婆
の
任
務
は
い
わ
ゆ
る
正
常
産
に
対
処
し
、
妊
産
婦
や
子
供
に
異
常
を
認
め

た
場
合
に
は
医
師
に
対
応
を
委
ね
る
、
ま
た
消
毒
、
膀
帯
切
断
、
涜
腸
を
除
い
て
産

科
器
械
の
利
用
や
投
薬
を
し
て
は
な
ら
な
い
、
な
ど
が
定
め
ら
れ
た
。
し
か
し
当
時

ま
だ
経
過
措
置
と
し
て
、
従
来
の
資
格
を
も
た
な
い
者
で
も
、
出
願
す
れ
ば
地
域
限

定
で
し
か
も
五
年
以
内
と
い
う
限
定
で
産
婆
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
の
営
業
が
認
め

ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
産
婆
規
則
公
布
か
ら
二
年
後
の
、
明
治
三
四

年
（
一
九
〇
一
）
に
は
従
来
開
業
産
婆
お
よ
び
現
地
開
業
産
婆
（
い
わ
ゆ
る
旧
式
産

婆
）
が
圧
倒
的
に
多
数
で
、
試
験
合
格
に
よ
る
産
婆
（
い
わ
ゆ
る
新
式
産
婆
）
は
千

人

に
満
た
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
に
は
試
験
合
格
に
よ

る
産
婆
が
一
万
人
を
超
え
、
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）
に
は
新
式
産
婆
が
入
割
を

占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
（
同
論
文
二
七
ペ
ー
ジ
表
1
参
照
）
。

　

2
．
出
産
習
俗
の
変
化

　
ま
た
、
同
論
文
に
よ
れ
ば
出
産
場
所
と
そ
の
変
化
に
つ
い
て
み
る
と
、
一
九
一
〇

年
代
後
半
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
、
東
京
、
大
阪
、
神
戸
、
京
都
な
ど
の
都
市
部

で

は
、
主
に
職
工
労
働
者
な
ど
貧
困
者
層
が
利
用
す
る
産
院
と
富
裕
者
向
け
の
産
院

が
で

き
、
そ
れ
ぞ
れ
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
病
院
出
産
が
定

着
す
る
の
は
一
九
五
〇
年
代
以
降
で
あ
る
が
、
す
で
に
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年

代
に
か
け
て
大
都
市
部
に
お
い
て
は
出
産
場
所
が
家
か
ら
専
用
施
設
へ
と
変
化
し
始

め

て

い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の

よ
う
な
、
文
献
か
ら
追
跡
さ
れ
る
近
代
化
の
動
き
の
な
か
で
、
こ
の
奈
良

県
地
域
に
お
け
る
出
産
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
。
大
正
初
期
当
時
も
ま
だ
出
産
は

自
宅
の
納
戸
な
ど
で
行
な
わ
れ
、
六
日
目
に
六
日
剃
り
と
呼
ば
れ
る
新
生
児
の
初
毛

を
剃
る
儀
礼
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
後
、
一
一
日
目
に
産
婦
の
床
払
い
が
行
な
わ
れ
て

い

た
。
そ
し
て
、
三
〇
日
前
後
に
宮
参
り
が
行
な
わ
れ
、
百
日
目
に
食
い
初
め
が
行

な
わ
れ
る
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
当
時
、
産
婆
が
い
な
い
町
村
も
あ
っ

た
が
、
す
で
に
新
式
の
産
婆
と
旧
式
の
産
婆
と
が
併
存
し
て
い
た
村
が
多
か
っ
た
。

具
体
的
な
例
と
し
て
、
吉
野
郡
を
中
心
に
事
例
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　
事
例
1
　
吉
野
郡
下
市
村

出
産
体
位
の
変
化
　
吉
野
郡
下
市
村
に
は
七
人
の
産
婆
（
新
式
六
人
、
旧
式
一
人
）

が
い

た
。
産
婆
は
、
妊
婦
が
五
カ
月
目
の
戌
の
日
に
着
帯
し
た
後
、
毎
月
一
回
、
診

察
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
「
在
部
又
ハ
下
流
一
般
ハ
臨
月
又
ハ
ニ
、
三
ケ
月
前
二
至

リ
テ
初
メ
テ
産
婆
ノ
診
察
ヲ
受
ク
ル
ナ
リ
、
又
産
ノ
時
二
至
リ
テ
産
婆
ヲ
雇
フ
モ
ア

リ
、
出
産
後
ハ
浴
ヲ
行
フ
為
六
日
又
ハ
十
一
日
迄
ハ
毎
日
来
ル
」
と
い
う
状
況
で
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あ
っ
た
。
そ
の
謝
礼
は
「
貧
富
ニ
ヨ
リ
テ
差
ア
レ
ド
モ
普
通
一
回
ノ
診
察
ハ
十
銭
乃

至

二
十

銭
、
出
産
手
数
料
二
円
乃
至
五
円
也
。
右
ノ
外
二
多
ク
ハ
心
付
又
ハ
祝
儀
ト

シ
テ
身
分
相
応
二
差
遣
ハ
ス
モ
ノ
ナ
リ
。
産
婆
ナ
キ
地
方
ニ
テ
ハ
助
産
婦
二
対
シ
只

心
付
ケ
ト
シ
テ
身
分
相
応
ノ
若
干
ノ
謝
礼
ヲ
出
ス
。
産
婆
ヲ
雇
フ
ヨ
リ
ハ
簡
単
ナ
ル

ノ
故
ヲ
以
テ
在
部
ニ
テ
ハ
大
方
之
ヲ
雇
フ
」
と
あ
る
。
こ
の
産
婆
が
い
な
い
地
方
の

助
産
婦
と
は
「
地
方
ノ
老
練
家
又
ハ
産
二
経
験
ア
ル
モ
ノ
産
婆
二
代
リ
テ
助
産
ヲ
ナ

ス
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
女
性
の
経
験
者
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
出
産
は
納
戸
で
行
な
わ
れ
、
産
褥
に
つ
い
て
は
「
衛
生
二
注
意
セ
ル
上

流
ニ
ア
リ
テ
ハ
産
褥
ハ
勿
論
産
室
ノ
一
切
悉
ク
白
色
ノ
モ
ノ
ヲ
用
フ
ト
難
モ
普
通
ハ

平
常
ノ
褥
其
ノ
儘
ナ
リ
。
但
シ
褥
ノ
上
二
汚
物
ノ
漏
出
ヲ
防
ガ
ン
ガ
為
二
合
羽
ノ
類

ヲ
敷
ク
モ
ノ
多
シ
。
勿
論
季
節
ニ
モ
依
ル
ベ
ケ
レ
ド
モ
下
流
ニ
ア
リ
テ
ハ
錘
、
莫
産

ノ
類
ノ
上
二
布
片
類
ヲ
敷
キ
テ
産
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ア
リ
」
と
い
う
状
況
で
出
産
に
臨

ん

で

い

た
。
そ
し
て
、
「
新
式
ノ
産
婆
ニ
ヨ
ル
モ
ノ
ハ
臥
仰
、
又
ハ
横
臥
ノ
位
置
ニ

テ

産
ス
。
旧
式
ノ
産
婆
ニ
ヨ
ル
モ
ノ
ハ
斜
（
体
後
二
夜
具
ヲ
積
ミ
テ
依
ル
物
ト
ス
）

又
ハ
脆
居
ノ
位
置
ニ
テ
産
ス
。
但
シ
産
婆
二
関
セ
ズ
初
産
ノ
時
ノ
位
置
二
依
ラ
ズ
ン

バ
産
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
モ
ノ
ア
リ
」
。
そ
し
て
、
「
産
婆
ハ
陣
痛
ノ
場
合
一
二
種
ノ

声
ヲ
カ
ケ
テ
産
婦
二
勢
ヲ
付
ク
、
分
娩
ノ
際
ハ
会
陰
保
護
ヲ
ナ
シ
ツ
・
産
セ
シ
ム
。

出
産
ス
レ
バ
膀
緒
ヲ
産
児
ノ
腹
皮
際
ヨ
リ
ニ
横
指
又
ハ
三
横
指
ノ
所
ニ
テ
ニ
ケ
所
ヲ

縛

リ
テ
中
央
ヨ
リ
切
断
ス
而
シ
テ
後
陣
痛
ノ
来
ル
ト
共
二
腹
部
ヲ
圧
シ
テ
胎
盤
ヲ
体

外
二
出
サ
シ
ム
、
次
二
腹
帯
ヲ
母
体
二
施
ス
」
。
そ
し
て
生
児
に
初
湯
を
な
し
、
膀

の
処
理
を
行
な
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

胞
衣
の
処
理
の
変
化
　
胞
衣
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
「
胞
衣
ノ
容
器
ハ
普
通
杉
木
ノ

桶
ニ
シ
テ
大
サ
バ
凡
ソ
直
径
七
八
寸
（
高
サ
及
蓋
モ
同
ジ
位
）
ナ
リ
。
多
ク
ハ
墓
地

ノ
一
部
二
埋
没
所
ヲ
設
ケ
ア
リ
テ
之
二
埋
没
ス
サ
レ
ド
モ
家
二
依
リ
テ
ハ
今
尚
屋
敷

内
ノ
一
部
二
穴
ヲ
掘
リ
テ
埋
ム
モ
ノ
モ
ア
リ
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
家
の
屋
敷
内
に

埋
め

て

い

た
方
式
か
ら
、
墓
地
の
定
め
ら
れ
た
区
画
に
埋
め
る
方
式
へ
と
変
化
し
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
処
理
方
法
の
沿
革
を
み
る
と
、
「
元
来
胞
衣
ヲ
納
ム

ル

ニ

ハ
方
位
ノ
善
悪
ヲ
称
へ
（
戌
亥
ノ
方
ヲ
良
シ
ト
云
ヘ
リ
）
埋
ム
ル
ニ
吉
日
ヲ
選

ビ
テ
地
中
深
ク
六
七
尺
モ
堀
リ
テ
塩
水
ニ
テ
清
メ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
而
シ
テ
其
ノ
納
ム

ル

ニ

門
ノ
入
ロ
ヲ
以
テ
シ
多
ク
ノ
人
二
踏
マ
ル
ル
ヲ
以
テ
頭
固
ム
ト
称
ヘ
シ
モ
ノ
ナ

リ
、
サ
レ
ド
モ
近
時
カ
カ
ル
方
位
、
日
二
関
ス
ル
迷
信
ハ
殆
ン
ド
絶
へ
又
衛
生
上
ヨ

リ
一
定
ノ
地
二
埋
ム
ル
事
ト
ナ
レ
リ
」
と
あ
る
。

新
生
児
の
授
乳
・
初
毛
剃
り
そ
の
他
　
新
生
児
の
授
乳
に
つ
い
て
「
新
乳
ハ
生
児
二

毒
ア
リ
ト
テ
一
二
、
四
日
ヲ
経
タ
ル
後
始
メ
テ
飲
マ
ス
モ
ノ
多
シ
。
出
乳
多
キ
時
ハ
其

ノ
乳
ノ
出
ル
ニ
困
リ
可
惜
ハ
乳
ヲ
搾
リ
テ
捨
ツ
ル
モ
ノ
ア
リ
。
サ
レ
共
近
来
新
乳
ノ

却
而
有
効
ナ
ル
ヲ
証
セ
ラ
ル
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
最
初
ヨ
リ
飲
マ
ス
モ
ノ
（
即

二
十
四
五
時
間
後
）
漸
ク
多
ク
ナ
レ
リ
」

　
ま
た
生
後
七
日
目
に
初
毛
を
剃
る
が
、
「
近
来
生
理
思
想
ノ
発
達
ヨ
リ
胎
毛
ヲ
剃

去
セ
ザ
ル
モ
ノ
漸
ク
多
ク
ナ
レ
リ
。
剃
リ
タ
ル
毛
ハ
紙
二
包
ミ
（
穴
ア
ル
銭
ヲ
入
レ

ル

ナ
リ
）
人
通
リ
多
キ
四
辻
二
捨
ツ
ル
ナ
リ
」
。
膀
の
緒
は
「
出
生
ノ
年
月
日
ヲ
記

シ
テ
秘
蔵
ス
。
母
親
ノ
死
去
セ
シ
時
ハ
之
ヲ
棺
二
収
ム
ル
モ
ノ
ア
リ
」
と
あ
る
。

産
婦
の
産
後
　
就
褥
日
数
は
一
週
間
な
い
し
一
〇
日
間
で
、
「
産
褥
ニ
ア
ル
間
ハ
普

通
其
ノ
就
褥
部
屋
二
食
物
ヲ
持
チ
運
ビ
テ
食
セ
シ
ム
、
食
器
モ
別
ニ
ス
ル
習
慣
ア
リ
。

蓋

シ
産
ノ
為
二
身
ノ
稜
レ
タ
ル
ヲ
忌
ム
ノ
意
ナ
ラ
ン
。
産
褥
ヲ
離
レ
身
ヲ
清
メ
タ
ル

上
初
メ
テ
家
族
全
体
ト
膳
ヲ
共
ニ
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
。

　
床
払
は
「
普
通
三
週
間
後
ナ
リ
又
六
日
十
日
ニ
シ
テ
払
フ
モ
ノ
モ
多
シ
。
床
払
ヒ

ノ
時
ハ
産
婆
ヲ
始
メ
親
族
ヲ
招
キ
テ
饗
応
ス
ル
事
ア
レ
ド
モ
普
通
ハ
別
段
之
ヲ
行
フ

モ

ノ
ナ
シ
」
、
産
婦
の
頭
髪
は
「
大
抵
ハ
十
一
日
目
に
椀
ル
、
弱
キ
者
ハ
ニ
十
日
又

ハ

一
ケ
月
後
ナ
リ
」
と
あ
る
。

宮
参
り
　
下
市
村
の
場
合
男
子
は
三
二
日
、
女
子
は
三
三
日
（
も
し
く
は
男
子
三
〇

日
、
女
子
三
一
日
）
に
氏
神
に
参
る
。
里
方
か
ら
贈
ら
れ
た
衣
服
を
着
せ
、
男
子
に

は
額
に
大
の
字
を
、
女
子
に
は
小
の
字
を
書
き
、
産
婆
を
は
じ
め
親
族
、
近
所
の
子

供

た
ち
を
連
れ
て
に
ぎ
や
か
に
参
拝
す
る
。
こ
の
時
、
近
親
や
隣
保
の
者
は
紐
祝
い

と
い
っ
て
、
生
児
に
種
々
の
祝
儀
を
結
び
つ
け
て
祝
う
。
そ
し
て
参
拝
後
、
近
親
と
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と
も
に
祝
宴
を
行
う
。
「
生
後
ノ
種
々
ナ
ル
儀
式
ハ
廃
ス
ル
家
多
シ
ト
難
宮
参
リ
丈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

ハ
如
何
ナ
ル
家
ニ
ア
リ
テ
モ
仮
令
単
簡
ニ
ナ
リ
ト
行
ハ
ザ
ル
家
ナ
シ
」
と
い
う
。

　
事
例

2
　
吉
野
郡
国
棟
村

出
産
体
位
の
変
化
　
吉
野
郡
国
棟
村
の
場
合
、
新
式
の
産
婆
が
一
名
で
、
産
婆
が
い

な
い
場
合
に
は
近
隣
の
経
験
者
を
頼
む
か
、
＝
家
中
二
於
テ
始
末
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ア

リ
」
と
あ
る
よ
う
に
家
族
が
介
助
し
た
。
分
娩
は
寝
所
で
行
な
い
、
「
体
位
ハ
歳
徳

ノ
方
二
向
ハ
シ
メ
仰
臥
側
臥
等
一
様
ナ
ラ
ズ
。
勿
論
産
婆
ナ
キ
場
合
ノ
助
産
二
於
テ

ハ
後
方
ヨ
リ
産
婦
ヲ
抱
キ
助
産
者
二
任
ラ
シ
ム
」
、
そ
し
て
産
婆
は
「
仰
側
何
レ
ナ

リ
ト
モ
産
婦
ノ
意
ノ
マ
マ
ニ
臥
セ
シ
メ
仰
側
会
陰
保
護
法
ヲ
施
ス
、
之
レ
軽
産
婦
二

対
シ
テ
ノ
助
産
、
異
状
ア
ル
モ
ノ
ニ
対
シ
テ
ハ
種
々
ア
リ
一
定
セ
ザ
レ
バ
コ
レ
ヲ
略

ス
」
と
あ
る
。

胞
衣
の
処
理
の
変
化
　
胞
衣
は
「
合
羽
、
又
ハ
厚
紙
二
包
ミ
テ
墓
地
二
埋
没
ス
。
古

ク
ハ
家
ヨ
リ
外
二
出
サ
ズ
、
日
光
ヲ
受
ケ
ザ
ル
家
陰
二
埋
没
」
し
た
。

生
児
の
手
当
て
　
そ
し
て
、
産
婆
は
生
児
の
初
湯
を
行
な
い
、
床
払
の
日
ま
で
く
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
棚
力
）

ま
た
点
眼
に
つ
い
て
は
、
「
産
婆
ア
ル
場
合
ニ
ハ
百
プ
ロ
セ
ン
ト
ノ
硝
酸
銀
を
用
フ

レ
ド
モ
、
産
婆
ナ
キ
場
合
ハ
点
眼
セ
ズ
」
、
聴
の
処
理
は
「
産
婆
ハ
聴
帯
二
於
テ
（
八

糎
）
二
個
ノ
結
紮
ヲ
ナ
シ
中
間
ヲ
切
断
ス
。
而
シ
テ
亜
鉛
化
澱
粉
ヲ
ツ
ケ
ガ
ー
ゼ
ー

ニ
テ

巻

き
包
帯
ヲ
ナ
ス
。
素
人
ハ
人
指
、
中
指
、
薬
指
ノ
三
指
ヲ
当
テ
テ
其
長
サ
ニ

膀
帯
ヲ
切
断
ス
ル
ト
云
フ
。
而
シ
テ
美
シ
キ
布
片
ニ
テ
巻
キ
包
帯
ス
」
。

新
生

児
の
授
乳
　
授
乳
は
生
後
二
、
三
日
は
五
香
湯
（
フ
キ
の
根
、
甘
草
を
た
き
出

し
た
汁
）
を
飲
ま
せ
た
後
、
合
乳
と
い
っ
て
、
男
子
な
ら
ば
女
子
の
飲
ん
で
い
る
乳

を
、
女
子
な
ら
ば
男
子
の
飲
ん
で
い
る
乳
を
も
ら
っ
て
の
ま
せ
る
。
そ
れ
か
ら
生
母

の

乳
を
与
え
る
。

産
婦
の
産
後
　
産
婦
の
就
褥
日
数
は
＝
日
間
で
、
分
娩
後
六
日
た
つ
と
腰
湯
を
す

る
が
、
入
浴
は
一
カ
月
後
く
ら
い
し
て
か
ら
に
す
る
。
一
一
日
目
に
床
払
を
行
い
、

産
婆
、
里
方
、
親
類
、
近
隣
を
招
待
し
て
祝
宴
を
行
う
。
産
婦
の
頭
髪
も
こ
の
二

日
目
に
手
入
れ
を
す
る
。

　
事
例

3
　
吉
野
郡
小
川
村

出
産
体
位
　
吉
野
郡
小
川
村
で
は
、
三
、
四
年
前
ま
で
は
初
め
て
懐
妊
す
る
と
眉
を
．

剃
っ
て
い
た
が
、
調
査
当
時
に
は
そ
の
習
慣
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
で

は
新
式
の
産
婆
が
一
人
で
あ
る
。
分
娩
時
の
体
位
は
「
歳
徳
ノ
方
二
向
ヒ
テ
仰
臥
側

臥
等
一
様
ナ
ラ
ズ
。
勿
論
産
婆
ナ
キ
場
合
ノ
助
産
二
於
テ
ハ
後
方
ヨ
リ
産
婦
ヲ
抱
キ

助
産
者
二
任
ラ
シ
ム
」
そ
し
て
、
「
仰
側
何
レ
ナ
リ
ト
モ
産
婦
ノ
意
ニ
マ
カ
セ
、
臥

セ

シ
メ
仰
側
会
陰
保
護
法
ヲ
施
ス
」
。

胞
衣
の
処
理
の
変
化
　
胞
衣
は
「
合
羽
又
ハ
厚
紙
二
包
ミ
、
又
ハ
子
柏
ノ
か
は
二
入

レ
テ
墓
地
二
埋
没
ス
。
古
ク
ハ
家
ヨ
リ
外
二
出
サ
ズ
、
日
光
ヲ
受
ケ
ザ
ル
家
陰
二
埋

没
セ
リ
」
。

生
児
の
手
当
て
　
床
払
ま
で
は
産
婆
が
来
て
新
生
児
の
初
湯
を
行
な
う
。
点
眼
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瑚
力
）

い
て

は

「
産
婆
ア
ル
場
合
ニ
ハ
百
プ
ロ
セ
ン
ト
ノ
硝
酸
銀
ヲ
用
フ
レ
ド
モ
、
産
婆

ナ
キ
場
合
ハ
陀
羅
尼
助
ニ
テ
洗
フ
カ
点
眼
ヲ
行
ハ
ザ
ル
カ
ナ
リ
」
。
膀
の
処
理
は
「
産

婆
ハ
膀
帯
二
於
テ
（
八
糎
）
二
個
ノ
結
紮
ヲ
ナ
シ
中
間
ヲ
切
断
ス
而
テ
亜
鉛
化
澱
粉

ヲ
ツ
ケ
、
カ
ー
ゼ
ニ
テ
巻
キ
包
帯
ヲ
ナ
ス
。
素
人
ハ
人
指
中
指
薬
指
ヲ
当
テ
・
其
長

サ

ニ

膀
帯
ヲ
切
断
ス
ル
ト
云
フ
、
而
テ
美
シ
キ
布
片
ニ
テ
巻
キ
包
帯
ヲ
ナ
ス
」
。
授

乳

は
二
、
三
日
五
香
湯
を
飲
ま
せ
、
男
子
な
ら
ば
女
子
の
飲
ん
で
い
る
乳
を
、
女
子

な
ら
ば
男
子
の
飲
ん
で
い
る
乳
を
貰
っ
て
飲
む
合
乳
を
し
て
か
ら
生
母
の
乳
を
飲
ま

せ

る
。
一
一
日
目
に
初
毛
を
剃
る
。

産
婦
の
産
後
　
産
婦
は
分
娩
後
六
日
に
、
干
し
た
大
根
菜
の
煮
出
し
汁
で
腰
湯
を
行

な
う
が
、
入
浴
は
一
カ
月
後
で
あ
る
。
「
頭
髪
は
十
一
日
目
マ
デ
ハ
少
シ
モ
櫛
ヲ
入

レ
ズ
」
。
そ
し
て
こ
の
＝
日
目
に
床
払
が
行
な
わ
れ
る
。

　
事
例
4
　
山
辺
郡
針
ケ
別
所
村

出
産
体
位
の
変
化
　
山
辺
郡
針
ケ
別
所
村
の
場
合
、

新
式
の
産
婆
が
一
人
で
、
こ
れ
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に

つ
い
て

調
査
者
は
「
産
婆
養
成
所
卒
業
生
ナ
リ
」
と
記
し
て
い
る
。
「
古
ハ
妊
娠

五

ケ
月
二
至
リ
テ
眉
ヲ
落
ス
習
慣
ア
リ
シ
モ
現
今
バ
カ
カ
ル
婦
人
ナ
シ
」
。
分
娩
時

の

体
位
は
「
昔
ハ
藁
三
束
ヲ
体
ノ
後
方
二
置
キ
之
二
頼
リ
テ
据
リ
、
分
娩
セ
シ
ガ
現

今
ハ
ロ
ハ
氏
神
様
ノ
方
二
向
ヒ
横
臥
ノ
マ
・
分
娩
ス
」
、
産
婆
の
助
産
と
し
て
「
胎
児

ノ
姿
勢
ヲ
正
ス
コ
ト
、
産
婦
ノ
腹
具
合
ヲ
加
減
ス
ル
コ
ト
、
産
婦
ヲ
シ
テ
元
気
ツ
カ

シ
ム
ル
コ
ト
等
ナ
リ
」
と
い
う
。

胞
衣
の
処
理
の
変
化
　
胞
衣
の
処
理
方
法
は
、
「
昔
ハ
雪
隠
ノ
上
リ
ロ
ノ
石
ノ
下
又

ハ
床
下
二
埋
ム
習
慣
ア
リ
シ
モ
当
時
清
潔
法
ノ
実
施
二
依
リ
墓
地
二
埋
没
ス
ル
ニ
至

レ
リ
」
と
い
う
。

　

事

例
5
　
山
辺
郡
束
里
村

出
産
体
位
の
変
化
　
山
辺
郡
束
里
村
の
場
合
、
新
式
の
産
婆
一
人
、
旧
式
の
産
婆
二

人

で
、
出
産
は
モ
タ
レ
藁
と
呼
ば
れ
る
藁
を
二
、
三
束
置
き
、
之
に
も
た
れ
か
か
っ

て

行
な
わ
れ
た
。
分
娩
時
の
体
位
と
し
て
は
仰
向
け
、
臥
す
、
端
坐
す
る
な
ど
が

あ
っ
た
が
、
産
婆
は
「
端
坐
セ
ル
モ
ノ
ニ
ア
リ
テ
ハ
後
方
ヨ
リ
妊
婦
ヲ
抱
キ
又
ハ

　
　
　
　
（
マ
マ
）

種
々
ノ
介
錯
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス
」
と
あ
る
。

胞
衣
の
処
理
の
変
化
　
胞
衣
は
タ
ゴ
に
入
れ
て
墓
地
に
埋
め
る
が
、
以
前
は
便
所
に

捨
て
た
。

生
児
の
手
当
て
　
初
湯
の
後
、
生
児
の
手
当
て
と
し
て
、
点
眼
は
「
新
式
産
婆
ニ
ア

リ
テ
ハ
之
ヲ
ナ
ス
」
と
い
う
。
授
乳
の
時
期
は
生
後
三
日
目
く
ら
い
と
さ
れ
、
そ
れ

ま
で
は
五
香
湯
ま
た
は
蕗
の
根
を
煎
じ
て
飲
ま
せ
、
授
乳
前
に
乳
合
と
い
っ
て
、
女

児
に
は
男
児
の
母
親
の
乳
を
、
男
児
に
は
女
児
の
母
親
の
乳
を
飲
ま
せ
た
。

産
婦
の
産
後
そ
の
他
　
産
婦
は
三
日
目
に
床
払
（
枕
上
げ
）
が
行
な
わ
れ
、
御
幣
で

産
室
お
よ
び
産
婦
の
身
を
清
め
る
。
分
娩
後
＝
日
目
に
産
婦
は
盟
で
腰
湯
を
行
な

い
、
こ
の
日
ま
で
頭
髪
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。
こ
の
日
を
オ
ビ
ヤ
上
げ
と
い
い
、

生
児
の
宮
参
り
が
行
な
わ
れ
る
。

　

事
例
6
　
山
辺
郡
都
介
野
村

出
産
体
位
の
変
化
　
山
辺
郡
都
介
野
村
の
場
合
、
新
式
の
産
婆
が
一
名
で
、
産
婆
が

い

な
い
場
合
に
は
老
母
ま
た
は
近
隣
の
心
得
た
る
婦
人
に
よ
っ
て
出
産
が
行
な
わ
れ

た
。
分
娩
時
の
体
位
は
「
当
時
大
抵
横
臥
ス
ル
モ
尚
旧
習
ニ
ヨ
リ
藁
十
二
把
ヲ
壱
束

ト
シ
之
レ
ニ
夜
具
ヲ
掛
ケ
之
レ
ニ
も
た
れ
る
モ
ア
リ
」
。

産
婦
の
産
後
そ
の
他
　
産
後
の
就
褥
日
数
は
一
一
日
間
で
、
「
入
浴
ハ
十
七
夜
二
至

リ
初
メ
テ
腰
湯
ヲ
ナ
シ
産
婦
健
康
二
復
ス
ル
迄
ハ
日
数
ノ
如
何
二
拘
ハ
ラ
ズ
腰
湯
ノ

ミ
ニ
テ
入
浴
セ
ズ
」
、
＝
日
目
に
床
上
げ
と
な
り
、
「
此
ノ
日
ハ
幣
ヲ
以
テ
室
内
ヲ

（
マ

マ

）

掃

ヒ
清
メ
テ
幣
ヲ
道
ノ
辻
又
ハ
川
ノ
橋
ノ
上
ノ
側
二
立
ツ
ル
習
慣
ア
リ
」
。
そ
し
て

こ
の
日
、
生
児
の
宮
参
り
を
行
う
。
産
婆
が
新
生
児
を
抱
き
、
神
前
で
鼻
を
つ
ま
ん

で
泣
か
せ
産
声
を
聞
か
せ
る
。

　
事
例

7
　
添
上
郡
狭
川
村

出
産
体
位
　
添
上
郡
狭
川
村
の
場
合
、
「
本
村
ニ
テ
ハ
産
婆
ナ
キ
ヲ
以
テ
近
隣
老
婆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
薦
力
）

助

産
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
多
シ
」
と
あ
り
、
狭
川
村
で
は
、
産
褥
は
「
席
ヲ
ニ
ツ
折
リ
ト
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
薦
力
）

シ
其
中
二
木
灰
ヲ
入
レ
席
ノ
上
二
古
衣
ヲ
多
ク
載
セ
テ
産
褥
ト
ナ
ス
モ
ノ
モ
ア
リ
、

又
蒲
団
ノ
上
二
合
羽
ヲ
敷
キ
テ
産
褥
ト
ナ
ス
モ
ノ
モ
ア
リ
」
、
産
婦
は
そ
こ
に
「
正

座

シ
テ
股
ヲ
開
キ
身
上
体
ヲ
前
二
屈
シ
テ
分
娩
ス
ル
モ
ノ
多
シ
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
薦
力
）

胞
衣
の
処
理
他
　
胞
衣
は
「
席
二
包
ミ
テ
埋
ム
。
昔
モ
今
モ
変
ラ
ズ
」
（
た
だ
し
埋

め
る
場
所
が
屋
敷
内
か
墓
地
か
未
記
入
）
、
初
毛
は
「
分
娩
後
六
日
目
二
頭
髪
ヲ
剃

ル
」
、
授
乳
は
、
「
フ
キ
ノ
根
甘
草
ヲ
水
ニ
テ
炊
キ
テ
生
児
ニ
ノ
マ
シ
然
ル
後
二
日

程

タ
ッ
テ
授
乳
ス
」
、
就
褥
日
数
は
六
日
で
あ
る
が
、
産
婦
の
入
浴
は
「
分
娩
後

三

十
五
日
間
以
上
経
過
シ
テ
後
入
浴
ス
」
、
頭
髪
は
「
分
娩
後
二
十
日
許
経
テ
頭
髪

ヲ
硫
ル
」
。

生
児
の
手
当
て
　
生
児
の
初
湯
は
「
助
産
者
生
児
ヲ
湯
二
入
レ
顔
ハ
卵
ニ
テ
洗
フ
モ

ノ
多
シ
」
。
膀
の
処
理
は
「
膀
ノ
元
ヨ
リ
三
寸
程
ノ
処
ニ
テ
切
リ
離
シ
切
リ
ロ
ヲ
麻

ノ
緒
ニ
テ
シ
バ
リ
置
ク
」
。
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事
例
8
　
宇
陀
郡
宇
太
村

出
産
体
位
の
変
化
　
宇
陀
郡
宇
太
村
の
場
合
、
旧
式
の
産
婆
が
一
名
で
、
産
婆
が
い

な
い
場
合
は
家
族
ま
た
は
近
隣
の
婦
人
が
手
伝
っ
た
。
分
娩
時
の
体
位
は
仰
向
け
に

横
臥
。
産
婦
の
後
ろ
に
誰
か
が
居
て
、
産
婦
の
手
な
ど
を
も
ち
、
産
婆
は
前
方
に
ま

わ
っ
て
待
つ
。
産
婆
は
生
児
の
初
湯
な
ど
手
当
て
を
行
な
う
。
初
毛
の
処
理
に
つ
い

て

は
、
「
以
前
は
剃
り
落
し
た
れ
ど
現
時
は
初
毛
を
其
侭
残
し
お
く
様
に
な
れ
り
」

と
あ
る
。

胞
衣
の
処
理
の
変
化
　
「
胞
衣
は
焙
烙
を
弐
枚
合
せ
た
る
中
に
容
れ
締
り
て
墓
地
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
壷
力
）

持

ち
行
き
棄
つ
る
事
と
な
れ
り
。
昔
は
床
の
下
に
壼
を
お
き
、
其
中
に
捨
た
り
と
い

へ
り
。
そ
れ
と
今
は
衛
生
思
想
の
進
歩
に
伴
い
斯
る
行
為
を
な
す
も
の
な
し
」
と
あ

る
。
ま
た
「
後
産
を
地
下
に
埋
む
に
筆
墨
を
埋
め
ば
成
人
し
て
字
を
よ
く
書
く
」
と

い
わ

れ
て

い
た
。

産
婦
の
産
後
　
生
後
三
日
の
祝
で
「
神
官
に
幣
を
作
つ
て
貰
ひ
之
に
て
産
婦
産
室
な

ど
祓
ひ
清
め
食
器
を
別
に
取
扱
い
し
も
平
常
の
如
く
家
族
同
様
の
取
扱
に
復
す
」
。

就
褥

日
数
は
一
一
日
間
で
、
そ
の
日
を
床
払
と
い
い
、
経
過
が
よ
け
れ
ば
腰
湯
を
浴

び
、
頭
髪
を
硫
か
す
。
「
産
褥
に
在
る
間
は
湯
座
せ
さ
る
へ
か
ら
ず
、
も
し
足
を
伸

は
し
て
座
す
る
と
き
は
の
べ
つ
け
と
な
り
て
曲
ら
す
と
い
ふ
も
の
あ
り
」
と
い
わ
れ

て
お
り
、
湯
に
入
る
こ
と
が
忌
ま
れ
て
い
た
。

　
事
例
9
　
宇
陀
郡
伊
那
佐
村

　
宇
陀
郡
伊
那
佐
村
の
場
合
、
旧
式
の
産
婆
が
二
名
い
た
。

胞
衣
の
処
理
の
変
化
　
胞
衣
は
「
共
同
墓
地
ノ
傍
二
俗
二
『
ヤ
ケ
穴
』
と
称
ス
ル
深

キ
穴
ア
リ
、
古
キ
莚
二
包
ミ
テ
捨
ツ
。
昔
ハ
表
口
敷
居
ノ
下
、
又
ハ
床
下
二
埋
メ
シ

モ

ノ
ナ
リ
」
と
い
う
。

生
児
の
手
当
て
　
生
児
に
「
産
後
直
二
父
ノ
肌
着
ヲ
着
セ
シ
ム
レ
バ
ヨ
ク
父
ヲ
畏
敬

ス

ト
云
フ
」
と
い
い
、
ま
た
伊
那
佐
村
で
は
、
授
乳
も
産
後
直
ち
に
行
な
う
。
初
毛

を
剃
る
と
、
「
紙
二
包
ミ
、
銅
銭
ヲ
添
ヘ
テ
路
傍
二
捨
ツ
。
人
二
踏
マ
ル
レ
バ
頭
ガ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
カ
イ
キ

固
ク
ナ
ル
ト
云
フ
」
。
（
男
児
三
、
四
歳
頃
ま
で
月
代
を
残
し
て
い
る
が
、
月
代
の
髪

を
辻
道
に
捨
て
る
と
そ
の
髪
が
通
る
人
に
踏
ま
れ
て
、
や
は
り
頭
が
固
く
な
っ
て
、

即
ち
立
派
な
人
に
な
る
と
い
う
）
。

産
婦
の
産
後
　
産
婦
は
風
呂
に
入
ら
ず
着
衣
の
ま
ま
盟
で
腰
湯
を
行
な
う
。
こ
れ
は

た
い
て
い
産
婆
が
手
伝
う
。
そ
し
て
「
頭
髪
ハ
櫛
椀
ル
コ
ト
最
モ
忌
ム
」
。
二
日

目
が
床
払
で
、
生
児
を
連
れ
て
氏
神
に
参
拝
し
、
名
付
け
も
行
な
う
。

　

3
．
出
産
習
俗
の
変
化
の
実
情

　
以
上

を
ま
と
め
て
、
出
産
に
関
し
て
変
化
の
み
ら
れ
た
習
俗
と
、
一
方
、
変
化
の

み

ら
れ
な
い
習
俗
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
次
の
点
で
あ
る
。

　
第
一
は
、
出
産
時
の
産
婦
の
体
位
の
変
化
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
新
式
産
婆

の

登
場

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
産
婆
が
い
な
い
村
落
の
事
例
で
は

「
正
座

シ
テ
股
ヲ
開
キ
身
上
体
ヲ
前
二
屈
シ
テ
分
娩
」
（
添
上
郡
狭
川
村
）
と
い
い
、

新
式
の
産
婆
と
旧
式
の
産
婆
と
の
場
合
を
区
別
し
て
「
新
式
ノ
産
婆
ニ
ヨ
ル
モ
ノ
ハ

臥
仰
、
又
ハ
横
臥
ノ
位
置
ニ
テ
産
ス
。
旧
式
ノ
産
婆
ニ
ヨ
ル
モ
ノ
ハ
斜
（
体
後
二
夜

具

ヲ
積
ミ
テ
依
ル
物
ト
ス
）
又
ハ
脆
居
ノ
位
置
ニ
テ
産
ス
」
（
吉
野
郡
下
市
村
）
、
「
昔

ハ
藁
三
束
ヲ
体
ノ
後
方
二
置
キ
之
二
頼
リ
テ
据
リ
、
分
娩
セ
シ
ガ
現
今
ハ
只
氏
神
様

ノ
方
二
向
ヒ
横
臥
ノ
マ
・
分
娩
ス
」
（
山
辺
郡
針
ケ
別
所
村
）
、
「
当
時
大
抵
横
臥
ス

ル

モ

尚
旧
習
ニ
ヨ
リ
藁
十
二
把
ヲ
壱
束
ト
シ
之
レ
ニ
夜
具
ヲ
掛
ケ
之
レ
ニ
も
た
れ
る

モ

ア
リ
」
（
山
辺
郡
都
介
野
村
）
、
な
ど
と
い
う
記
述
か
ら
、
伝
統
的
に
は
近
隣
の

手
慣
れ
た
女
性
経
験
者
の
介
助
に
よ
る
踵
鋸
や
正
座
の
姿
勢
に
よ
る
座
産
で
あ
っ
た

の

が
、
産
婆
に
よ
る
介
助
が
始
ま
っ
て
か
ら
臥
仰
ま
た
は
横
臥
の
姿
勢
へ
と
変
化
し

て

き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
大
正
初
期
と
い
う
の
は
こ
の
地
域
に

あ
っ
て
は
そ
の
変
化
の
過
渡
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
具
体
的
な
事
例
を
通
し
て
は
っ
き

り
と
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
な
お
、
吉
野
郡
下
市
村
で
の
「
但
シ
産
婆
二
関
セ
ズ
初
産
ノ
時
ノ
位
置
二

依

ラ
ズ
ン
バ
産
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
モ
ノ
ア
リ
」
と
い
う
記
述
や
、
吉
野
郡
国
棟
村

や
小

川
村
で
の
「
仰
側
何
レ
ナ
リ
ト
モ
産
婦
ノ
意
ノ
マ
マ
ニ
臥
セ
シ
メ
仰
側
会
陰
保
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護
法
ヲ
施
ス
」
と
い
う
記
述
は
、
と
く
に
注
目
し
て
お
い
て
よ
い
。
つ
ま
り
出
産
時

に
は
蹟
鋸
、
斜
、
横
臥
、
臥
仰
な
ど
い
ず
れ
に
し
て
も
、
産
婦
個
々
人
に
よ
っ
て
産

み

や

す
い
体
位
が
自
然
に
選
択
さ
れ
る
習
慣
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
う
な
が

す
よ
う
な
村
で
出
産
を
介
助
す
る
経
験
豊
か
な
女
性
た
ち
の
配
慮
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
会
陰
保
護
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　

第
二
は
胞
衣
の
処
理
の
変
化
で
あ
る
。
そ
れ
は
衛
生
法
の
施
行
と
衛
生
観
念
の
普

及

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
各
地
の
報
告
に
「
昔
ハ
凡
て
胞
衣
ヲ
床
下
二
埋
メ
シ
ガ

清
潔
法
施
行
以
来
之
レ
ヲ
墓
地
二
埋
ム
コ
ト
・
ナ
レ
リ
」
（
添
上
郡
田
原
村
）
、
「
昔

ハ
雪
隠
ノ
上
リ
ロ
ノ
石
ノ
下
又
ハ
床
下
二
埋
ム
習
慣
ア
リ
シ
モ
当
時
清
潔
法
ノ
実
施

二

依

リ
墓
地
二
埋
没
ス
ル
ニ
至
レ
リ
」
（
山
辺
郡
針
ケ
別
所
村
）
、
「
胞
衣
は
焙
烙
を

弐
枚
合
せ

た
る
中
に
容
れ
締
り
て
墓
地
に
持
ち
行
き
棄
つ
る
事
と
な
れ
り
。
昔
は
床

　
　
　
（
壷
力
）

の

下

に
壼
を
お
き
、
其
中
に
捨
た
り
と
い
へ
り
。
そ
れ
と
今
は
衛
生
思
想
の
進
歩
に

伴
い
斯
る
行
為
を
な
す
も
の
な
し
」
（
宇
陀
郡
宇
太
村
）
、
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
そ

れ

ま
で
は
家
や
屋
敷
内
に
埋
め
る
方
式
で
あ
っ
た
の
が
、
こ
の
時
期
か
ら
墓
地
に
埋

め

る
方
式
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
「
古
ク
ハ
家
ヨ

リ
外
二
出
サ
ズ
、
日
光
ヲ
受
ケ
ザ
ル
家
陰
二
埋
没
」
（
吉
野
郡
国
棟
村
）
、
「
胞
衣
ヲ

焼
物

ノ
壷
二
入
レ
筆
、
墨
、
扇
子
ノ
新
シ
キ
モ
ノ
ヲ
添
へ
吉
日
ヲ
選
ビ
テ
良
キ
方
位

ノ
山
野
二
埋
没
ス
」
（
宇
陀
郡
榛
原
村
）
、
と
い
い
、
吉
野
郡
下
市
村
で
は
「
元
来
胞

衣

ヲ
納
ム
ル
ニ
ハ
方
位
ノ
善
悪
ヲ
称
へ
（
戌
亥
ノ
方
ヲ
良
シ
ト
云
ヘ
リ
）
埋
ム
ル
ニ

吉
日
ヲ
選
ビ
テ
地
中
深
ク
六
七
尺
モ
堀
リ
テ
塩
水
ニ
テ
清
メ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
（
略
）

近

時
カ
カ
ル
方
位
、
日
二
関
ス
ル
迷
信
ハ
殆
ン
ド
絶
へ
又
衛
生
上
ヨ
リ
一
定
ノ
地
二

埋

ム
ル
事
ト
ナ
レ
リ
」
と
い
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
胞
衣
は
産
稜
に
満
ち
た
物
と
し

て

認
識
さ
れ
て
お
り
、
直
接
日
に
当
て
る
の
が
忌
ま
れ
、
家
の
門
口
や
床
下
、
便
所

の
入
口

な
ど
に
埋
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
方
位
の
吉
凶
を

選

び
、
筆
、
墨
、
扇
子
な
ど
の
呪
物
を
一
緒
に
埋
め
た
り
し
た
と
い
う
例
か
ら
は
、

そ
れ
が
単
な
る
不
浄
な
汚
物
で
は
な
く
、
粗
末
に
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
一
種
の
信
仰

的
な
対
象
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
が
、
衛
生
法
の
施
行
と
衛
生
観

念
の
普
及
に
よ
っ
て
、
胞
衣
は
出
産
の
際
の
排
泄
物
で
単
な
る
汚
物
と
み
な
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
第
三
は
、
新
生
児
の
手
当
て
の
変
化
で
あ
る
。
ま
ず
、
初
毛
剃
り
で
あ
る
が
、
従

来
は
新
生
児
の
初
毛
を
剃
る
習
慣
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
て
き

て

い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ま
で
は
「
紙
二
包
ミ
、
銅
銭
ヲ
添
ヘ
テ
路
傍
二
捨

ツ
。
人
二
踏
マ
ル
レ
バ
頭
ガ
固
ク
ナ
ル
ト
云
フ
」
（
宇
陀
郡
伊
那
佐
村
）
と
い
う
状

態
で

あ
っ
た
が
、
「
近
来
生
理
思
想
ノ
発
達
ヨ
リ
胎
毛
ヲ
剃
去
セ
ザ
ル
モ
ノ
漸
ク
多

ク
ナ
レ
リ
。
剃
リ
タ
ル
毛
ハ
紙
二
包
ミ
（
穴
ア
ル
銭
ヲ
入
レ
ル
ナ
リ
）
人
通
リ
多
キ

四

辻
二
捨
ツ
ル
ナ
リ
」
（
吉
野
郡
下
市
村
）
、
ま
た
「
近
来
、
生
レ
テ
間
モ
ナ
キ
小
児

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

ノ
頭
髪
ヲ
剃
ル
ハ
衛
生
二
害
ア
リ
ト
ナ
シ
、
三
、
四
ケ
月
ノ
日
子
ヲ
経
過
シ
テ
後
、

初
毛
ヲ
剃
ル
向
キ
モ
少
カ
ラ
ズ
。
併
シ
中
ニ
ハ
四
、
五
日
目
位
二
剃
リ
落
ス
モ
ノ
モ

無

キ
ニ
ア
ラ
ズ
」
（
吉
野
郡
天
川
村
）
と
い
う
状
態
へ
と
変
化
し
、
地
域
に
よ
っ
て

は
「
以
前
は
剃
り
落
し
た
れ
と
、
現
時
は
初
毛
を
其
侭
残
し
お
く
様
に
な
れ
り
」
（
宇

陀
郡
宇
太
村
）
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
。

　
次

に
初
乳
で
あ
る
が
、
従
来
は
初
乳
は
害
が
あ
る
と
さ
れ
、
生
後
三
日
程
度
は
母

乳
を
与
え
ず
、
五
香
湯
や
蕗
の
根
を
煎
じ
た
も
の
を
新
生
児
に
飲
ま
せ
て
い
た
例
が

多
か
っ
た
が
、
「
近
来
新
乳
ノ
却
而
有
効
ナ
ル
ヲ
証
セ
ラ
ル
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ヲ
以
テ

最
初
ヨ
リ
飲
マ
ス
モ
ノ
（
即
二
十
四
五
時
間
後
）
漸
ク
多
ク
ナ
レ
リ
」
（
吉
野
郡
下

市
村
）
と
い
う
変
化
が
起
こ
っ
て
き
て
い
た
。
し
か
し
、
ま
だ
産
婆
の
い
な
い
吉
野

郡
天

川
村
で
は
「
産
児
出
生
後
一
日
若
シ
ク
ハ
ニ
日
位
ハ
、
初
乳
ハ
害
ア
リ
ト
テ
與

ヘ
ズ
、
此
ノ
期
間
ハ
専
ラ
体
毒
下
シ
ト
称
シ
テ
、
前
デ
述
ベ
タ
ル
陀
羅
尼
助
或
ハ
五

香
湯
ヲ
服
用
セ
シ
ム
。
サ
レ
バ
初
乳
ハ
取
捨
ツ
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

合
乳

と
か
乳
合
な
ど
と
い
っ
て
、
生
母
の
乳
を
飲
ま
せ
る
前
に
先
に
他
の
女
性
の
乳

を
飲
ま
せ
る
風
習
が
あ
り
、
女
児
に
は
男
児
の
母
親
の
乳
を
、
男
児
に
は
女
児
の
母

親
の

乳
を
飲
ま
せ
る
例
（
吉
野
郡
小
川
村
・
山
辺
郡
束
里
村
）
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ

に
は
と
く
に
変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
一
方
、
新
式
の
産
婆
の
登
場
と
と
も
に
衛
生
観
念
の
普
及
に
よ
っ
て
、
新
生
児
へ
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の
処
置
と
し
て
新
た
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
点
眼
で
あ
る
。
「
産
婆
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
棚
力
）

ル

場

合
ニ
ハ
百
プ
ロ
セ
ン
ト
ノ
硝
酸
銀
を
用
フ
レ
ド
モ
、
産
婆
ナ
キ
場
合
ハ
点
眼

セ

ズ
」
（
吉
野
郡
国
棟
村
）
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
大
正
初
年
当
時
と
い
う
の
は

奈
良
県
下
で
は
古
く
か
ら
の
方
式
と
新
し
い
方
式
と
が
混
在
し
て
い
る
状
態
で
あ
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
第
四
は
、
こ
の
よ
う
に
胞
衣
の
処
理
や
新
生
児
の
手
当
て
に
お
い
て
は
衛
生
知
識

の
普
及

に
よ
る
変
化
が
起
こ
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
産
後
の
産
婦
の
身
体
に

関
す
る
ケ
ア
に
つ
い
て
は
変
化
が
確
認
し
に
く
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
産
後
三
週
間

あ
る
い
は
六
日
、
＝
日
頃
に
行
な
わ
れ
る
床
払
い
の
日
ま
で
の
産
褥
期
間
は
頭
髪

を
椀
る
こ
と
を
せ
ず
、
入
浴
も
腰
湯
程
度
で
あ
る
。
と
く
に
「
頭
髪
ハ
櫛
椀
ル
コ
ト

最
モ

忌

ム
」
（
宇
陀
郡
伊
那
佐
村
）
と
い
い
、
健
康
が
回
復
す
る
ま
で
は
一
カ
月
間

で

も
髪
を
杭
る
こ
と
や
入
浴
を
行
な
わ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
（
吉
野
郡
下
市
村
、

山
辺
郡
都
介
野
村
、
他
）
。
食
事
も
使
用
す
る
食
器
も
家
族
と
別
け
ら
れ
い
わ
ゆ
る

別
火
の
生
活
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
下
市
村
の
調
査
者
は
「
蓋
シ
産
ノ
為
二
身
ノ

稜
レ
タ
ル
ヲ
忌
ム
ノ
意
ナ
ラ
ン
」
と
明
記
し
て
い
る
。
床
払
い
の
日
に
は
そ
の
部
屋

と
産
婦
の
身
体
が
御
幣
で
清
め
ら
れ
る
な
ど
、
産
稜
の
観
念
は
依
然
と
し
て
強
か
っ

た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

（
4
）
葬
送
と
死
楊
観
念

次
に
、
死
と
葬
送
の
習
俗
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
1
．
葬
送
習
俗
の
実
態

　
調
査
当
時
、
こ
の
地
域
で
は
通
常
の
死
の
場
合
、
自
宅
で
看
取
ら
れ
、
夜
伽
を
経

て

葬
儀
が
行
な
わ
れ
て
出
棺
と
な
り
、
墓
地
へ
の
野
辺
送
り
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
し

て

浄
土
真
宗
の
場
合
は
火
葬
、
他
の
宗
派
の
場
合
に
は
土
葬
が
行
な
わ
れ
た
。
葬
送

の

手
伝
い
は
近
隣
の
人
び
と
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
墓
地
は
村
外

れ
、
山
中
な
ど
に
あ
り
、
そ
の
利
用
は
基
本
的
に
大
字
ご
と
あ
る
い
は
村
ご
と
の
共

有
で
、
埋
葬
後
に
寺
院
の
境
内
な
ど
に
石
碑
を
建
て
る
例
、
つ
ま
り
の
ち
に
民
俗
学

が
両
墓
制
と
名
づ
け
る
形
態
の
事
例
も
確
認
さ
れ
る
。
葬
送
に
つ
い
て
は
沿
革
を
た

ず
ね
る
項
目
は
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
調
査
者
が
近
年
の
変
化
に
ふ
れ
て
い
る
例
が

み

ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
基
本
的
に
旧
来
の
方
式
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
も

の

と
思
わ
れ
る
。
先
に
産
婦
へ
の
稜
れ
観
念
の
強
さ
が
維
持
さ
れ
て
い
る
点
を
指
摘

し
た
が
、
同
様
に
こ
こ
で
は
死
霊
畏
怖
お
よ
び
死
稜
忌
避
の
観
念
に
つ
い
て
も
注
目

し
て
み
る
。

　
事
例

－
　
吉
野
郡
下
市
村

死
の
直
後
　
近
親
者
に
よ
る
末
期
の
水
、
そ
し
て
死
者
を
北
枕
に
寝
か
せ
る
。
近
年

の

変
化
と
し
て
「
屏
風
ハ
表
面
ヲ
前
ニ
シ
死
者
ヲ
掩
フ
、
納
棺
後
ハ
棺
掩
ヲ
用
フ
ル

故

近
来
屏
風
ニ
テ
掩
フ
モ
ノ
少
シ
」
、
死
者
の
上
に
夜
具
を
着
せ
、
そ
の
上
を
白
衣

で
覆
い
、
顔
は
半
紙
で
覆
う
。
そ
し
て
「
刀
剣
ハ
死
者
ヲ
掩
タ
ル
上
二
置
ク
（
近
来

略
ス

ル

モ

ノ
多
シ
）
」
の
二
点
が
記
さ
れ
て
い
る
。

供
物
　
仏
式
に
お
い
て
は
仏
前
の
左
側
に
シ
キ
ビ
、
正
面
の
左
右
に
タ
カ
ツ
キ
ま
た

は
藁
束
に
団
子
（
米
粉
）
を
盛
り
、
そ
の
両
側
に
菓
子
、
燈
明
、
枕
付
ノ
飯
餅
が
供

え
ら
れ
る
。
こ
の
際
の
団
子
を
食
べ
る
と
腹
痛
（
癩
持
）
が
治
る
と
い
う
。

入
棺
　
「
或
居
間
ノ
畳
ヲ
上
ゲ
盟
ヲ
倒
ニ
シ
テ
死
人
ヲ
其
上
二
乗
セ
剃
髪
ヲ
ナ
シ
タ

ル

後
、
全
身
ヲ
湯
ニ
テ
洗
ヒ
手
拭
ニ
テ
フ
キ
清
浄
ナ
ル
仏
ト
ナ
ス
。
之
レ
ヲ
行
フ
ニ

ハ
親
近
ノ
者
参
列
シ
テ
出
入
ノ
者
其
用
ヲ
ナ
ス
（
出
入
り
の
者
は
死
装
束
の
裁
縫
や

飛
脚
も
す
る
）
。
そ
し
て
「
死
骸
ヲ
納
棺
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
当
リ
骨
堅
ク
シ
テ
棺
二
納

メ
難
キ
時
ハ
念
仏
ノ
籠
レ
ル
念
珠
又
ハ
舎
利
ヲ
以
テ
死
骸
ヲ
撫
ツ
レ
バ
直
二
柔
ニ
ナ

ル
ト
云
フ
」
。

夜
伽
　
夜
伽
は
死
亡
し
た
そ
の
夜
ま
た
は
翌
夜
に
、
僧
侶
、
縁
者
、
尼
講
ま
た
は
同

行
、
近
所
の
者
が
参
集
し
て
行
な
う
。
浄
土
真
宗
の
場
合
、
僧
侶
が
経
を
諦
し
香
を

絶
や

さ
ぬ
よ
う
に
す
る
。
夜
伽
の
終
わ
り
に
、
僧
侶
も
一
般
の
者
も
正
信
偏
を
読
諦

し
て
別
れ
を
す
る
。
浄
土
宗
の
場
合
は
参
加
者
と
と
も
に
鉦
を
叩
き
、
念
仏
を
唱
え
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る
。
家
族
は
、
参
加
者
に
夜
食
ま
た
は
朝
飯
、
茶
菓
の
饗
応
を
す
る
。
大
道
と
い
っ

て
、
二
日
夜
伽
を
す
る
こ
と
も
あ
る
。

位
牌
　
死
亡
後
二
四
時
間
以
上
四
八
時
間
以
内
に
埋
葬
が
な
さ
れ
る
。
位
牌
は
二
つ

作
り
、
一
つ
は
仏
壇
に
納
め
、
も
う
一
つ
は
墓
地
に
送
る
。

香
典
　
香
典
は
通
例
五
銭
か
ら
二
〇
銭
く
ら
い
、
親
族
は
一
円
か
ら
五
円
、
近
隣
は

一
〇
銭
か
ら
三
〇
銭
く
ら
い
で
あ
る
。
親
戚
や
知
己
ま
た
は
出
入
り
の
者
は
花
一
封

と
か
放
鳥
の
た
め
の
鳩
や
雀
を
五
羽
く
ら
い
贈
る
。
花
は
生
花
と
紙
花
の
二
種
類
が

あ
り
、
花
輪
、
花
車
、
花
籠
に
す
る
。
こ
の
花
は
土
葬
な
ら
ば
そ
の
周
囲
に
置
き
、

火

葬
な
ら
ば
迎
仏
の
前
に
供
え
た
。
鳥
は
鳩
や
雀
を
花
車
に
入
れ
て
贈
り
、
墓
地
で

放
つ
。

葬
列
　
葬
列
順
序
は
、
前
駆
（
羽
織
袴
着
用
）
、
名
旗
、
生
花
、
旗
、
燈
籠
（
青
）
、

枕
付
（
香
、
団
子
、
燈
明
、
味
噌
、
塩
）
、
燈
籠
（
白
）
、
僧
侶
、
枢
、
位
牌
、
喪
主
、

親
戚
が
近
親
順
に
、
尼
講
ま
た
は
同
行
、
一
般
会
葬
者
、
の
順
で
あ
る
。
喪
主
は
、

白
衣
、
白
無
垢
を
着
用
し
、
草
鮭
を
は
く
。
た
だ
し
、
死
者
が
身
上
の
場
合
に
は
見

送
り
を
な
す
が
、
身
下
の
場
合
に
は
見
送
り
を
し
な
い
。
親
族
の
服
装
も
、
男
性
は

白
無
垢
に
麻
の
祥
、
草
履
ま
た
は
草
鮭
、
時
に
編
笠
を
か
ぶ
る
も
の
も
あ
る
。
女
性

は
白
衣
、
白
帯
、
綿
帽
子
で
、
草
履
を
は
く
。
葬
列
の
人
夫
は
笠
、
そ
し
て
カ
ン
バ

ン
と
呼
ば
れ
る
上
着
を
着
て
、
草
鮭
を
は
く
。
上
流
の
葬
儀
の
場
合
に
は
導
師
は
乗

物
を
用
い
、
四
人
か
六
人
の
楽
人
を
用
い
る
場
合
も
あ
る
。

　
埋
棺
の
際
は
、
「
見
納
メ
ト
云
ツ
テ
仏
ヲ
拝
ス
ル
コ
ト
稀
二
在
リ
。
而
シ
テ
棺
ヲ

墓

穴
二
鎮
メ
血
縁
ノ
モ
ノ
鍬
ヲ
執
リ
一
鍬
ノ
土
ヲ
覆
フ
ヲ
例
ト
ス
、
蓋
シ
血
縁
ノ
者

ガ

埋
棺

ヲ
シ
タ
ル
ノ
意
ナ
リ
」
。
下
市
村
は
浄
土
真
宗
と
浄
土
宗
の
二
つ
の
宗
派
が

あ
り
、
前
者
で
は
火
葬
、
後
者
で
は
土
葬
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
会
葬
者
が
帰
る
と

き
、
喪
主
は
礼
場
に
座
し
、
親
戚
と
と
も
に
黙
礼
で
挨
拶
を
す
る
。
帰
宅
後
は
、
塩

を
振
っ
て
清
め
を
す
る
か
、
あ
る
い
は
空
盟
の
中
に
足
を
入
れ
て
清
め
る
。

　
嬰
児
の
葬
儀
の
場
合
、
親
戚
が
集
ま
り
僧
侶
を
頼
み
、
日
没
頃
、
棺
と
白
提
灯
二

張
く
ら
い
で
簡
単
に
墓
地
へ
送
る
。

墓
地
　
「
人
家
離
レ
タ
ル
山
地
二
之
レ
ヲ
設
ケ
ア
リ
。
死
者
ノ
多
ク
ナ
ル
ニ
従
ヒ
墓

地

ノ
拡
張
ス
ル
ナ
レ
バ
林
立
シ
テ
余
地
ナ
キ
状
態
ナ
リ
。
然
レ
共
其
過
半
ハ
皆
我
檀

那
寺
ノ
域
内
二
墳
墓
地
ヲ
設
ケ
ア
レ
バ
コ
・
二
建
碑
ス
ル
ナ
リ
。
古
来
ヨ
リ
当
地
在

住

ノ
モ
ノ
ハ
大
抵
其
檀
那
寺
之
境
内
ナ
ル
墳
墓
地
二
石
碑
ヲ
建
設
ス
ル
故
直
接
ノ
墓

地
二
非
サ
ル
モ
皆
乏
レ
ニ
詣
ヅ
ル
ナ
リ
（
但
骨
ハ
其
碑
下
二
埋
ム
ル
ナ
リ
）
」
と
あ

る
。
つ
ま
り
、
の
ち
に
民
俗
学
が
両
墓
制
と
名
づ
け
る
形
態
で
あ
る
。

葬
儀
の
手
伝
い
　
葬
儀
の
手
伝
い
は
、
「
近
所
又
ハ
町
内
ニ
テ
手
伝
二
託
シ
酒
食
ヲ

恣
ニ
シ
甚
シ
キ
ハ
家
族
迄
連
行
シ
飲
食
セ
シ
等
ノ
コ
ト
ア
リ
シ
由
ナ
ル
ガ
近
来
サ
ル

コ

ト
絶
テ
ナ
シ
」
。

観
念
　
観
念
を
問
う
欄
に
は
「
白
衣
ヲ
身
二
纏
フ
ハ
死
人
ヲ
連
想
シ
テ
之
ヲ
忌
ム
」
、

「空
桶
二
這
入
ル
ハ
棺
ノ
連
想
上
之
レ
ヲ
忌
ム
ガ
如
ク
総
テ
喪
葬
等
二
関
ス
ル
事
物

ハ
平
素
二
於
テ
之
レ
ヲ
避
ク
ル
ニ
カ
ム
」
な
ど
と
あ
る
。

注
目
さ
れ
る
点
　
以
上
、
死
亡
後
か
ら
埋
葬
に
至
る
ま
で
の
大
略
を
示
し
た
が
、
ま

ず
、
近
年
変
化
し
た
こ
と
が
ら
と
し
て
調
査
者
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
一
、
死
者

を
屏
風
で
囲
わ
な
く
な
っ
た
こ
と
、
二
、
魔
除
け
の
守
り
刀
を
行
な
う
例
が
少
な
く

な
っ
て
き
た
こ
と
、
三
、
手
伝
い
の
人
々
の
ほ
し
い
ま
ま
に
行
な
わ
れ
て
き
た
飲
食

の

宴
の
風
習
が
廃
れ
た
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
、
手
伝
い
人
た
ち
の
度
を
越
す
ほ
ど

の

飲
酒
や
飲
食

に
つ
い
て
は
、
礼
節
を
欠
く
と
み
な
さ
れ
て
廃
止
さ
れ
た
も
の
と
思

わ

れ

る
。
ま
た
、
四
、
「
納
棺
後
ハ
棺
掩
ヲ
用
フ
ル
故
」
屏
風
で
覆
う
例
が
少
な
く

な
っ
た
、
と
も
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
棺
掩
が
用
い
ら
れ
る
前
は
、
納
棺

し
た
後
も
死
者
の
周
囲
に
屏
風
が
立
て
ら
れ
、
生
者
と
直
接
対
峙
す
る
の
を
避
け
て

い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　
一
方
、
変
化
は
み
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
当
時
の
習
俗
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、

一

、
死
者
も
喪
主
夫
婦
を
は
じ
め
親
族
は
白
装
束
で
あ
る
と
い
う
点
、
二
、
埋
葬
墓

地

と
石
塔
墓
地
と
が
別
々
に
設
営
さ
れ
る
、
の
ち
に
民
俗
学
が
両
墓
制
と
名
づ
け
る

方
式
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
、
三
、
墓
地
で
鳥
を
放
す
放
鳥
が
行
な
わ
れ
て

い

た
と
い
う
点
、
そ
し
て
、
四
、
「
棺
ヲ
墓
穴
二
鎮
メ
血
縁
ノ
モ
ノ
鍬
ヲ
執
リ
一
鍬
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ノ
土
ヲ
覆
フ
ヲ
例
ト
ス
、
蓋
シ
血
縁
ノ
者
ガ
埋
棺
ヲ
シ
タ
ル
ノ
意
ナ
リ
」
と
解
釈
さ

れ
て

い

た
と
い
う
点
、
で
あ
る
。
こ
の
四
、
血
縁
者
に
よ
る
埋
葬
時
の
一
鍬
の
儀
礼

の

意
味
に
つ
い
て
は
、
火
葬
の
場
合
の
点
火
も
含
め
て
最
近
の
民
俗
学
で
も
同
様
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
事

例
2
　
吉
野
郡
国
楳
村

死
後
　
最
期
は
、
親
族
友
人
等
が
集
ま
り
臨
終
を
見
届
け
る
と
、
死
後
直
ち
に
末
期

の
水

と
い
っ
て
榊
の
葉
で
各
々
一
滴
ま
た
は
三
滴
の
水
を
死
者
の
口
中
に
落
と
す
。

そ
し
て
北
向
き
に
寝
か
せ
る
。
屏
風
を
立
て
、
枕
辺
に
刀
剣
ま
た
は
鎌
錠
を
置
く
。

入
棺
　
六
道
銭
と
称
し
て
一
厘
銭
を
六
枚
頭
陀
袋
に
入
れ
た
が
、
「
現
今
コ
レ
ガ
代

用
ト
シ
テ
榊
ノ
葉
ヲ
以
テ
銭
ノ
形
二
切
リ
テ
入
ル
」
。
そ
の
袋
に
男
子
な
ら
鎌
ま
た

は
錠
、
女
子
に
は
鋏
、
糸
な
ど
を
入
れ
る
。

夜
伽
　
夜
伽
は
親
族
、
友
人
、
同
行
ら
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
家
族
は
夜
は
握
飯

を
、
朝
は
粥
を
出
す
。

葬
列
　
会
葬
者
の
受
付
は
、
近
親
の
者
が
二
、
三
名
、
白
衣
を
着
て
表
門
の
両
縁
ま

た
は
表
の
間
で
受
け
る
。
香
典
は
親
族
は
一
円
以
上
、
近
隣
は
一
〇
銭
以
上
、
友
人

等
も
一
〇
銭
以
上
で
あ
る
。
香
典
の
ほ
か
立
花
、
造
花
を
贈
る
が
、
放
鳥
は
な
い
。

葬
列
順
序
は
、
散
花
、
生
花
、
名
旗
、
白
幡
、
燈
籠
、
僧
侶
、
枢
、
喪
主
、
親
族
、

会
葬
者
の
順
で
あ
る
。
墓
地
に
お
い
て
会
葬
者
は
供
養
券
と
品
物
と
を
引
き
換
え
る
。

喪
主
は
会
葬
者
一
同
が
下
る
ま
で
平
身
低
頭
、
挨
拶
を
行
う
。

葬
儀
ノ
手
伝
ニ
ツ
イ
テ
ノ
弊
風
　
「
現
松
岡
村
長
衛
生
上
ノ
講
話
ヲ
ナ
シ
テ
大
二
悪

風

ヲ
除
カ
レ
テ
供
養
券
ト
替
ヘ
ラ
ル
」
と
あ
る
。
墓
地
に
お
け
る
会
葬
者
の
取
り
扱

い

と
し
て
、
受
付
で
「
供
養
券
ト
品
物
ト
取
替
ス
」
と
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
そ
の

内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
事
例
1
吉
野
郡
下
市
村
や
後
述
す
る
事
例
7
宇
陀
郡
宇
太

村
、
の
よ
う
に
喪
家
に
お
け
る
度
を
こ
し
た
飲
食
の
風
の
改
善
策
と
し
て
、
「
供
養

券
」
が
考
案
さ
れ
、
そ
れ
と
品
物
と
が
引
き
換
え
ら
れ
る
方
式
と
な
っ
た
意
味
で
あ

ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

墓
地
　
国
棟
村
は
大
字
新
子
、
野
々
口
、
南
国
棟
、
南
大
野
、
雀
垣
内
、
入
野
の
六

力
大
字
か
ら
な
る
が
、
そ
の
各
大
字
ご
と
に
一
カ
所
ず
つ
共
同
墓
地
が
あ
る
。
墓
地

の
立
地

を
み
る
と
南
大
野
は
吉
野
川
の
川
中
に
三
反
歩
程
度
を
有
し
、
他
の
大
字
の

墓
地

は
い
ず
れ
も
山
林
内
に
あ
る
。
墓
地
に
は
簡
単
な
標
木
、
標
石
を
建
て
る
だ
け

で
、
石
塔
は
寺
境
内
に
建
て
ら
れ
て
い
る
例
が
多
い
と
い
い
、
い
わ
ゆ
る
両
墓
制
の

形
態
で
あ
る
。
埋
葬
墓
地
で
は
標
木
の
ほ
か
に
竹
を
円
形
に
立
て
て
上
部
を
縛
り
円

錐
形
に
し
た
モ
ン
ガ
リ
も
た
て
ら
れ
る
。

　
な
か
で
も
大
字
南
大
野
墓
地
に
つ
い
て
、
「
県
下
独
特
・
比
類
恐
ラ
ク
他
郷
二
見

ザ
ル

ベ

キ
共
同
墓
地
ヲ
我
村
大
字
南
大
野
二
存
ス
。
標
木
標
石
（
石
塔
）
ヲ
建
ツ
ル

コ

ト
ナ
ク
川
中
ノ
丸
石
ヲ
集
メ
テ
約
円
錐
形
二
積
ミ
高
サ
大
人
ノ
タ
メ
ニ
ハ
四
尺

許
、
小
人
ノ
タ
メ
ニ
ハ
一
二
尺
ト
ス
。
コ
ノ
共
同
墓
地
ハ
吉
野
川
ノ
川
中
二
在
リ
、

平
常
ハ
磧
ト
ナ
レ
ル
モ
水
量
増
ス
ト
キ
ハ
忽
チ
墓
地
全
部
水
中
二
没
シ
積
上
ゲ
タ
ル

墓
墳
堆
石
ハ
押
流
サ
レ
旗
立
花
ハ
影
ヲ
止
メ
ズ
誰
ノ
墓
ト
モ
区
別
シ
難
ク
或
ハ
屍
体

流
失

ナ
キ
ヲ
保
セ
ズ
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
独
特
の
遺
骸
処
理
の
方
式
を
伝
承
し
て

い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
じ
村
落
内
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
異
な
る
形
式
の
墓
地

を
有
し
て
い
た
点
が
非
常
に
興
味
深
い
。

迷
信
　
上
歯
に
隙
間
が
あ
る
者
は
早
く
親
に
別
れ
る
、
人
は
干
潮
時
に
死
に
満
潮
時

に
生
ま
れ
る
、
兄
弟
親
子
等
血
縁
の
者
が
住
居
を
異
に
す
る
場
合
、
そ
の
う
ち
の
誰

か

が
死
ぬ

時
は
神
燈
が
消
え
る
と
か
倒
れ
る
と
か
、
影
な
く
し
て
足
音
を
聞
く
と

か
、
夢
に
化
す
る
な
ど
の
シ
ラ
セ
が
あ
る
と
信
じ
る
、
四
と
い
う
文
字
は
死
と
同
音

な
の
で
不
吉
と
す
る
、
葬
列
を
切
る
と
ま
も
な
く
ま
た
葬
式
を
出
す
、
孟
蘭
盆
に
仏

を
祭
ら
な
け
れ
ば
故
人
が
善
道
に
入
る
の
を
迷
っ
て
娑
婆
に
出
て
く
る
、
夜
爪
を
切

る
と
親
に
別
れ
る
、
食
事
の
際
、
飯
を
も
っ
た
上
に
箸
を
直
立
さ
せ
る
と
不
吉
な
こ

と
が
お
こ
る
、
漬
物
の
味
お
よ
び
味
噌
の
味
が
変
わ
っ
た
と
き
は
死
人
ま
た
は
不
吉

な
こ
と
が
あ
る
、
星
が
月
に
近
け
れ
ば
人
が
死
ぬ
、
カ
ラ
ス
が
群
れ
を
な
す
時
は
人

が
死

ぬ
、
写
真
を
多
く
写
す
と
夫
死
す
る
、
夢
に
橋
を
渡
っ
て
し
ま
え
ば
死
ぬ
、
白

色
は
］
般
に
凶
事
的
観
念
を
も
っ
て
使
用
さ
れ
る
、
な
ど
、
死
の
予
兆
や
知
ら
せ
、
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死

を
連
想
さ
せ
る
事
象
を
忌
む
観
念
が
多
く
伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

注
目
さ
れ
る
点
　
変
化
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
、
六
道
銭
が
一
厘
銭
か
ら
榊

の

葉
に
変
わ
っ
て
き
た
点
、
二
、
喪
家
に
お
け
る
度
を
こ
し
た
飲
酒
、
飲
食
の
風
の

改
善
策
と
し
て
、
「
供
養
券
」
が
考
案
さ
れ
、
そ
れ
と
品
物
と
が
引
き
換
え
ら
れ
る

方
式
と
な
っ
た
点
、
三
、
い
わ
ゆ
る
両
墓
制
の
形
態
が
み
ら
れ
る
と
い
う
点
、
四
、

河

川
の
中
に
埋
葬
墓
地
が
設
営
さ
れ
て
い
る
事
例
が
存
在
し
、
そ
こ
で
は
氾
濫
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

に
よ
っ
て
墓
も
遺
骸
も
流
失
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
点
、
五
、
白
色
が
凶
事
を

連
想

さ
せ
る
色
で
あ
っ
た
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
「
迷
信
」
が
伝
承
さ
れ
て
い
た
と
い
う

点
、
な
ど
で
あ
る
。

　

事
例
3
　
吉
野
郡
小
川
村

死
後
・
入
棺
・
出
棺
　
死
後
の
処
置
、
入
棺
に
つ
い
て
は
事
例
1
吉
野
郡
下
市
村
、

事
例

2
同
郡
国
棟
村
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
出
棺
時
刻
は
午
後
三
時
頃
で
あ
る
が
、

卯
の

日
の
場
合
、
「
（
死
者
が
）
重
な
る
」
と
い
っ
て
、
四
時
過
ぎ
に
灯
を
と
も
し
て

出
る
。
位
牌
は
や
は
り
二
つ
作
り
、
一
つ
は
仏
壇
に
納
め
、
も
う
一
つ
は
墓
地
に
置

く
。葬

列
　
葬
列
に
お
い
て
、
位
牌
持
ち
は
相
続
者
の
役
割
で
あ
る
。
そ
の
喪
主
は
イ
ル

と
呼
ば
れ
る
白
布
に
袴
と
袖
の
広
い
僧
衣
に
似
た
衣
服
を
身
に
つ
け
る
。
ま
た
は
祥

お
よ
び
紋
付
羽
織
袴
を
着
用
す
る
。
男
は
笠
、
女
は
白
衣
を
被
り
、
草
履
及
び
草
鮭

を
は
く
。
埋
葬
の
後
、
墓
地
の
入
口
に
喪
主
と
親
戚
の
者
が
な
ら
び
平
身
低
頭
し
て

一
々

挨
拶
を
行
な
う
。

四
十
九

日
　
四
十
九
日
は
逮
夜
と
い
う
。
一
升
餅
で
四
九
個
、
そ
の
内
の
一
つ
は
大

き
い
餅
を
つ
く
り
、
寺
に
供
え
る
。
「
七
、
八
年
前
マ
デ
ハ
必
ズ
忌
日
相
当
二
執
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
逮
夜
）

セ

シ
ガ
現
今
ハ
葬
式
ノ
翌
日
退
夜
ヲ
引
上
ゲ
執
行
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ニ
至
ル
。
最
も

（
マ

マ

）

単
簡
ニ
ス
ル
モ
ノ
ハ
葬
式
当
日
式
後
執
行
ス
ル
コ
ト
ア
リ
。
但
シ
夫
々
仏
事
毎
二
墓

参

ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス
」
と
あ
り
、
一
方
で
「
中
陰
中
（
四
十
九
日
間
）
こ
し
き
（
餅

掲
が
出
来
ヌ
ト
イ
フ
）
ヲ
立
テ
ズ
」
と
い
う
伝
承
を
伝
え
な
が
ら
、
法
要
の
時
期
を

短
縮
さ
せ
る
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

注
目
さ
れ
る
点
　
変
化
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
四
十
九
日
の
逮
夜
の
行
事
が

七
、
八
年
前
ま
で
は
必
ず
忌
日
に
行
な
わ
れ
て
い
た
の
が
、
葬
式
の
翌
日
も
し
く
は

当
日
に
行
な
う
よ
う
に
簡
略
化
さ
れ
る
例
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
点
で

あ
る
。

　

事
例
4
　
添
上
郡
田
原
村

入
棺
　
死
者
に
頭
陀
袋
を
か
け
、
そ
の
中
に
「
銭
六
厘
ヲ
紙
繕
ニ
テ
ク
・
リ
タ
ル
モ

ノ
ヲ
、
握
リ
飯
三
個
内
一
個
ニ
ハ
縫
針
ヲ
サ
シ
亡
者
ガ
鬼
二
与
フ
ル
モ
ノ
ト
ス
、
ア

ト
ニ
ツ
ハ
亡
者
ノ
弁
当
、
亦
竹
筒
ノ
節
ア
ル
モ
ノ
ト
ナ
キ
モ
ノ
ト
ニ
ツ
入
ル
、
底
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ナ

キ
モ
ノ
ハ
鬼
二
与
フ
。
婦
人
ノ
死
シ
タ
ル
時
ハ
鏡
、
鋏
、
出
産
ノ
胞
紐
ヲ
入
ル
」
。

棺
は

方
柱
形
の

木
製
の
箱
に
白
紙
で
目
張
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
座
布
団
を
敷
き
、

そ
の
上
に
散
曼
茶
羅
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
敷
い
て
亡
者
を
座
ら
せ
、
竹
製
の
笠
を
被

ら
せ
、
長
さ
一
尺
余
り
の
杖
を
持
た
せ
る
、
足
に
は
草
鮭
を
履
か
せ
る
。

供
物
　
膳
の
上
に
ご
飯
を
盛
り
箸
を
た
て
た
も
の
と
団
子
六
個
、
塩
、
水
杯
を
供
え

る
。
団
子
、
塩
、
水
は
カ
ワ
ラ
ケ
に
入
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
供
物
は
「
全
部
出

棺
後
川
に
捨
ツ
」
と
い
う
。

葬
列
　
出
棺
に
際
し
、
門
口
で
藁
火
を
焚
き
、
松
明
に
火
を
つ
け
て
辻
々
に
蝋
燭
を

立

て

る
。
葬
列
順
序
は
、
四
ツ
餅
、
花
、
紙
旗
（
］
ノ
旗
、
ニ
ノ
旗
、
前
行
燈
）
、

白
装
束
の
婦
人
、
引
導
僧
侶
、
位
牌
持
ち
、
棺
・
天
蓋
、
僧
侶
、
後
口
行
燈
、
三
ノ
旗
、

四

ノ
旗
、
親
族
、
知
己
、
一
般
会
葬
者
、
祭
具
墓
標
の
順
で
あ
る
。
四
ツ
餅
は
「
実

ハ
三

個
餅
」
で
、
死
者
の
孫
の
男
子
が
持
つ
。
こ
れ
を
入
れ
る
四
ツ
餅
筥
は
大
字
の

共
有
物
で
あ
る
。
喪
主
は
普
通
祥
を
着
用
し
、
棺
の
後
を
昇
く
。
親
族
の
男
子
は
黒

紋
付
の
羽
織
と
袴
お
よ
び
峠
、
女
子
は
白
無
垢
で
、
履
物
は
一
定
し
て
い
な
い
。
喪

主

と
輿
か
き
は
草
鮭
を
は
き
、
位
牌
持
ち
は
粗
末
な
草
履
を
は
く
。

墓
地
　
墓
地
は
共
同
墓
地
で
あ
る
。
孫
あ
る
い
は
近
親
者
は
掘
り
初
め
と
い
っ
て

二
、
三
鍬
掘
っ
て
、
あ
と
は
親
族
で
な
い
大
字
の
者
が
墓
穴
を
掘
る
。
そ
こ
に
埋
棺
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す
る
と
、
孫
あ
る
い
は
近
親
者
は
三
鍬
土
を
覆
い
、
そ
れ
か
ら
埋
棺
と
な
る
。
埋
棺

の

際
、
「
覆
土
シ
タ
ル
土
ヲ
鍬
ニ
テ
打
チ
固
ム
レ
バ
仏
浮
カ
バ
レ
ヌ
ト
テ
コ
レ
ヲ
忌

ム
」
。
土
饅
頭
を
作
り
、
墓
標
を
立
て
、
周
囲
を
青
竹
を
細
く
割
っ
た
も
の
を
折
り

曲
げ
て
挿
し
、
正
面
に
青
竹
の
花
筒
を
一
本
立
て
、
そ
の
前
に
平
石
を
一
つ
置
く
。

「中
流
以
上
ハ
竹
柵
ノ
代
リ
ニ
木
ヲ
用
ヒ
テ
ラ
ン
ト
ト
称
ス
ル
モ
ノ
ヲ
オ
ク
」
。

葬
儀
ノ
手
伝
ヒ
ニ
ツ
イ
テ
弊
風
　
「
近
所
ノ
人
ハ
家
内
総
出
ニ
テ
濫
リ
ニ
飲
食
ス
ル

ノ
風
ア
リ
」
。

注
目
さ
れ
る
点
　
変
化
と
し
て
は
、
親
族
の
女
子
は
ま
だ
伝
統
的
な
白
無
垢
な
の
に

男
子
は
黒
紋
付
の
羽
織
と
袴
お
よ
び
祥
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
変
化

で

は
な
い
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
、
頭
陀
袋
の
中
身
、
ま
た
ご
飯
や
団
子
を
「
全

部
出
棺
後
川
に
捨
ツ
」
と
い
う
処
置
、
二
、
近
親
者
に
よ
る
「
掘
り
初
め
」
、
三
、

埋
棺
の
際

に
「
覆
土
シ
タ
ル
土
ヲ
鍬
ニ
テ
打
チ
固
ム
レ
バ
仏
浮
カ
バ
レ
ヌ
ト
テ
コ
レ

ヲ
忌
ム
」
と
い
う
伝
承
、
四
、
埋
葬
地
点
の
設
え
で
、
一
般
に
は
周
囲
を
青
竹
を
細

く
割
っ
た
も
の
を
折
り
曲
げ
て
挿
す
形
な
の
に
対
し
て
、
「
中
流
以
上
ハ
竹
柵
ノ
代

リ
ニ
木
ヲ
用
ヒ
テ
ラ
ン
ト
ト
称
ス
ル
モ
ノ
ヲ
オ
ク
」
と
い
う
伝
承
、
そ
し
て
相
変
わ

ら
ず
、
五
、
「
近
所
ノ
人
ハ
家
内
総
出
ニ
テ
濫
リ
ニ
飲
食
ス
ル
ノ
風
ア
リ
」
と
い
う

状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
点
、
な
ど
で
あ
る
。

　
ま
た
、
そ
れ
ら
と
は
別
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
葬
列
に
お
け
る
、
四
ツ
餅
と
位
牌

と
棺
昇
き
の
役
割
分
担
で
あ
る
。
孫
の
男
子
が
四
ツ
餅
を
持
ち
、
喪
主
は
死
者
を
納

め

た
棺
の
後
ろ
を
昇
く
、
そ
し
て
担
当
者
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
位
牌
持

ち
は
「
粗
末
ナ
ル
草
履
ヲ
穿
ク
」
と
あ
る
た
め
喪
主
の
妻
な
ど
近
親
の
女
性
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、
喪
主
が
直
接
棺
の
後
ろ
を
昇
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ

れ

る
の
で
あ
る
。

　
事
例
5
　
添
上
郡
五
ケ
谷
村

耳
フ
サ
ギ
　
同
年
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
耳
フ
サ
ギ
を
行
な
う
。
ぼ
た
餅
、
妙
り
豆

を
近
隣
に
分
与
し
、
そ
の
タ
メ
（
お
返
し
）
に
は
必
ず
小
石
を
入
れ
る
。
そ
の
理
由

と
し
て
「
益
々
マ
メ
ニ
暮
シ
益
々
因
ク
（
丈
夫
）
ナ
ル
ベ
シ
ト
ノ
意
」
と
推
定
し
て

い
る
。

葬
列
順
序
　
四
ツ
餅
、
名
旗
、
木
碑
、
紅
白
旗
、
花
鳥
、
僧
侶
、
枢
、
喪
主
、
家
長
、

親

族
、
一
般
の
会
葬
者
で
、
家
族
の
服
装
は
男
子
は
白
衣
に
草
鮭
、
女
子
は
白
の
カ

ズ

キ
、
白
の
ソ
ン
ズ
着
物
、
白
草
履
、
親
族
の
服
装
は
、
袴
、
羽
織
、
白
足
袋
、
一

般
の
会
葬
者
は
袴
、
羽
織
ま
た
は
羽
織
の
み
着
用
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
葬
送
人
夫
は

白
衣
を
着
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
ヤ

　
な
お
、
「
村
内
ノ
親
族
中
ニ
テ
当
家
二
当
レ
ル
家
ノ
家
族
ハ
葬
送
二
参
列
セ
ズ
」

と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

墓
地
　
墓
地
は
各
大
字
ご
と
に
一
カ
所
も
し
く
は
ニ
カ
所
有
し
て
い
た
。
人
家
を
離

れ

た
野
原
に
あ
り
、
最
も
広
い
も
の
で
一
反
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
「
墓
標
ト
シ
テ
柵

檀

ノ
木
ヲ
植
ユ
」
と
あ
る
。
喪
主
は
会
葬
者
に
黙
礼
を
行
な
う
。
ま
た
、
「
会
葬
者

ニ

ハ
墓
地
二
於
テ
酒
コ
ン
ニ
ャ
ク
芋
等
ヲ
饗
ス
」
と
あ
る
。

紙
位
牌
　
「
葬
式
後
約
五
十
日
間
紙
二
戒
名
ヲ
書
キ
門
前
左
側
ノ
柱
ノ
下
部
二
張
リ

付
ケ
テ
置
ク
」
。
ま
た
満
中
陰
に
は
親
類
縁
者
が
集
ま
る
が
、
「
満
中
陰
志
」
と
し

て
、
盆
、
風
呂
敷
、
鉢
等
に
戒
名
を
添
え
て
お
返
し
が
な
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
ヤ

注
目
さ
れ
る
点
　
「
村
内
ノ
親
族
中
ニ
テ
当
家
二
当
レ
ル
家
ノ
家
族
ハ
葬
送
二
参
列

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
ヤ

セ

ズ
」
と
い
う
よ
う
に
、
氏
神
の
宮
座
祭
祀
に
お
け
る
神
祭
り
役
で
あ
る
当
家
は
た

と
え
親
族
の
葬
儀
で
あ
っ
て
も
参
列
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
死
稜
を
忌
避
さ
せ
よ
う

と
う
す
る
強
い
力
が
働
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
点
、
ま
た
、
「
会
葬
者
ニ
ハ
墓
地

二
於
テ

酒
コ
ン
ニ
ャ
ク
芋
等
を
饗
ス
」
と
い
う
よ
う
に
野
辺
送
り
の
時
に
墓
地
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

い
て

会
葬
者
が
飲
食
を
行
な
う
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　
事
例
6
　
添
上
郡
狭
川
村

耳
フ
サ
ギ
　
同
年
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
耳
フ
サ
ギ
を
行
う
。
小
さ
い
ぼ
た
餅
、
赤

飯
の
握
り
飯
を
作
り
、
氏
神
に
供
え
た
後
こ
れ
を
二
個
の
枡
に
入
れ
て
耳
に
当
て
こ

れ

を
ふ
さ
ぐ
。
ま
た
近
隣
等
に
ぼ
た
餅
ま
た
は
赤
飯
を
配
る
。
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引
餅
　
野
辺
送
り
か
ら
帰
宅
後
、
す
ぐ
に
本
屋
の
表
入
口
の
敷
居
の
内
側
に
相
続

人
、
外
方
に
親
族
が
立
ち
、
後
ろ
向
き
に
］
枚
の
鏡
餅
を
半
々
に
も
っ
て
引
っ
張
り

合
い
を
す
る
。
昔
は
こ
の
ヒ
ッ
パ
リ
餅
を
食
べ
る
と
兵
役
を
免
れ
る
と
い
っ
た
（
し

か

し
「
近
来
、
教
育
ノ
結
果
力
・
ル
思
想
ヲ
抱
ク
モ
ノ
絶
対
ニ
ナ
シ
」
と
あ
る
）
。

注
目
さ
れ
る
点
　
ヒ
ッ
パ
リ
餅
の
伝
承
の
存
在
、
ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
兵
役
免
れ
の

ご

利
益
が
あ
る
と
す
る
信
仰
の
存
在
と
そ
れ
を
強
く
否
定
す
る
見
解
の
存
在
が
注
目

さ
れ
る
。

　

事
例
7
　
宇
陀
郡
宇
太
村

　

死
者
の

衣
服

は
、
単
衣
、
袴
、
綿
入
を
白
に
て
作
り
着
せ
る
。
そ
の
上
に
白
晒
の

単
衣
す
な
わ
ち
経
帷
子
を
着
せ
、
白
い
帯
を
し
め
、
宗
旨
に
よ
っ
て
は
手
蓋
、
脚
絆
、

足
袋

を
つ
け
る
。
し
か
し
中
流
以
下
は
、
夜
具
の
上
に
た
だ
白
の
単
衣
を
掛
け
て
お

く
だ
け
で
あ
る
。

　
死
者
が
も
し
遺
伝
ま
た
は
伝
染
す
る
病
気
で
死
ぬ
時
は
、
「
息
の
引
き
取
る
ま
き

わ
に
病
人
に
知
れ
ざ
る
様
壷
を
枕
頭
に
持
ち
来
り
蓋
を
取
り
お
き
、
息
引
き
取
る
と

同
時
に
蓋
を
な
し
、
持
ち
去
り
、
埋
む
と
き
は
遺
伝
又
は
伝
染
す
る
こ
と
な
し
と
い

ふ
」
。
そ
し
て
伝
染
病
者
の
葬
儀
は
コ
時
死
骸
を
埋
葬
し
お
き
、
時
機
を
見
て
空

葬
を
行
ふ
習
慣
」
が
あ
っ
た
。

葬
列
　
葬
列
は
木
牌
、
花
車
、
放
鳥
、
紙
旗
四
本
、
位
牌
（
相
続
者
の
女
房
持
つ
）
、

婦
人

（白
衣
を
着
け
頭
に
白
布
を
纏
い
、
そ
の
上
か
ら
カ
ヅ
キ
と
い
っ
て
白
い
薄
絹

を
被
り
面
を
覆
う
）
、
音
楽
、
役
僧
、
行
列
、
先
箱
二
個
（
四
人
）
、
立
傘
一
（
二
人
）
、

台
傘
一
（
二
人
）
、
薙
刀
一
、
導
師
籠
（
四
人
）
、
若
人
、
燈
籠
一
対
、
棺
、
白
張
提

燈
一
対
、
喪
主
、
餅
（
孫
持
）
、
親
族
、
知
己
、
一
般
会
葬
者
の
順
で
あ
る
。
喪
主

は
ハ
ク
チ
ョ
ウ
（
白
鳥
）
を
着
け
、
草
履
を
は
く
。
親
族
は
白
鳥
、
梓
、
羽
織
、
袴

を
着
用
し
、
草
軽
を
は
く
。
葬
列
人
夫
は
カ
ン
バ
ン
と
呼
ば
れ
る
上
着
に
ダ
ン
ダ
ラ

帯
を
し
め
る
。
子
供
が
死
ん
だ
と
き
親
は
送
葬
に
加
わ
ら
ず
、
ま
た
妻
が
死
ん
だ
と

き
に
夫
は
行
か
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
自
分
よ
り
目
下
の
者
が
死
ん
だ
と
き
は
送
葬

に
加
わ
ら
な
い
。

　

上
流
社
会

に
お
い
て
は
輿
を
は
じ
め
そ
の
他
の
道
具
を
新
調
す
る
も
の
の
、
中
流

以
下
で

は
野
道
具
と
て
燈
籠
、
提
燈
等
を
購
入
す
る
ほ
か
は
借
り
る
の
を
常
と
す

る
。　

喪
主
は

親
族
の
主
な
る
者
と
共
に
予
め
設
け
て
あ
る
礼
場
に
立
っ
て
会
葬
者
に
挨

拶
を
行
な
う
。

　
「
こ
し
き
を
内
で
た
つ
れ
ば
後
へ
死
者
続
く
」
と
い
っ
て
、
餅
は
隣
家
で
掲
く
。

野
辺
送
り
後
、
帰
宅
す
る
と
縁
者
は
空
の
盟
の
中
を
通
っ
て
座
敷
へ
直
接
上
が
り
、

兼
て

設
け
て
あ
る
役
の
餅
に
味
噌
を
つ
け
て
食
べ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

葬
儀
ノ
手
伝
ニ
ツ
イ
テ
ノ
弊
風
　
「
以
前
に
は
葬
家
に
崇
り
食
ひ
倒
し
、
飲
み
倒
し

な
ど
せ
し
こ
と
あ
り
と
き
・
し
も
今
は
之
な
し
。
是
平
素
の
行
為
に
不
満
を
抱
き
い

は
“
垣
内
の
嫌
は
れ
も
の
に
対
す
る
制
裁
の
如
く
考
へ
た
り
し
な
り
」

迷
信
　
死
亡
者
の
弔
い
を
せ
ず
仏
祭
を
し
な
い
時
は
そ
の
家
の
者
に
死
者
の
魂
が
つ

く
、
人
の
死
ぬ
前
夜
魂
が
飛
ぶ
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

注
目
さ
れ
る
点
　
変
化
と
し
て
は
、
「
以
前
に
は
葬
家
に
崇
り
食
ひ
倒
し
、
飲
み
倒

し
な
ど
せ
し
こ
と
あ
り
と
き
・
し
も
今
は
之
な
し
」
と
い
う
点
、
ま
た
変
化
で
は
な

い

が
、
遺
伝
や
伝
染
病
の
死
者
に
壷
を
使
い
蓋
を
す
る
と
い
う
点
、
自
分
よ
り
目
下

の

者
が
死
ん
だ
と
き
は
送
葬
に
加
わ
ら
な
い
と
い
う
点
、
役
の
餅
の
伝
承
な
ど
が
注

目
さ
れ
る
。

　

事
例
8
　
宇
陀
郡
榛
原
村

葬
列
　
葬
列
順
序
は
、
四
ツ
餅
（
箱
に
入
れ
て
一
荷
に
す
る
、
家
の
親
が
死
ね
ば
相

続
人
が

こ
れ
を
持
つ
）
、
膳
（
枕
飯
）
、
木
碑
、
花
、
行
列
、
楽
人
、
僧
侶
、
枢
・
喪

主

（喪
主
は
枢
の
左
に
付
く
）
、
親
族
（
枢
の
前
後
）
、
会
葬
者
の
順
で
あ
る
。
親
族

の

服
装
は
、
最
も
近
い
親
族
の
場
合
、
男
子
は
白
の
カ
ン
シ
ン
シ
ャ
を
着
て
、
笠
を

被

る
。
女
子
は
白
羽
二
重
を
着
て
そ
れ
を
頭
か
ら
被
る
。
葬
列
人
夫
は
祥
ま
た
は
白

布
で
あ
る
。
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会
葬
者
の
帰
路
、
路
傍
に
礼
場
を
設
け
、
最
近
親
者
こ
れ
に
座
し
て
会
葬
者
に
い

ち
い
ち
挨
拶
を
す
る
。
帰
宅
す
る
と
、
空
の
盟
に
入
っ
て
座
敷
に
上
が
り
、
役
の
餅

と
呼
ば
れ
る
餅
に
味
噌
を
つ
け
て
食
べ
る
。

迷
信
　
末
期
の
水
を
飲
ま
せ
ば
死
す
る
者
は
い
っ
そ
う
早
い
、
人
魂
が
軒
よ
り
発
す

る
は
必
ず
死
亡
者
あ
り
、
死
者
が
固
く
な
っ
て
か
ら
膝
を
折
る
と
大
き
な
音
を
発
す

る
が
仏
法
に
厚
く
帰
依
し
て
い
る
人
に
ま
た
が
っ
て
も
ら
え
ば
直
ち
に
柔
ら
か
く
な

る
、
墓
の
土
を
下
駄
に
た
く
さ
ん
つ
け
て
帰
れ
ば
必
ず
凶
事
あ
り
、
墓
で
倒
れ
る
と

き
は
必
ず
近
い
う
ち
に
死
ん
で
猫
に
な
る
、
屍
を
焼
く
煙
が
地
に
は
う
と
き
は
必
ず

死
者

あ
り
、
四
ツ
餅
を
食
せ
ば
長
生
き
す
る
、
そ
し
て
「
黒
ハ
大
喪
以
後
一
般
二
悲

シ
ミ
ノ
観
念
ヲ
有
シ
忌
ム
風
ア
リ
、
白
ハ
葬
二
関
係
シ
テ
一
般
二
忌
ム
」
と
い
う
。

注
目
さ
れ
る
点
　
変
化
と
し
て
は
、
「
黒
ハ
大
喪
以
後
一
般
二
悲
シ
ミ
ノ
観
念
ヲ
有

シ
忌
ム
風
ア
リ
、
白
ハ
葬
二
関
係
シ
テ
一
般
二
忌
ム
」
、
つ
ま
り
、
伝
統
的
に
白
装

束
の
白
色
が
死
と
葬
儀
に
関
係
す
る
色
と
し
て
忌
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
が
、
明

治
天
皇
の
大
喪
以
後
、
黒
色
が
一
般
に
喪
葬
の
悲
し
み
の
色
と
し
て
忌
ま
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　
事

例
9
　
宇
陀
郡
室
生
村

四
ツ

餅
　
「
絶
命
ト
同
時
二
死
者
ノ
枕
辺
二
四
ツ
餅
（
白
米
壱
升
ヲ
四
ツ
ニ
仕
上
ゲ

タ
ル
モ
ノ
）
、
枕
附
キ
ノ
飯
（
死
者
平
素
ノ
茶
碗
ニ
テ
米
ヲ
計
リ
飯
ト
ナ
シ
其
ノ
茶

碗
二
盛
ル
）
且
其
ノ
飯
ヲ
煮
ル
時
ハ
紙
ノ
覆
ヲ
ナ
ス
、
炭
火
ハ
自
然
二
委
シ
長
時
間

ニ
テ

其
ノ
飯
ヲ
出
来
上
ガ
ラ
シ
ム
、
即
チ
其
ノ
飯
ノ
出
来
ル
迄
信
濃
ノ
善
光
寺
二
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

詣
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
信
ズ
」
。
そ
し
て
棺
の
正
面
に
吉
野
膳
で
四
ツ
飯
、
枕
附
ノ
飯
、

味
噌
を
供
え
る
。

葬
列
　
葬
列
は
、
六
堂
、
四
ツ
餅
、
親
族
婦
人
会
葬
者
、
旗
二
本
、
位
牌
、
枢
、
天
蓋
、

旗
二
本
、
枢
の
前
後
に
燈
籠
と
重
親
類
、
其
ノ
他
一
般
会
葬
者
、
の
順
で
あ
る
。
位

牌
持
ち
は
戸
主
の
役
割
で
、
娘
の
婿
は
天
蓋
、
戸
主
の
妻
は
木
製
ノ
鍬
、
そ
の
他
の

親
族
が
幟
を
も
つ
。
位
牌
は
他
の
村
落
の
事
例
と
同
様
に
白
木
で
二
つ
作
ら
れ
、
一

つ

は
仏
壇
に
ま
つ
ら
れ
、
も
う
一
つ
は
「
墓
地
二
一
七
日
間
之
レ
ヲ
祭
ル
後
自
然
消

　
　
（
マ
マ
）

滅
、
墓
表
之
レ
ニ
代
ル
」
と
い
う
。

　
服
装
は
「
重
親
族
ハ
色
ヲ
着
シ
、
親
族
一
般
ハ
紋
付
、
婦
人
ハ
色
を
着
シ
、
カ
ヅ

キ
ト
テ
頭
ヨ
リ
薄
絹
ヲ
覆
フ
、
一
般
会
葬
者
ハ
紋
付
ノ
羽
織
ヲ
着
ク
ル
モ
ア
レ
ド

思
々

ナ
リ
」
。
葬
列
の
時
、
親
族
は
男
女
と
も
草
履
を
は
き
、
女
性
の
頭
髪
は
白
紙

で
結

ぶ
。
葬
列
人
夫
の
服
装
も
色
を
着
て
草
履
を
は
く
。

俗
信
　
妊
褥
者
が
死
者
に
近
づ
く
と
霊
魂
が
家
を
去
ら
な
い
、
病
中
祈
願
を
行
な
っ

た
と
き
は
願
果
と
し
て
死
者
の
衣
類
を
屋
根
の
上
に
あ
げ
る
、
埋
棺
の
時
鍬
で
打
て

ば
霊
魂

は
迷
い
て
成
仏
せ
ず
と
い
う
。

墓
地
　
室
生
村
に
は
共
同
墓
地
と
家
ご
と
の
墓
地
と
が
併
存
し
て
い
た
。
そ
れ
に
つ

い

て

次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
本
村
共
同
墓
地
ハ
各
区
必
ズ
一
箇
所
以
上
ア

リ
、
其
中
大
字
室
生
二
有
ス
ル
共
同
墓
地
最
モ
大
ナ
リ
、
大
抵
埋
葬
ヲ
ナ
シ
火
葬
ス

ル

処
少

ナ
ケ
レ
バ
自
然
墓
地
ノ
面
積
大
ヲ
ナ
ス
ニ
至
レ
リ
、
石
塔
ノ
数
亦
多
ク
シ
テ

年
代
ノ
古
キ
モ
ノ
モ
稀
ナ
ラ
ズ
。
家
々
ノ
墓
地
モ
其
ノ
数
甚
ダ
多
ク
死
亡
者
ノ
遺
言

等
二
拠
リ
テ
風
景
ノ
美
ナ
ル
処
土
地
ノ
高
崇
ナ
ル
処
ヲ
選
ビ
テ
一
家
ノ
墓
地
ヲ
造
ル

モ

ノ
少
ナ
カ
ラ
ズ
、
而
シ
テ
埋
葬
方
法
、
石
塔
、
卒
塔
婆
等
共
同
墓
地
ト
何
等
異
ナ

ル

処

ヲ
見
ズ
。
只
家
々
ノ
墓
地
ハ
多
ク
ハ
死
亡
者
ノ
家
ヨ
リ
眺
望
サ
ル
・
処
ニ
シ
テ

死
後
ト
難
モ
我
家
ノ
幸
運
ヲ
守
リ
子
孫
亦
朝
夕
祖
先
ノ
墓
ノ
方
ヲ
拝
ス
ル
ニ
便
ナ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

ガ

為
ナ
ラ
ン
、
カ
ク
テ
大
字
室
生
ノ
如
キ
ハ
到
ル
処
家
々
ノ
墓
地
ア
リ
テ
石
塔
此
所

彼
所
二
散
在
セ
ル
ヲ
見
ル
、
然
レ
ド
モ
現
時
ハ
昔
ノ
如
ク
家
々
ノ
墓
地
二
葬
ラ
ズ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

テ

共
同
墓
地
二
埋
葬
ス
ル
様
二
到
レ
リ
。
当
、
大
字
ノ
墓
地
二
有
ス
ル
石
塔
ノ
数

四

百
三
十
ヲ
算
シ
最
大
ナ
ル
モ
ノ
五
尺
一
寸
、
最
小
ナ
ル
モ
ノ
一
尺
二
寸
ニ
シ
テ
石

塔

ト
木
ノ
卒
塔
婆
ト
無
塔
ト
ノ
割
合
凡
ソ
六
、
一
、
三
、
ノ
如
シ
、
木
塔
ノ
内
角
柱
塔

少

ナ
リ
、
箱
塔
ト
併
用
シ
テ
箱
塔
ノ
内
二
角
柱
塔
ア
ル
モ
ノ
少
ナ
カ
ラ
ズ
、
角
柱
塔

ハ
主

ト
シ
テ
高
貴
ナ
ル
モ
ノ
死
亡
シ
タ
ル
ト
キ
用
ヒ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
之
レ
ガ
自
然
二

年
月
ヲ
経
ル
ニ
至
ル
ト
キ
破
損
ス
レ
バ
石
塔
ヲ
築
キ
テ
埋
葬
シ
タ
ル
上
二
建
ツ
ヲ
通

例
ト
セ
リ
」
。

382
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（
マ
マ
）

注

目
さ
れ
る
点
　
変
化
と
し
て
は
、
埋
葬
す
る
場
所
の
変
化
で
あ
る
。
「
到
ル
処

家
々
ノ
墓
地
ア
リ
テ
石
塔
此
所
彼
所
二
散
在
セ
ル
ヲ
見
ル
、
然
レ
ド
モ
現
時
ハ
昔
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

如

ク
家
々
ノ
墓
地
二
葬
ラ
ズ
シ
テ
共
同
墓
地
二
埋
葬
ス
ル
様
二
到
レ
リ
」
と
い
う
。

　

そ
し
て
、
変
化
で
は
な
い
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
、
四
ツ
餅
に
つ
い
て
の
詳

し
い
情
報
で
あ
る
。
四
ツ
餅
が
枕
飯
と
と
も
に
死
後
す
ぐ
に
作
ら
れ
、
棺
の
前
に
供

え
ら
れ
、
野
辺
送
り
を
経
て
埋
葬
墓
地
に
供
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
死
者
の
近
く

に
置
か
れ
続
け
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
普
段
「
餅
、
握
飯
等
を
四
つ
ま
た

は
三
つ
持
ち
ゆ
く
の
は
よ
ろ
し
く
な
い
」
と
か
、
葬
式
の
際
、
四
ツ
餅
を
食
べ
る
と

壮
健

と
な
り
、
夏
病
み
を
し
な
い
、
入
十
才
以
上
に
て
死
亡
し
た
人
の
四
ツ
餅
は
自

分
も
そ
の
年
ま
で
齢
を
保
つ
と
い
っ
て
戸
口
の
敷
居
を
隔
て
て
引
き
合
い
を
し
て
食

べ

る
な
ど
と
も
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
盆
の
一
五
日
の
午
前
中
に
「
重
箱

二

餅

ヲ
入
レ
（
重
箱
ニ
ツ
ニ
）
麻
ノ
木
ヲ
天
秤
棒
ノ
代
リ
ト
ナ
シ
木
ノ
両
方
二
重
箱

ヲ
オ
キ
其
上
二
素
麺
呑
一
把
宛
（
木
ノ
両
端
ノ
上
二
）
載
セ
ル
、
恰
モ
葬
式
ノ
際
ノ

四

ツ

餅
二
似
タ
リ
（
仏
前
ニ
オ
ク
）
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
形
状
が
想
像
さ
れ
る
。

四

ツ

餅

は
死
者
に
供
え
ら
れ
る
食
物
で
あ
り
、
ま
た
盆
に
も
類
似
の
餅
が
供
え
ら
れ

る
と
い
う
記
述
か
ら
は
、
死
者
の
霊
魂
が
そ
れ
に
よ
り
つ
く
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
二
、
墓
地
の
形
態
に
つ
い
て
の
詳
し
い
情
報
で
あ
る
。
共
有
墓
地
の
ほ

か

に
家
ご
と
の
墓
地
が
存
在
し
、
し
か
も
家
ご
と
の
墓
地
の
場
合
、
多
く
は
「
死
亡

者
ノ
家
ヨ
リ
眺
望
サ
ル
・
処
」
に
立
地
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
共
同
墓
地
に
お

い
て

も
墓
上
装
置
と
し
て
箱
だ
け
を
被
せ
る
場
合
（
箱
塔
）
と
箱
を
被
せ
た
中
か
ら

木
の

標
木
（
角
柱
塔
）
を
建
て
る
場
合
と
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
標
木
が
破
損
す
る

と
そ
れ
に
代
わ
っ
て
埋
葬
し
た
上
に
石
碑
を
建
て
る
の
を
通
例
と
し
た
こ
と
が
わ
か

る
。
奈
良
県
地
方
に
お
い
て
は
基
本
的
に
い
わ
ゆ
る
両
墓
制
の
形
態
が
一
般
的
で
あ

る
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
異
な
り
埋
葬
地
に
石
塔
が
建
立
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る

単
墓
制
の
形
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

2
．
葬
送
習
俗
の
注
目
点

　
以

上
、
各
地
域
で
の
葬
送
習
俗
に
お
け
る
注
目
点
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
し

て

き
た
が
、
要
点
を
ま
と
め
れ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
婚
姻
の
習

俗
や

出
産
の
習
俗
と
比
較
し
て
、
葬
送
の
習
俗
の
場
合
に
は
あ
ま
り
大
き
な
変
化
が

見
ら
れ
な
い
傾
向
性
が
指
摘
で
き
る
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
も
確
実
に
変
化
が
み
ら

れ

る
部
分
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
、
葬
式
の
参
加
者
た
ち
に

よ
る
盛
ん
な
飲
酒
や
飲
食
の
風
習
が
廃
れ
て
き
た
（
吉
野
郡
下
市
村
・
宇
陀
郡
宇
太

村
）
、
ま
た
そ
の
代
わ
り
と
し
て
「
供
養
券
」
が
配
ら
れ
て
品
物
と
引
き
換
え
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
（
吉
野
郡
国
棟
村
）
、
二
、
喪
主
夫
婦
を
は
じ
め
親
族
の
服
装
は

伝
統
的
に
白
装
束
で
あ
り
、
依
然
と
そ
れ
が
守
ら
れ
て
い
る
事
例
が
多
い
中
に
あ
っ

て
、
一
部
に
黒
色
の
服
装
へ
の
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
（
宇
陀
郡
榛

原
村
・
添
上
郡
田
原
村
）
、
三
、
ま
た
一
部
の
地
域
で
は
あ
る
が
、
死
者
を
屏
風
で

囲
う
こ
と
を
し
な
く
な
っ
て
き
た
（
吉
野
郡
下
市
村
）
、
六
道
銭
が
一
厘
銭
か
ら
榊

の

葉
に
変
わ
っ
て
き
た
（
吉
野
郡
国
禅
村
）
、
四
十
九
日
の
逮
夜
の
行
事
が
葬
式
当

日
や
翌
日
に
行
な
わ
れ
て
簡
略
化
し
て
き
た
（
吉
野
郡
小
川
村
）
、
等
々
の
変
化
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
一
の
過
度
の
飲
酒
や
飲
食
の
風
は
前
述
の
よ
う
に
や
は
り

礼
節
を
欠
く
も
の
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　
第
二
に
、
上
記
の
、
二
、
に
も
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
死
者
の
死
装
束
と
血

縁
的
関
係
者
の
白
装
束
と
の
類
似
に
つ
い
て
で
あ
る
。
喪
主
だ
け
で
な
く
近
親
者
や

親
族
の
男
女
が
白
衣
や
白
無
垢
を
着
用
し
、
男
性
は
笠
、
女
性
は
カ
ツ
ギ
は
白
布
を

被

る
例
が
多
い
。
死
者
に
は
白
装
束
で
旅
立
ち
の
姿
に
す
る
が
、
野
辺
送
り
に
お
い

て

は
死
者
の
子
供
や
兄
弟
ら
血
縁
的
関
係
者
も
白
衣
を
身
に
つ
け
て
、
死
者
に
近
い

姿
を
し
て
い
る
。
な
か
に
は
喪
主
は
イ
ル
（
イ
ロ
）
と
呼
ば
れ
る
白
布
に
袴
と
袖
の

広
い
僧
衣
に
似
た
衣
服
を
身
に
つ
け
る
、
ま
た
は
梓
お
よ
び
羽
織
紋
付
袴
を
着
用
す

る
（
吉
野
郡
小
川
村
）
と
い
う
よ
う
に
、
白
衣
に
代
わ
っ
て
梓
や
羽
織
紋
付
袴
を
着

用

す
る
例
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
死
者
の
血
縁
的
関
係
者

が
死
者

と
同
じ
白
衣
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
死
出
の
旅
立
ち
の
共
有
感
を
表
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
白
色
が
葬
式
を
連
想
さ
せ
る
色
と
し
て
、
強
い
忌
避
観
念
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が
伝
承
さ
れ
て
い
た
点
も
注
目
さ
れ
る
。

　
第
三
に
、
葬
列
に
お
い
て
喪
主
が
枢
の
後
ろ
を
昇
く
（
添
上
郡
田
原
村
）
、
あ
る

い
は

喪
主
は
枢
に
随
行
す
る
と
い
う
事
例
の
存
在
で
あ
る
。
喪
主
は
枢
の
左
に
付
く

（宇
陀
郡
伊
那
佐
村
）
、
喪
主
は
白
衣
を
着
て
枢
に
随
行
す
る
（
山
辺
郡
都
介
野
村
）

な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
は
死
者
と
喪
主
と
の
密
接
性
を
よ
く
表
す
例
と
い
え
る
。
死
骸

を
棺
に
入
れ
て
墓
地
へ
と
運
ぶ
一
方
、
死
者
の
霊
魂
は
四
ツ
餅
に
象
徴
さ
せ
て
墓
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

へ
運
ば
れ
て

い

く
よ
う
に
観
察
さ
れ
る
が
、
そ
の
四
ツ
餅
を
運
ぶ
の
は
孫
の
男
子
で

あ
る
場
合
が
多
い
。
野
辺
送
り
に
お
い
て
忌
み
が
か
り
の
強
い
役
割
に
、
一
般
に
は

死
者
の
息
子
と
そ
の
長
男
と
い
う
血
縁
の
強
い
者
が
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
直
江
広
治
は
、
一
般
的
な
傾
向
性
と
し
て
「
位
牌

を
持
つ
役
は
相
続
者
と
定
ま
っ
て
い
る
の
が
普
通
で
、
誰
が
死
亡
者
の
相
続
者
に

な
っ
た
か
を
部
落
の
者
に
知
ら
せ
る
機
会
に
も
な
っ
て
い
た
。
相
続
者
の
こ
と
を
位

牌
持
チ
と
呼
ぶ
地
方
が
多
い
の
も
、
か
か
る
習
俗
に
関
連
し
て
い
る
。
死
者
に
供
え

た
枕
飯
は
、
相
続
人
の
妻
が
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
地
方
が
多
く
、
ア
ゲ
モ
ノ
持

チ
・
オ
膳
持
チ
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
棺
昇
ぎ
の
役
は
、
葬
式
組
の
も
の
が
こ
れ

に
あ
た
る
風
が
多
く
な
っ
た
が
、
近
親
者
も
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

な
ら
な
い
と
す
る
気
持
を
、
濃
厚
に
伝
え
た
土
地
も
ま
た
少
な
く
な
い
」
と
述
べ
て

い

る
。
こ
の
『
奈
良
県
風
俗
志
』
資
料
に
も
、
そ
の
よ
う
な
位
牌
持
ち
は
喪
主
の
役

目
と
す
る
町
や
村
の
例
が
あ
る
一
方
で
、
喪
主
は
枢
の
後
ろ
を
昇
く
と
定
め
ら
れ
て

い

る
例
も
混
在
し
て
お
り
、
位
牌
に
よ
っ
て
相
続
者
た
る
こ
と
を
表
明
す
る
と
い
う

社
会
的
意
味
よ
り
も
、
む
し
ろ
死
者
に
密
着
し
て
死
者
の
霊
魂
を
安
定
的
に
あ
の
世

に
送
る
役
目
と
い
う
信
仰
的
意
味
が
重
視
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
四
に
、
当
時
の
非
常
に
強
い
死
霊
畏
怖
観
念
に
つ
い
て
で
あ
る
。
冠
婚
葬
祭
に

関
す
る
「
迷
信
」
の
う
ち
死
と
葬
送
に
関
す
る
項
目
に
は
、
死
の
予
兆
ば
か
り
で
な

く
、
卯
の
日
の
葬
式
は
普
通
よ
り
出
棺
の
時
刻
を
遅
く
す
る
、
葬
列
が
途
切
れ
る
と

ま
も
な
く
ま
た
葬
式
を
出
す
、
出
棺
後
室
内
を
掃
き
出
し
て
戸
障
子
を
閉
じ
て
死
人

の
帰
ら
ぬ
よ
う
に
す
る
、
新
し
く
埋
葬
し
た
墓
に
そ
の
日
に
雨
が
降
れ
ば
後
が
近
い

（す
な
わ
ち
死
人
が
続
く
）
、
出
棺
の
翌
日
は
大
字
の
者
は
洗
濯
を
し
な
い
（
す
る
と

死
者
の

禍
を
招
く
）
な
ど
、
死
者
が
続
く
こ
と
を
忌
む
俗
信
が
数
多
く
記
録
さ
れ
て

い

る
。
ま
た
同
齢
者
が
死
亡
し
た
際
に
耳
塞
ぎ
を
行
な
う
習
俗
の
存
在
（
添
上
郡
五

ケ
谷
村
、
同
郡
狭
川
村
）
な
ど
、
死
者
の
霊
す
な
わ
ち
死
霊
が
生
者
を
引
っ
張
る
と

い
う
死
霊
畏
怖
の
観
念
が
非
常
に
強
か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
死

者
と
生
者
と
の
関
係
性
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
死
者
に
対
す
る
生
者
、
と
く
に

血
縁
的
関
係
者
と
の
密
着
性
で
あ
り
、
生
と
死
の
中
間
領
域
の
存
在
感
の
強
さ
と
そ

れ
を
反
映
し
て
の
死
霊
畏
怖
の
観
念
の
強
さ
で
あ
る
。

④
論
点

　
以

上
、
戊
辰
詔
書
発
布
直
後
の
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
に
兵
庫
県
飾
磨
郡
教

育
会
が
中
心
と
な
っ
て
調
査
と
編
集
を
行
な
っ
た
『
飾
磨
郡
風
俗
調
査
』
と
、
大
正

天
皇
即

位
の
御
大
典
記
念
事
業
と
し
て
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
に
奈
良
県
教
育
会

が
中
心
と
な
っ
て
調
査
を
行
な
っ
た
『
奈
良
県
風
俗
志
』
資
料
と
、
そ
の
両
者
に
お

け
る
と
く
に
婚
姻
、
妊
婦
・
出
産
、
葬
儀
の
習
俗
に
つ
い
て
の
記
述
の
確
認
と
そ
の

内
容
の
分
析
を
行
な
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
は
本
文
中
で
そ
れ
ぞ
れ
指
摘

し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
く
に
、
二
．
（
5
）
『
飾
磨
郡
風
俗
調
査
』
の

特
徴
、
三
．
（
2
）
婚
姻
と
階
層
差
、
他
の
町
村
の
報
告
に
み
る
階
層
差
、
（
3
）
出

産
習
俗
の
変
化
の
実
情
、
（
4
）
葬
送
習
俗
の
注
目
点
、
な
ど
で
の
指
摘
で
あ
る
。

あ
ら
た
め
て
そ
れ
ら
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
ま
と
め
て
み
る
な
ら
ば
以
下
の
通
り
で

あ
る
。

　
第
一
は
、
『
飾
磨
郡
風
俗
調
査
』
も
『
奈
良
県
風
俗
志
』
も
と
も
に
明
治
末
か
ら

大
正

初
期
に
か
け
て
の
地
方
改
良
運
動
の
時
期
に
行
な
わ
れ
た
風
俗
調
査
で
あ
っ
た

が
、
両
者
の
間
で
は
地
方
に
よ
り
ま
た
担
当
者
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
大
き
な
特
徴
と
差

異
が
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
飾
磨
郡
教
育
会
が
当
時
の
婚
姻
、
妊
婦
・
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出
産
、
お
よ
び
葬
儀
に
関
す
る
慣
習
に
つ
い
て
調
査
し
た
「
内
容
」
と
そ
れ
に
対
す

る
「
刷
新
改
良
上
の
意
見
」
に
つ
い
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
そ
の
「
刷
新
改
良
上
の

意
見
」
は
飾
磨
郡
教
育
会
の
基
本
的
姿
勢
を
よ
く
表
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は

伝
統

的
な
慣
習
と
し
て
の
民
俗
の
論
理
を
考
え
て
み
る
と
い
う
姿
勢
は
微
塵
も
な

く
、
「
時
代
の
趨
勢
に
適
合
」
す
べ
き
改
良
の
推
進
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ニ
ー
（
五
）

「
『飾
磨
郡
風
俗
調
査
』
の
特
徴
」
で
も
指
摘
し
た
通
り
、
①
無
礼
講
か
ら
礼
節
へ
、

②
虚
栄
奢
修
か
ら
堅
実
倹
約
へ
、
③
迷
信
か
ら
衛
生
へ
、
④
祝
祭
か
ら
哀
悼
へ
、
と

い
う
改
良
運
動
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
飾
磨
郡
教
育
会
の
視
線
は
そ
の
土
地
の
生
活
者

の

も
の
で
は
な
く
、
慣
習
を
一
方
的
に
迷
信
や
弊
風
と
み
る
ま
さ
に
近
代
的
で
科
学

的
と
自
認
す
る
「
教
育
者
」
の
視
線
で
あ
り
、
科
学
的
な
知
識
の
普
及
に
よ
っ
て
因

習
を
打
破
す
べ
き
だ
と
す
る
他
者
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
一
方
、
『
奈

良
県
風
俗
志
』
の
場
合
、
奈
良
県
教
育
会
の
事
業
と
し
な
が
ら
も
、
奈
良
県
師
範
学

校
教
諭
で

あ
っ
た
高
田
十
郎
が
編
集
委
員
嘱
託
と
な
っ
て
進
め
ら
れ
、
近
代
教
育
や

科
学
、
衛
生
知
識
の
普
及
、
迷
信
の
打
破
、
と
い
う
い
わ
ゆ
る
上
か
ら
の
指
導
と
改

良
と
い
う
一
方
的
な
態
度
で
臨
む
の
で
は
な
く
、
当
時
の
村
落
社
会
に
お
け
る
具
体

的
な
現
場
の
資
料
収
集
を
意
図
し
、
実
態
の
把
握
を
目
的
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
旧
来
の
慣
行
を
一
方
的
に
「
刷
新
改
良
」
し
よ
う
と
い
う
飾
磨
郡
教

育
会
と
、
「
我
ガ
風
俗
ノ
何
種
ハ
本
ノ
マ
・
ニ
シ
テ
、
何
種
ハ
如
何
二
変
化
シ
将
タ

西

洋
ヨ
リ
入
来
レ
ル
カ
ヲ
調
べ
置
カ
ン
」
と
す
る
奈
良
県
教
育
会
と
の
両
者
の
風
俗

調
査
の

間
に
は
、
そ
の
動
機
づ
け
と
姿
勢
の
上
で
大
き
な
差
異
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
『
奈
良
県
風
俗
志
』
に
報
告
さ
れ
た
奈
良
県
下
の
各
村
落
に
お
け
る
大

正
四

年
（
一
九
一
五
）
当
時
の
婚
姻
、
妊
婦
・
出
産
、
葬
儀
の
習
俗
に
つ
い
て
の
追

跡
確
認
に

よ
り
、
そ
の
当
時
す
で
に
変
化
が
起
こ
っ
て
い
た
習
俗
と
、
い
ま
だ
に
変

化
が
起
こ
っ
て
い
な
い
習
俗
と
の
両
者
の
実
情
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
あ

る
。　

ま
ず
、
そ
の
一
、
婚
姻
の
儀
式
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
上
流
、
中
流
、
下
流
の
階

層
差
が
著
し
く
み
ら
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
結
納
に
つ
い
て
も
一
方
で

節
約
化
が
進
ん
で
い
た
の
に
対
し
て
逆
に
増
加
傾
向
を
も
み
せ
て
い
る
と
い
う
相
反

す
る
例
が
記
さ
れ
て
い
る
。
上
流
階
層
ほ
ど
資
金
を
か
け
て
儀
式
や
行
事
を
盛
大
に

行
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
下
層
社
会
で
は
そ
れ
こ
そ
「
猫
ノ
子
ヲ
貰
フ
如
キ
」

と
か
「
犬
ノ
子
ヤ
猫
ノ
子
ヲ
貰
ツ
タ
様
ナ
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
自

由
結
婚
に
つ
い
て
は
、
相
当
学
識
の
あ
る
も
の
の
間
で
も
稀
に
は
あ
る
が
、
そ
れ
が

も
っ
と
も
さ
か
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
の
は
下
層
社
会
で
あ
り
、
自
由
結
婚
を
下
卑

た
も
の
と
み
る
風
潮
が
土
地
の
人
の
感
想
と
し
て
は
あ
る
が
、
下
層
社
会
に
お
い
て

は

そ
ん
な
感
じ
は
ま
っ
た
く
な
く
ご
く
普
通
に
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま

り
、
自
由
な
恋
愛
と
性
に
よ
る
村
内
も
し
く
は
近
隣
村
の
男
女
同
士
の
結
婚
が
、
近

代
化
の
中
で
不
道
徳
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
は
い
た
が
、
階
層

に
よ
っ
て
は
ま
だ
旧
来
の
そ
れ
を
当
然
の
こ
と
と
す
る
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。

　

そ
の
二
、
妊
婦
と
出
産
に
関
し
て
変
化
の
み
ら
れ
た
習
俗
と
変
化
の
み
ら
れ
な
い

習
俗
に
つ
い
て
は
、
三
1
（
3
）
1
3
「
出
産
習
俗
の
変
化
の
実
情
」
で
指
摘
し
た

通
り
で
あ
る
が
、
第
一
に
、
こ
の
時
期
は
新
式
産
婆
と
旧
式
産
婆
が
混
在
し
て
お
り
、

両
者
に
よ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
処
方
が
み
ら
れ
た
の
が
特
徴
で
あ
る
。
新
式
産
婆
の
指
導

に
よ
っ
て
、
出
産
時
の
産
婦
の
体
位
が
い
わ
ゆ
る
座
産
か
ら
仰
臥
産
へ
と
変
わ
っ
て

い

く
、
そ
の
過
渡
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
こ
に
具
体
的
な
事
例
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ

る
。
ま
た
、
新
式
産
婆
に
よ
る
新
生
児
の
手
当
て
の
普
及
に
よ
っ
て
、
新
生
児
に
点

眼

を
す
る
、
そ
れ
ま
で
は
捨
て
て
い
た
初
乳
を
飲
ま
せ
る
、
六
日
目
頃
に
行
な
わ
れ

て

い

た
初
毛
剃
り
の
習
俗
が
行
な
わ
れ
な
く
な
る
、
な
ど
、
衛
生
知
識
の
普
及
に
よ

る
変
化
が
著
し
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
第
二
に
、
胞
衣
の
処
理
方
法
が
、
従
来
は

家
の
門
口
や
床
下
、
便
所
の
入
口
に
埋
納
さ
れ
て
い
た
の
が
、
衛
生
法
の
施
行
に

よ
っ
て
墓
地
に
埋
め
る
方
式
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
種
の
信
仰

的
な
対
象
物
と
し
て
丁
寧
に
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
胞
衣
が
、
単
な
る
不
浄
な
排
泄
物

と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
と
人
び
と
の
視
線
も
変
化
し
て
い
き
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
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そ

し
て
そ
の
三
は
、
こ
の
よ
う
に
胞
衣
の
処
理
や
新
生
児
の
手
当
て
に
お
い
て
は

衛
生

知
識
の
普
及
に
よ
る
変
化
が
起
こ
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
産
後
の
産
婦

の

身
体
に
関
す
る
ケ
ア
に
つ
い
て
は
変
化
が
確
認
し
に
く
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
産

婦
の
頭
髪
を
硫
る
こ
と
、
入
浴
、
別
火
で
の
食
事
、
床
払
い
の
日
に
産
褥
の
部
屋
と

産
婦
の
身
体
が
御
幣
で
清
め
ら
れ
る
な
ど
、
産
稜
の
観
念
は
依
然
と
し
て
強
か
っ
た

こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
民
俗
慣
行
と
し
て
の
妊
産
婦
を
め
ぐ
る
伝
統
的
な
営
為
が
、

近
代
化
に
よ
っ
て
医
療
と
衛
生
の
領
域
へ
と
移
行
し
て
い
く
当
時
の
状
況
に
あ
っ
て

も
、
産
稜
を
め
ぐ
る
部
分
は
な
か
な
か
そ
の
よ
う
な
変
化
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
点
が

注

目
さ
れ
る
。
そ
の
産
稜
や
血
稜
を
め
ぐ
る
民
俗
が
そ
の
根
底
か
ら
変
化
を
起
こ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

の
は

戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
を
待
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
そ

の

四
、
葬
送
習
俗
に
つ
い
て
は
、
三
1
（
4
）
ー
2
「
葬
送
習
俗
の
注
目
点
」

で
指
摘

し
た
通
り
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
そ
の
一
、
婚
姻
の
習
俗
や
出
産
の
習
俗
と
比

較

し
て
、
葬
送
の
習
俗
の
場
合
に
は
あ
ま
り
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
指

摘
で

き
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
確
実
に
変
化
が
み
ら
れ
る
部
分
と
し
て
は
、
葬
式

の

参
加
者
た
ち
に
よ
る
盛
ん
な
飲
酒
や
飲
食
の
風
習
が
廃
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
礼
節
を
欠
く
も
の
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
に
、
当
時
の

刷
新
改
良
の
眼
目
が
、
①
無
礼
講
か
ら
礼
節
へ
、
②
虚
栄
奢
修
か
ら
堅
実
倹
約
へ
、

③
迷
信
か
ら
衛
生
へ
、
④
祝
祭
か
ら
哀
悼
へ
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
た
め
に
、
葬
儀

で
の
盛
大

な
飲
食
は
、
こ
の
①
と
②
と
④
に
抵
触
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
一
方
で
は
、
い
ま
述
べ
た
出
産
習
俗
の
中
の
産
稜
に
か
か

わ
る
部
分
や
こ
の
葬
送
習
俗
の
死
稜
に
か
か
わ
る
部
分
に
は
当
時
は
ま
だ
強
い
介
入

が
み

ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
喪
主
夫
婦
を
は
じ
め
親
族
の
服
装
は
伝
統

的
に
白
装
束
の
喪
服
で
あ
り
、
依
然
と
し
て
そ
れ
が
守
ら
れ
て
い
る
事
例
が
多
い
中

に
あ
っ
て
、
一
部
に
黒
色
の
礼
服
の
服
装
へ
の
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て

い

た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
変
化
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
変
化
の
み
ら
れ
な
い
伝
承
も
多
く
見
出
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
死
者
の
死

装
束
と
喪
主
夫
婦
を
は
じ
め
と
す
る
血
縁
的
関
係
者
の
白
装
束
と
の
類
似
に
よ
る
服

喪
の
表
象
や
、
葬
列
に
お
い
て
喪
主
が
枢
の
後
ろ
を
昇
く
、
あ
る
い
は
喪
主
は
枢
に

随
行
す
る
と
い
う
事
例
の
存
在
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
伝
統
的
な
死
者
と
喪
主
夫
婦

ら
親
族
た
ち
と
の
血
縁
関
係
に
も
と
つ
く
密
着
性
が
儀
礼
的
に
も
よ
く
表
現
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
白
色
が
葬
式
を
連
想
さ
せ
る
色
で
あ
り
人
び
と
の
強
い
忌
避
観
念
を
と

も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
色
彩
感
覚
の
変
化
の
歴
史
の
上
か
ら
も
興

味
深
い
。
ま
た
死
や
葬
式
に
関
す
る
魔
除
け
な
ど
種
々
の
俗
信
の
存
在
か
ら
は
当
時

の
非
常
に
強
い
死
霊
畏
怖
観
念
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
。
葬
送
の
習
俗
の
場
合
に
は
、

こ
の
大
正
初
期
の
地
方
改
良
運
動
の
段
階
で
は
、
い
ま
だ
に
自
宅
で
の
葬
儀
、
葬
列

と
野
辺
送
り
の
習
俗
、
近
隣
の
相
互
扶
助
に
よ
る
葬
儀
の
執
行
な
ど
に
変
化
は
み
ら

れ

ず
、
そ
れ
ら
が
病
院
や
葬
儀
社
の
関
与
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
し
て
い
く
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

戦
後
の
高
度
経
済
成
長
を
経
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
第
三
は
、
民
俗
の
変
化
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
民
俗
の
伝
承
の
過
程
に

お

け
る
変
遷
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
集
団
的
で
集
合
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
相
対

的
な
変
遷
史
で
あ
り
絶
対
的
な
年
代
で
単
純
化
し
て
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
変
遷
史

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
柳
田
も
「
風
俗
史
と
い
う
以
上
は
、
そ

れ

が
都
市
の
み
の
事
実
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
農
村
漁
村
な
ど
全
国
に
わ
た
っ
て

の

記
述
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
「
風
俗
の
変
遷
は
い
つ
も
斜
線
を
え
が
い

て

か

わ
っ
て
い
く
の
で
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
風
俗
史
の
任
務
だ
と
思
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

た
だ
大
き
な
都
会
の
世
相
だ
け
を
見
て
い
て
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て

い

る
が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
多
く
が
都
市
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
一
部
に
、

起

こ
っ
た
最
新
の
変
化
が
ど
の
よ
う
に
し
て
全
国
各
地
の
上
中
下
流
の
各
階
層
に
わ

た
っ
て
広
く
一
般
の
人
び
と
の
共
有
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
く
の
か
、
そ
の
過
程
で

は
当
然
そ
の
新
し
い
技
術
や
芸
術
の
「
提
供
」
と
「
受
容
」
の
相
互
の
力
学
関
係
が

存
在
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
生
活
文
化
の
地
域
差
や
地
域
性
を
形
成
し
て
い
く
こ

と
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
「
創
生
」
、
「
提
供
」
、
「
受
容
」
、
「
変
容
」
、
「
伝
承
」
の
、

時
間
的
か
つ
空
間
的
な
展
開
の
全
体
像
の
中
に
、
民
俗
文
化
の
伝
承
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム

を
見
よ
う
と
す
る
の
が
民
俗
学
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
は
民
俗
の
記
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述

に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
「
絶
対
年
代
は
な
い
」
な
ど
と
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
そ
れ
は
民
俗
学
が
絶
対
年
代
を
追
求
し
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
意
味
で
は

断
じ
て
な
い
。
一
部
で
起
こ
っ
た
変
化
も
、
そ
れ
が
広
く
波
及
し
て
い
く
過
程
も
、

い
ず
れ
も
可
能
な
限
り
民
俗
学
は
あ
く
こ
と
な
く
年
代
的
に
追
求
し
て
い
く
必
要
こ

そ
あ
る
の
で
あ
る
。
歴
史
学
は
概
し
て
新
し
い
一
部
の
変
化
を
も
っ
て
生
活
変
遷
史

を
論
じ
が
ち
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
民
俗
学
こ
そ
は
そ
の
新
し
い
一
部
の
変
化
も

そ
の
後
の
波
及
や
変
化
の
過
程
も
幅
広
く
長
い
ス
パ
ン
で
追
跡
確
認
し
て
い
く
学
問

で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
、
こ
の
風
俗
志
の
民
俗
学
的
な
資
料
価
値
は
き
わ

め

て

高
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
大
正
初
年
と
い
う
時
代
の
奈
良
県
下
の
村
落
社

会

に
お
け
る
風
俗
志
の
情
報
資
料
分
析
に
よ
っ
て
、
民
俗
の
変
化
に
つ
い
て
具
体
的

な
年
代
を
当
て
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
戦
後
に
活
発
化
し
た
日
本

民
俗
学
の
全
国
各
地
で
の
民
俗
調
査
に
お
い
て
は
、
体
験
者
か
ら
の
伝
聞
と
し
て
し

か

聞
け
て
い
な
か
っ
た
民
俗
の
変
遷
が
、
具
体
的
な
地
域
に
お
け
る
変
化
と
し
て
こ

こ
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
確
認
さ
れ
た
意
義
は
大
き
い
。

註（
1
）
　
安
丸
良
夫
「
『
近
代
化
』
の
思
想
と
民
俗
」
『
日
本
民
俗
文
化
大
系
一
　
風
土
と
文
化
』
小
学

　
　
館
、
一
九
八
六
年

（
2
）
　
牧
原
憲
夫
「
文
明
開
化
論
」
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
＝
ハ
　
近
代
1
』
岩
波
書
店
、

　
　
一
九
九
四
年

（
3
）
　
こ
の
よ
う
な
旧
来
の
民
俗
の
廃
絶
と
近
代
化
を
進
め
よ
う
と
す
る
国
家
の
側
の
施
策
と
現
実

　
　
の
村
落
生
活
の
動
向
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
中
で
、
そ
の
一
方
、
明
治
に
な
っ
て
新
し
く
創
出
・

　
　
再
構
成
さ
れ
た
行
事
や
民
俗
に
注
目
す
る
論
考
も
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
近
代
史
の
高
木
博
志

　
　
（
「
初
詣
の
成
立
ー
国
民
国
家
形
成
と
神
道
儀
礼
の
創
出
ー
」
西
川
長
夫
・
松
宮
秀
治
編
『
幕

　
　
末
・
明
治
期
の
国
民
国
家
形
成
と
文
化
変
容
』
新
曜
社
、
一
九
九
五
年
）
は
、
初
詣
と
国
家
神

　
　
道
と
の
関
係
を
分
析
し
、
初
詣
が
宮
中
の
四
方
拝
の
影
響
を
受
け
て
新
し
く
「
創
出
」
さ
れ

　
　
た
儀
礼
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
民
俗
学
の
岩
本
通
弥
（
「
都
市
生
活
と
民
俗
」
『
都
市

　
　
の
民
俗
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
七
年
、
同
「
初
日
の
出
考
」
（
『
歴
史
の
文
法
』
東
京
大
学

　
　
出
版
会
、
一
九
九
七
年
∀
は
、
近
代
の
都
市
に
お
け
る
初
詣
の
生
成
に
つ
い
て
論
じ
、
現
在

　
　
の
よ
う
な
元
日
未
明
よ
り
社
寺
に
参
詣
す
る
初
詣
は
伝
統
的
な
習
俗
で
は
な
く
、
明
治
五
年

　
　
（
］
八
七
二
）
に
太
陰
太
陽
暦
か
ら
太
陽
暦
に
改
暦
さ
れ
て
、
新
暦
の
元
旦
が
年
の
初
め
と

　
　
し
て
強
調
さ
れ
る
な
ど
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
国
民
行
事
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
日
清

　
　
戦
争
の
勝
利
も
日
の
出
の
勢
い
だ
と
形
容
さ
れ
た
よ
う
に
、
初
日
の
出
や
元
日
が
旭
日
昇
天

　
　
の
勢
い
で
躍
進
す
る
明
治
国
家
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
り
あ
っ
て
人
々
に
受
容
さ
れ
た
、
と
指

　
　
摘
し
て
い
る
。

（
4
）
　
宮
地
正
人
「
地
方
改
良
運
動
の
論
理
と
展
開
」
『
日
露
戦
後
政
治
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出

　
　
版
会
　
一
九
七
三
年

（
5
）
　
有
泉
貞
夫
「
明
治
国
家
と
民
衆
統
合
」
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
一
七
　
近
代
四
』
岩
波
書
店

　
　
一
九
七
六
年

（
6
）
　
有
泉
貞
夫
「
明
治
国
家
と
祝
祭
日
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
三
四
一
、
一
九
六
九
年
）
で
は
、
「
明

　

治
初
年
に
ま
っ
た
く
新
た
に
も
ち
こ
ま
れ
た
紀
元
節
・
天
長
節
な
ど
の
国
家
の
祝
祭
日
が
、
ど

　

う
し
て
国
民
の
生
活
意
識
に
浸
透
し
得
た
の
か
」
に
つ
い
て
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず

　

有
泉
は
明
治
六
～
八
年
の
禁
令
・
布
達
よ
り
、
祝
祭
日
制
定
1
1
五
節
句
廃
止
に
関
す
る
記
事
の

　

分
析

と
明
治
九
年
暦
の
刊
行
に
あ
た
り
新
暦
と
旧
暦
が
合
載
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
ま
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
こ
の
時
期
で
は
「
後
の
よ
う
に
天
皇
崇
拝
に
よ
っ
て
国
民
の
日
常
生
活
の
全
体
を
方
向
ず
け

　

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
出
来
も
せ
ず
、
ま
た
考
え
ら
れ
て
も
い
な
か
っ
た
」
（
六
ニ
ペ
ー
ジ
）

　

と
い
う
。
そ
の
後
、
明
治
二
十
年
代
の
『
農
事
調
査
』
に
よ
る
都
市
別
祝
祭
日
休
業
調
査
に
よ

　

れ

ば
、
コ
部
で
は
あ
る
が
太
陽
暦
を
採
用
し
国
家
の
祝
祭
日
に
休
業
す
る
習
慣
が
出
来
か
け

　

て

い

る
こ
と
、
そ
れ
が
寄
生
地
主
制
の
も
っ
と
も
は
や
く
確
立
す
る
畿
内
先
進
地
帯
農
村
で
あ

387
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り
、
村
内
で
は
「
中
等
以
上
ノ
農
家
」
か
ら
で
あ
る
」
（
六
三
ペ
ー
ジ
）
こ
と
を
指
摘
し
て
い

　
　
る
。
ま
た
、
相
原
村
橋
本
（
神
奈
川
県
相
模
原
市
）
の
豪
農
、
相
沢
菊
太
郎
の
『
相
沢
日
記
』

　
　
に
明
治
一
九
～
四
五
年
に
記
さ
れ
た
紀
元
節
の
日
の
記
事
に
つ
い
て
「
明
治
2
0
年
代
で
は
全
く

　
　
の
無
関
心
、
3
0
年
代
も
は
じ
め
は
天
長
節
と
混
同
す
る
く
ら
い
で
大
し
て
気
に
し
て
い
な
い
。

　
　
助
役
に
な
っ
て
も
明
治
3
5
年
ま
で
は
学
校
の
祝
賀
式
に
も
出
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ

　
　
が
日
露
戦
争
後
は
、
ま
さ
に
様
子
が
一
変
す
る
。
そ
の
変
化
は
目
を
見
は
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
　
式
に
は
必
ず
出
席
し
、
出
来
な
か
っ
た
と
き
に
は
そ
の
理
由
を
記
し
て
い
る
」
（
六
四
ペ
ー
ジ
）

　
　
と
い
う
。
有
泉
は
、
日
露
戦
争
後
に
紀
元
節
が
か
れ
（
典
型
的
豪
農
）
の
生
活
意
識
に
急
に
浸

　
　
透
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
い
、
さ
ら
に
相
沢
の
生
活
史
の
追
跡
を
行
な
い
、

　
　
日
露
戦
争
の
勝
利
に
よ
っ
て
「
豪
農
た
ち
（
今
や
寄
生
地
主
）
は
自
分
自
身
で
な
く
、
国
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
ロ

　
　
権
威
を
侍
ん
で
村
民
（
自
小
作
農
）
に
対
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
と
き
国
家
の
祝
日
は

　
　
か
れ
ら
自
身
の
吉
日
と
な
る
」
（
六
五
ぺ
ー
ジ
）
の
で
あ
っ
た
、
と
総
括
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
紀

　
　
元
節
な
ど
明
治
国
家
の
祝
祭
日
は
、
明
治
2
0
年
代
な
か
ば
以
降
小
学
校
式
日
儀
礼
に
よ
っ
て
子

　
　
供
た
ち
を
と
ら
え
、
3
0
年
代
な
か
ば
以
降
と
く
に
日
露
戦
争
後
に
寄
生
地
主
化
し
た
豪
農
層
の

　
　
生
活
意
識
を
と
ら
え
、
明
治
4
0
年
代
に
官
僚
が
指
導
し
地
主
層
を
媒
介
と
す
る
。
地
方
改
良
運

　
　
動
”
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
底
辺
に
浸
透
し
、
学
校
教
育
か
ら
社
会
教
育
ヘ
リ
ン
ク
さ
れ
再
生
産

　
　
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
（
七
〇
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
過
程
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）
　
大
門
正
克
「
農
村
問
題
と
社
会
認
識
」
（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編
『
日
本
史
講

　
　
座
八
　
近
代
の
成
立
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）
ほ
か
。

（
8
）
　
長
志
珠
絵
「
文
明
化
と
国
民
化
」
大
門
正
克
・
安
田
常
雄
・
天
野
正
子
編
『
近
代
社
会
を
生

　
　
き
る
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
、
二
七
ぺ
ー
ジ

（
9
）
　
こ
れ
に
関
連
し
て
松
崎
憲
三
「
地
方
改
良
運
動
と
民
俗
ー
『
町
村
是
』
の
分
析
か
ら
ー
」
（
松

　
　
崎
編
『
近
代
庶
民
生
活
の
展
開
ー
く
に
の
政
策
と
民
俗
ー
』
三
一
書
房
、
一
九
九
八
年
）
で
は
、

　
　
明
治
二
十
年
代
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
全
国
各
地
で
作
成
さ
れ
た
「
町
村
是
」
の
う
ち
、
実
態

　
　
調
査
が
伴
う
「
町
村
是
」
の
活
用
の
可
能
性
に
注
目
し
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
、
大
正
天

　
　
皇
即
位
記
念
事
業
と
し
て
企
画
さ
れ
た
栃
木
県
南
河
内
町
の
「
町
村
是
」
の
分
析
（
松
崎
「
町

　
　
村
是

と
風
俗
改
良
」
『
栃
木
県
南
河
内
町
民
俗
編
』
特
論
、
一
九
九
五
年
）
や
明
治
三
十
年
代

　
　
お
よ
び
明
治
末
か
ら
大
正
初
め
に
作
成
さ
れ
た
新
潟
県
見
附
市
内
の
「
町
村
是
」
の
分
析
を
行

　
　
な
っ
て
い
る
。
見
附
市
内
の
「
町
村
是
」
よ
り
、
時
間
の
励
行
、
陽
暦
の
実
行
、
休
日
の
一
定

　
　
化
、
お
よ
び
冠
婚
葬
祭
・
村
づ
き
あ
い
の
簡
素
化
を
例
に
風
俗
改
良
と
そ
の
実
効
に
つ
い
て
の

　
　
考
察
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
町
村
是
」
の
情
報
と
い
う
の
は
、
選
択
さ
れ
た

　
　
も
の
で
あ
り
、
そ
の
有
効
性
も
不
明
で
、
努
力
目
標
や
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て

　
　
い
る
な
ど
の
点
で
、
生
活
の
実
態
の
把
握
と
い
う
面
で
は
や
は
り
一
定
の
限
界
が
あ
る
。

（
1
0
）
　
柳
田
國
男
『
明
治
大
正
史
世
相
篇
』
一
九
三
〇
年

（
1
1
）
柳
田
國
男
・
大
藤
時
彦
『
現
代
日
本
文
明
史
1
8
世
相
史
』
東
洋
経
済
新
報
社
版
、
一
九
四
三

　
　
年

（
1
2
∀
　
柳
田
国
男
編
『
明
治
文
化
史
1
3
風
俗
』
原
書
房
、
一
九
七
九
年
（
一
九
五
四
）

（
1
3
）
　
前
掲
註
1
2
、
五
九
〇
ペ
ー
ジ

（
1
4
）
　
こ
の
よ
う
な
柳
田
の
い
う
都
市
と
地
方
と
の
風
俗
の
変
遷
と
い
う
視
点
の
重
要
性
に
つ
い
て

　
　
論

及
し
て
い
る
の
が
岩
本
通
弥
「
都
市
生
活
と
民
俗
」
（
福
田
ア
ジ
オ
・
赤
田
光
男
編
『
講

　
　
座
日
本
の
民
俗
学
3
　
社
会
の
民
俗
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
七
年
）
、
同
「
民
俗
・
風
俗
・

　
　
殊
俗
ー
都
市
文
明
史
と
し
て
の
「
一
国
民
俗
学
」
ー
」
（
宮
田
登
編
『
現
代
民
俗
学
の
視
点
三

　
　
　
民
俗
の
思
想
』
朝
倉
書
店
、
一
九
九
八
年
）
な
ど
で
あ
る
。

（
1
5
）
　
引
用
は
、
飾
磨
郡
教
育
会
編
『
飾
磨
郡
風
俗
調
査
』
（
名
著
出
版
、
一
九
八
三
年
）
に
よ
る
。

（
1
6
）
　
新
谷
尚
紀
『
死
と
人
生
の
民
俗
学
』
曜
々
社
、
一
九
九
五
年
、
七
七
～
七
八
ペ
ー
ジ

（
1
7
）
　
関
沢
「
宮
座
祭
祀
と
死
稜
忌
避
ー
伝
統
社
会
の
生
活
律
1
」
関
根
康
正
・
新
谷
尚
紀
編
『
排

　
　
除
す
る
社
会
・
受
容
す
る
社
会
ー
現
代
ケ
ガ
レ
論
ー
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年

（
1
8
）
　
こ
の
『
奈
良
県
風
俗
志
』
に
注
目
し
た
も
の
と
し
て
は
、
部
分
的
で
は
あ
る
が
、
高
木
博
志

　
　
『
近
代
天
皇
制
と
古
都
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
高
市
郡
高
市
村
・

　
　
白
橿
村
・
飛
鳥
村
之
部
」
の
報
告
情
報
の
中
か
ら
、
国
旗
の
掲
揚
が
い
か
に
社
会
に
浸
透
し
て

　
　
ゆ
く
か
そ
の
過
程
、
ま
た
皇
祖
発
祥
の
地
と
す
る
位
置
づ
け
が
こ
の
大
正
期
に
は
ま
だ
地
元
民

　
　
に

と
っ
て
「
何
等
ノ
感
想
ナ
シ
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
重
要
な
事
実
が
読
み
取

　
　
ら
れ
て
い
る
。

（
1
9
）
　
『
奈
良
県
政
七
十
年
史
』
奈
良
県
　
一
九
六
二
年
、
六
六
ぺ
ー
ジ

（
2
0
）
　
鹿
谷
勲
「
『
奈
良
県
風
俗
誌
』
に
つ
い
て
」
『
奈
良
民
俗
通
信
』
三
三
、
一
九
九
五
年

（
2
1
）
　
栢
木
喜
一
「
採
集
の
鬼
　
高
田
十
郎
－
奈
良
の
民
俗
採
訪
家
ー
（
二
）
」
『
奈
良
民
俗
通
信
』

　
　
二
〇
、
一
九
九
二
年

（
2
2
）
　
栢
木
前
掲
註
2
1
、
六
ペ
ー
ジ

（
2
3
）
　
『
奈
良
県
風
俗
志
記
載
事
項
調
』
（
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
蔵
）

（
2
4
）
　
柳
田
國
男
『
郷
土
生
活
の
研
究
法
』
（
『
柳
田
國
男
全
集
』
二
八
　
ち
く
ま
文
庫
　
一
九
九
〇

　
　
年
（
一
九
三
五
）
）

（
2
5
）
　
前
掲
書
註
2
4
、
二
八
ペ
ー
ジ

（
2
6
）
　
吉
野
郡
上
市
町
風
俗
志
の
場
合
、
材
料
蒐
集
委
員
平
田
徳
太
郎
よ
り
郡
教
育
会
長
谷
原
岸
松

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
リ

　
　
宛
て
に
「
本
年
六
月
七
日
付
ヲ
以
テ
御
依
嘱
相
成
候
上
市
町
風
俗
志
左
記
ノ
通
リ
調
査
致
候

　
　
二
付
此
段
報
告
候
也
」
と
、
大
正
四
年
十
一
月
一
日
付
で
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
添
上
郡

　
　
束
里
村
風
俗
志
の
緒
言
に
は
「
本
志
料
ハ
大
正
四
年
六
月
ヲ
以
テ
調
査
二
着
手
シ
大
正
五
年

　
　
十
一
月
ヲ
以
テ
竣
成
セ
シ
モ
ノ
ナ
リ
」
と
あ
り
、
編
纂
者
六
名
（
内
女
性
二
名
）
が
分
担
し
て

　
　
調
査
を
行
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
村
長
、
学
務
委
員
、
役
場
吏
員
、
村
会
議
員
、
大
字
総
代
の
援

　
　
助
を
得
た
点
が
多
い
こ
と
も
記
し
て
い
る
。

（
2
7
）
　
大
出
春
江
「
病
院
出
産
の
成
立
と
加
速
ー
正
常
産
を
め
ぐ
る
攻
防
と
産
師
法
制
定
運
動
を
中

　
　
心
と
し
て
ー
」
（
『
人
間
関
係
学
研
究
』
七
　
大
妻
女
子
大
学
　
二
〇
〇
六
年
）

（
2
8
）
　
前
掲
の
兵
庫
県
で
は
明
治
三
十
四
年
四
月
二
十
日
本
県
令
第
四
十
二
号
胞
衣
及
産
褥
汚
物
取
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締
規
則
が
公
布
さ
れ
て
い
た
。

（
2
9
）
　
新
谷
尚
紀
「
死
と
葬
送
」
赤
田
光
男
・
福
田
ア
ジ
オ
編
『
講
座
日
本
の
民
俗
学
6
　
時
間
の

　
　
民
俗
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
八
年

（
3
0
）
　
野
田
三
郎
「
流
葬
を
伴
う
両
墓
制
に
つ
い
て
ー
紀
伊
日
高
川
を
中
心
に
ー
」
『
日
本
民
俗
学
』

　
　
九
四
、
一
九
七
四
年

（
3
1
）
　
関
沢
前
掲
註
1
7
に
お
い
て
、
近
畿
地
方
村
落
に
お
け
る
宮
座
祭
祀
と
両
墓
制
と
い
う
両
者
の

　
　
特
徴
的
な
民
俗
の
間
の
関
連
性
に
つ
い
て
の
分
析
を
行
な
い
、
神
社
祭
祀
に
お
け
る
強
力
な
清

　
　
浄
性
確
保
の
た
め
の
拘
束
性
と
葬
墓
制
に
お
け
る
強
力
な
死
稜
忌
避
の
拘
束
性
と
が
、
両
者
の

　
　
民
俗

を
現
象
化
さ
せ
る
う
え
で
の
共
通
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
と
論
じ
た
。
大
正
四
年
当
時
、

　
　
五
ケ
谷
村
で
は
宮
座
祭
祀
の
当
家
（
ト
ウ
ヤ
）
は
葬
式
に
参
列
し
な
い
も
の
の
、
野
辺
送
り
に

　
　
お
い
て
会
葬
者
が
墓
地
で
飲
食
を
行
な
う
慣
行
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
当

　
　
時
も
神
社
祭
祀
の
た
め
の
当
家
の
清
浄
性
確
保
は
重
視
さ
れ
て
い
た
一
方
、
墓
地
で
死
者
と
の

　

食
い
別
れ
を
行
な
う
儀
礼
も
ま
た
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
3
2
）
岩
井
宏
實
編
『
奈
良
県
史
第
十
二
巻
　
民
俗
（
上
）
」
二
九
八
六
年
）
に
よ
れ
ば
、
大
宇
陀

　

地

方
の
「
出
立
ち
」
の
事
例
と
し
て
そ
の
伝
承
の
年
代
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ヨ
ツ
モ
チ

　
　
の
供
え
方
と
墓
地
へ
の
運
搬
方
法
、
ま
た
処
分
の
仕
方
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い

　
　
る
。

　
　

「
出
棺
の
前
に
ヨ
ツ
モ
チ
と
い
っ
て
、
一
升
の
餅
を
四
半
分
に
し
た
丸
餅
を
死
人
に
供
え
る
。

　

野
辺
送

り
の
時
に
は
、
こ
れ
を
二
つ
ず
つ
一
対
に
つ
く
り
、
真
中
に
竹
の
棒
を
挿
し
て
男
孫
が

　

持
っ
て
行
く
。
孫
の
な
い
時
は
オ
ト
ゴ
（
末
子
）
が
か
つ
ぐ
。
し
か
し
子
供
が
小
さ
過
ぎ
る
と

　

大

き
い
者
が
そ
の
子
の
名
を
借
り
て
持
っ
て
行
く
。
途
中
肩
を
変
え
て
は
い
け
な
い
こ
と
に

　

な
っ
て
い
る
。
こ
の
餅
は
墓
に
供
え
、
後
ヤ
マ
シ
が
持
帰
っ
て
牛
に
食
わ
す
こ
と
に
な
っ
て
い

　

る
が
、
長
命
の
人
の
ヨ
ツ
モ
チ
を
食
べ
る
と
長
生
き
す
る
と
い
っ
て
、
ヤ
マ
シ
の
了
解
を
得
て

　

貰
う
人
も
あ
る
」
（
三
三
四
ペ
ー
ジ
）
。

　
　

ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
「
野
辺
送
り
」
の
項
目
に
は
、
具
体
的
な
村
落
名
は
明
記
さ
れ
て
い

　

な
い
も
の
の
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
記
述
も
み
ら
れ
る
。
「
野
辺
送
り
の
ひ
と
足
前
に
『
オ

　
　
マ
エ
さ
ん
持
ち
』
と
い
っ
て
、
両
隣
り
の
者
が
御
前
（
御
膳
）
道
具
を
持
っ
て
墓
に
行
く
。

　

こ
れ
は
枕
飯
と
四
つ
餅
で
、
墓
の
受
取
地
蔵
に
供
え
る
」
（
三
三
六
ペ
ー
ジ
）
、
ま
た
行
く
途

　

中
で
「
道
ロ
ウ
ソ
ク
」
を
立
て
て
い
く
。

　
　

こ
の
「
オ
マ
エ
さ
ん
持
ち
」
の
役
割
は
、
秋
田
県
や
千
葉
県
ほ
か
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
ア

　

ト
ミ
ラ
ズ
と
呼
ば
れ
る
、
葬
列
に
先
立
っ
て
五
穀
を
入
れ
た
頭
陀
袋
と
と
も
に
ム
シ
ロ
や
カ

　

マ
ス

を
墓
地
に
送
る
儀
礼
（
魂
送
り
と
も
い
う
）
を
想
起
さ
せ
る
。
四
つ
餅
は
枕
飯
と
と
も
に

　

単
な
る
供
物
で
は
な
く
、
死
者
の
霊
魂
送
り
を
象
徴
的
に
表
象
し
て
い
る
も
の
と
解
釈
さ
れ

　

る
（
枕
飯
に
つ
い
て
は
、
関
沢
ま
ゆ
み
「
行
き
場
を
失
っ
た
枕
飯
」
国
際
宗
教
研
究
所
編
『
現

　

代
宗
教
二
〇
〇
四
』
（
特
集
死
の
現
在
）
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
四
年
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、

　

ア

ト
ミ
ラ
ズ
に
つ
い
て
は
、
最
上
孝
敬
『
霊
魂
の
行
方
』
（
第
一
章
　
霊
送
り
と
そ
の
周
辺
）

　
　
名
著
出
版
　
一
九
八
四
年
、
新
谷
尚
紀
『
日
本
人
の
葬
儀
』
（
1
葬
儀
の
深
層
　
二
章
　
米
の

　
　
霊
力
）
紀
伊
國
屋
書
店
　
一
九
九
二
年
）
参
照
の
こ
と
。

（
3
3
）
　
直
江
広
治
「
葬
式
」
（
柳
田
国
男
編
『
明
治
文
化
史
1
3
風
俗
』
原
書
房
　
一
九
七
九
年

　
　
（
一
九
五
四
）
、
二
六
九
ペ
ー
ジ

（
3
4
）
　
新
谷
尚
紀
「
赤
不
浄
と
黒
不
浄
ー
忌
み
稜
れ
感
覚
の
希
薄
化
ー
」
（
関
根
康
正
・
新
谷
尚
紀

　
　
編

『受
容
す
る
社
会
・
排
除
す
る
社
会
ー
現
代
ケ
ガ
レ
論
ー
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）

（
3
5
）
　
関
沢
ま
ゆ
み
「
葬
送
儀
礼
の
変
化
ー
そ
の
意
味
す
る
も
の
ー
」
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編

　
　
『
葬
儀
と
墓
の
現
在
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）

（
3
6
）
　
柳
田
国
男
編
『
明
治
文
化
史
1
3
風
俗
』
原
書
房
、
一
九
七
九
年
（
一
九
五
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　

（国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
民
俗
研
究
系
）

（二
〇

〇

七
年
三
月
三
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
七
年
九
月
一
四
日
審
査
終
了
）
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Changes　in　Folk　Cllstomes　in“Fuzokushi”：Recorded　n£e　Rituals　in　tlle　Meiji

and　Taisho　Pe㎡ods

SE斑㎜Mawmi

　　This　paper　investigates　customs　associated　with　marriage，　pregnancy　and　childbirth，　and　funerals　recorded

during　the　period　of　the　Chiho－Kairyo　Undo（Local　Improvement　Movement）spanning　the　end　of　the　Meili

period　and　the　beginning　of　the　Taisho　period．　The　records　are　contained　in　a　survey　of　folk　customs　called

“Shikama－gun　Fuzoku　Chosa”conducted　by　the　educational　association　of　Shikama　County　in　Hyogo　Prefecture，

and　in　a　collection　of　written　records　on　folk　customs　titled“Nara－ken　Fuzokushi”compiled　by　the　Nara

Prefecture　educaUonal　association．

　　　The　paper　first　discusses　the　huge　difference　in　motivation　and　attitudes　towards　folk　customs　represented　in

the　two　surveys．　While　the　Shikama　County　educational　association　attempts　to　unilaterally“renew　and　improve”

old　practices，　the　Nara　Prefecture　educational　association　states，“Our　aim　is　to　investigate　customs　that　have

been　passed　down　unchanged，　customs　that　have　changed，　and　customs　that　have　been　introduced　from　the

west．”

　　　Second，　the　paper　describes　both　old　and　modified　cllstoms　and　practices　associated　with　marriage，

pregnancy　and　childbirth，　and　funerals　that　existed　in　1915　in　villages　in　Nara　Prefbcture　as　recorded　in　the“Nara－

ken　Fllzokushi．”Several　features　of　interest　emerge　from　this　examination．　Differences　in　marriage　practices

（betrothal　gifts，“yomeiri，”and　perceptions　regarding　free　marriage）were　apparent　between　the　upper，　middle

and　lower　classes．　With　respect　to　old　and　modi丘ed　practices　associated　with　pregnancy　and　childbirth，　even

though　modernization　had　seen　a　shift　toward　medical　treatment　and　sanitation　at　the　time，　other　isslles　remained

resistant　to　change，　such　as　those　associated　with　the　belief　that　mothers　were　defiled　by　childbirth　for　a　brief

period　a丘er　birth，　A　study　of　funeral　customs　showed　that　they　had　remained　largely　unchanged　compared　with

customs　surrounding　marriage　and　childbirth．　However，　one　sign姐cant　change　was　that　those　attending　funerals

no　longer　followed　the　custom　of　lavish　drinking　and　eating．　The　movements　for　renewal　and　improvement　at

that　time　had　four　main　purposes．　They　were　to　effect　a　change　from　1）unrestrained　behavior　to　propriety；2）

pretentious　extravagance　to　frugality；3）superstition　to　sanitation；and　4）celebra60n　to　mourning．　Accordingly，

lavish　d亘nking　and　eating　at　flmerals　were　considered　to　in丘inge　upon　1），2）and　4）above．　Also，　as　was　the　case

with　issues　associated　with　the　belief　in　defilement　after　childbirth，　there　seemed　to　have　been　little　intervention

in　funeral　customs　associated　with　the　belief　in　de61ement　caused　by　death　in　the　family

　　　Third，　the　paper　examines　changes　in　folk　customs．　Changes　that　occur　in　the　process　of　the　passing　down
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of　folk　customs　basically　occur　collectively　Consequently，　they　constitute　comparative　history　and　as　part　of　our

social　history　cannot　be　expressed　simply　as　having　occurred　at　a　speci6c　date．　However，　by　studying　materials

on　the　history　of　folk　customs，　it　has　been　possible　in　this　study　to　ascribe　specific　dates　to　changes　that　took

place　in　specific　districts，　thus　connrming　changes　in　folk　customs．
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